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令和２年４月２０日 Ｒ２4 

３．設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定 

2



第Ⅱ部
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再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料
リ
ス
ト

令
和
２
年
４
月
2
0
日
　
R
1
5

資
料
№

名
称

提
出
日

R
ev

補
足
説
明
資
料
3-
1

重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
等
の
選
定
根
拠

4/
13

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
2

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
及
び
安
全
上
重
要
な
施
設

4/
13

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
3

火
災
・爆

発
に
よ
り
放
射
性
物
質
の
放
出
の
可
能
性
が
あ
る
有
機
溶
媒
等
の
選
定
に
つ
い
て

3/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
4

自
然
現
象
に
対
し
て
実
施
す
る
対
処
に
つ
い
て

4/
13

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
5

×
１
及
び
×
２
の
考
え
方
に
つ
い
て

4/
13

7
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
6

×
３
の
考
え
方
に
つ
い
て

4/
13

5
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
7

蒸
発
乾
固
に
関
す
る
時
間
余
裕
評
価

4/
13

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
8

水
素
爆
発
（機

器
内
）に

関
す
る
時
間
余
裕
評
価

4/
13

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
9

水
素
爆
発
（機

器
内
）に

関
す
る
機
能
喪
失
時
の
影
響
評
価

4/
13

5
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
10

水
素
爆
発
（機

器
外
）に

関
す
る
時
間
余
裕
評
価
　
　
（欠

　
番
）

-
-

新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
11

有
機
溶
媒
火
災
に
関
す
る
温
度
評
価
（機

器
内
）　
　
（欠

　
番
）

-
-

新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
12

有
機
溶
媒
火
災
に
関
す
る
温
度
評
価
（機

器
外
）

12
/2
3

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
13

臨
界
事
故
に
関
す
る
さ
ら
に
厳
し
い
条
件
と
選
定
結
果

4/
13

5
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
14

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
関
す
る
さ
ら
に
厳
し
い
条
件
と
選
定
結
果
（機

器
内
）

3/
13

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
15

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
関
す
る
さ
ら
に
厳
し
い
条
件
と
選
定
結
果
（機

器
外
）

3/
13

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
16

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
に
関
す
る
さ
ら
に
厳
し
い
条
件
と
選
定
結
果

3/
13

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
17

重
大
事
故
の
想
定
箇
所
の
特
定
結
果

4/
13

8
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
18

自
然
現
象
の
発
生
規
模
と
安
全
機
能
へ
の
影
響
の
関
係

3/
13

2
新
規
作
成

第
2
8
条
：
重
大
事
故
等
の
拡
大
防
止
（
３
．
設
計
上
定
め
る
条
件
よ
り
厳
し
い
条
件
の
設
定
及
び
重
大
事
故
の
想
定
箇
所
の
特
定
）

再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料

備
考
（
8
月
提
出
済
み
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
資
料
番
号
を
記
載
）

(1
/2
)
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再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料
リ
ス
ト

令
和
２
年
４
月
2
0
日
　
R
1
5

資
料
№

名
称

提
出
日

R
ev

第
2
8
条
：
重
大
事
故
等
の
拡
大
防
止
（
３
．
設
計
上
定
め
る
条
件
よ
り
厳
し
い
条
件
の
設
定
及
び
重
大
事
故
の
想
定
箇
所
の
特
定
）

再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料

備
考
（
8
月
提
出
済
み
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
資
料
番
号
を
記
載
）

補
足
説
明
資
料
3-
19

配
管
の
全
周
破
断
と
同
時
に
想
定
す
る
単
一
故
障
の
対
象
が
回
収
系
だ
け
で
よ
い
理
由

（検
知
系
に
対
し
て
単
一
故
障
を
想
定
し
な
く
て
も
よ
い
理
由
）

3/
13

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
20

安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
に
着
目
し
た
重
大
事
故
の
事
象
選
定
の
妥
当
性

4/
13

5
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
21

設
計
基
準
よ
り
厳
し
い
条
件
等
の
同
時
発
生

3/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
22

系
統
図

4/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
23

系
統
図
（設

計
上
定
め
る
条
件
よ
り
厳
し
い
条
件
毎
の
安
全
機
能
喪
失
の
特
定
）

4/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
24

フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー

4/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
25

フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
（設

計
上
定
め
る
条
件
よ
り
厳
し
い
条
件
毎
の
安
全
機
能
喪
失
の
特
定
）

4/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
26

配
管
以
外
の
静
的
機
器
の
損
傷
の
可
能
性

3/
13

2
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
27

再
処
理
工
程
に
お
け
る
重
大
事
故
の
想
定
箇
所

1/
28

0
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
28

放
射
性
物
質
の
放
出
量
評
価
に
お
い
て
設
定
し
た
除
染
係
数

1/
28

0
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
29

重
大
事
故
の
想
定
箇
所
の
特
定
に
お
け
る
評
価
の
条
件
設
定

3/
13

0
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3-
30

適
合
性
の
関
連
箇
所
の
抜
粋
に
つ
い
て

4/
2
0

0
新
規
作
成

(2
/2
)
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令和２年４月２０日 R0

補足説明資料３‐３０ 
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34条 
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添
六

1
.9

（
6
-1

-1
0
2
2
～

1
0
2
3
）

本
文

ロ
本

文
添

六

【
ニ

項
】

（
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

と
代

替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
が

あ
る

が
、

同
一

内
容

で
あ

る
た

め
、

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
系

を
記

載
）

溶
解

槽
に

お
い

て
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

，
溶

解
槽

に
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

を
供

給
し

，
溶

解
槽

を
未

臨
界

に
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
す

る
。

ま
た

，
緊

急
停

止
系

の
操

作
に

よ
っ

て
速

や
か

に
固

体
状

の
核

燃
料

物
質

の
移

送
を

停
止

す
る

こ
と

で
未

臨
界

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
系

の
代

替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急

供
給

槽
に

は
，

未
臨

界
に

移
行

す
る

た
め

に
必

要
な

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
を

内
包

で
き

る
設

計
と

す
る

。
代

替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急

供
給

回
路

の
臨

界
検

知
用

放
射

線
検

出
器

に
よ

り
，

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
機

器
周

辺
の

線
量

率
の

上
昇

を
検

知
し

た
こ

と
を

起
動

条
件

と
し

，
直

ち
に

経
路

上
の

弁
を

開
放

す
る

こ
と

に
よ

り
，

自
動

で
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

に
，

重
力

流
に

よ
り

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
を

供
給

し
，

1
0
分

以
内

に
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
供

給
が

完
了

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

弁
を

多
重

化
す

る
こ

と
等

に
よ

り
，

臨
界

事
故

時
に

確
実

に
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
溶

解
施

設
　

代
替

：
1
4
4
,1

4
5
、

重
大

事
故

時
：

1
4
7
,1

4
8
　

精
製

施
設

：
1
6
3
,1

6
4
）

【
4
.3

.2
.1

】

（
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

と
代

替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
が

あ
る

が
、

同
一

内
容

で
あ

る
た

め
、

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
系

を
記

載
）

溶
解

槽
に

お
い

て
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

，
溶

解
槽

に
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

を
供

給
し

，
溶

解
槽

を
未

臨
界

に
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

ま
た

，
緊

急
停

止
系

の
操

作
に

よ
っ

て
速

や
か

に
固

体
状

の
核

燃
料

物
質

の
移

送
を

停
止

す
る

こ
と

で
未

臨
界

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
す

る
。

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
系

の
代

替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急

供
給

槽
に

は
，

未
臨

界
に

移
行

す
る

た
め

に
必

要
な

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
を

内
包

で
き

る
設

計
と

す
る

。
代

替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急

供
給

回
路

の
臨

界
検

知
用

放
射

線
検

出
器

に
よ

り
，

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
機

器
周

辺
の

線
量

率
の

上
昇

を
検

知
し

た
こ

と
を

起
動

条
件

と
し

，
直

ち
に

経
路

上
の

弁
を

開
放

す
る

こ
と

に
よ

り
，

自
動

で
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

に
，

重
力

流
に

よ
り

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
を

供
給

し
，

1
0
分

以
内

に
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
供

給
が

完
了

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
溶

解
施

設
　

代
替

：
6
-4

-4
4
,4

5
、

重
大

事
故

時
：

6
-4

-5
1
,5

3
　

精
製

施
設

：
6
-4

-1
6
7
,1

6
9
）

【
ヘ

項
】

（
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
と

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
が

あ
る

が
、

同
一

内
容

で
あ

る
た

め
、

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
を

記
載

）

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
の

臨
界

検
知

用
放

射
線

検
出

器
は

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

か
ら

放
出

さ
れ

る
核

分
裂

に
伴

う
放

射
線

を
計

測
す

る
こ

と
で

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
そ

の
発

生
を

即
座

に
検

知
で

き
る

設
計

と
す

る
。

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
の

緊
急

停
止

系
は

，
緊

急
停

止
操

作
ス

イ
ッ

チ
及

び
設

計
基

準
対

象
の

施
設

の
せ

ん
断

機
を

停
止

す
る

回
路

か
ら

構
成

し
，

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
機

器
へ

の
固

体
状

の
核

燃
料

物
質

の
移

送
を

停
止

す
る

こ
と

で
，

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
9
1
、

1
9
3
、

1
9
5
、

1
9
7
）

【
6
.2

.2
】

（
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
と

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
が

あ
る

が
、

同
一

内
容

で
あ

る
た

め
、

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
を

記
載

）

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
の

臨
界

検
知

用
放

射
線

検
出

器
は

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

か
ら

放
出

さ
れ

る
核

分
裂

に
伴

う
放

射
線

を
計

測
す

る
こ

と
で

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
そ

の
発

生
を

即
座

に
検

知
で

き
る

設
計

と
す

る
。

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
の

緊
急

停
止

系
は

，
緊

急
停

止
操

作
ス

イ
ッ

チ
及

び
設

計
基

準
対

象
の

施
設

の
せ

ん
断

機
を

停
止

す
る

回
路

か
ら

構
成

し
，

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
機

器
へ

の
固

体
状

の
核

燃
料

物
質

の
移

送
を

停
止

す
る

こ
と

で
，

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
6
-6

-3
4
5
,3

4
7
3
5
5
,3

5
7
）

1
9
回

補
正

第
二

号
に

つ
い

て

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
設

備
に

接
続

す
る

換
気

系
統

の
配

管
の

流
路

を
遮

断
し

，
換

気

系
統

の
配

管
内

が
加

圧
状

態
に

な
っ

た
場

合
に

セ
ル

内
に

設
置

さ
れ

た
配

管
の

外
部

へ

放
射

性
物

質
を

排
出

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

臨
界

事
故

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

，
当

該

重
大

事
故

で
発

生
し

た
放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
を

貯
留

し
，

大
気

中
へ

の
放

射
性

物

質
の

放
出

量
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

廃
ガ

ス
貯

留

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
機

器
に

接
続

す
る

配
管

の
流

路
を

遮
断

し
，

換
気

系
統

の
配

管
内

が
加

圧
状

態
に

な
っ

た
場

合
に

セ
ル

内
に

設
置

さ
れ

た
配

管
の

外
部

へ
放

射
性

物
質

を
排

出
で

き
る

よ
う

に
し

，

(1
1
0
)

【
ト

項
】

臨
界

事
故

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
場

合
及

び
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

場
合

，
当

該
重

大
事

故
で

発
生

し
た

放
射

性
物

質
を

含
む

気
体

を
貯

留
し

，
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

す
る

。

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
又

は
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
に

よ
り

臨
界

事
故

の
発

生
を

判
定

し
た

場
合

若
し

く
は

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
に

よ
り

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

発
生

を
判

定
し

た
場

合
に

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
に

放
射

性
物

質
を

導
出

す
る

た
め

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

を
自

動
開

放
す

る
と

と
も

に
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

を
自

動
で

起
動

す
る

。
同

時
に

，
前

処
理

建
屋

に
お

い
て

は
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
流

路
を

遮
断

す
る

た
め

，
当

該
系

統
上

の
隔

離
弁

を
自

動
閉

止
す

る
。

精
製

建
屋

に
お

い
て

は
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

と
と

も
に

排
風

機
を

自
動

停
止

す

る
。

（
2
4
8
～

2
5
0
）

【
7
.2

.2
.2

】

臨
界

事
故

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
場

合
及

び
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

場
合

，
当

該
重

大
事

故
で

発
生

し
た

放
射

性
物

質
を

含
む

気
体

を
貯

留
し

，
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

す
る

。

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
又

は
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
に

よ
り

臨
界

事
故

の
発

生
を

判
定

し
た

場
合

若
し

く
は

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
に

よ
り

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

発
生

を
判

定
し

た
場

合
に

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
に

放
射

性
物

質
を

導
出

す
る

た
め

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

を
自

動
開

放
す

る
と

と
も

に
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

を
自

動
で

起
動

す
る

設
計

と
す

る
。

同
時

に
，

前
処

理
建

屋
に

お
い

て
は

せ
ん

断
処

理
・

溶
解

廃
ガ

ス
処

理
設

備
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

設
計

と
す

る
。

精
製

建
屋

に
お

い
て

は
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

と
と

も
に

排
風

機
を

自
動

停
止

す
る

設
計

と
す

る
。

（
6
-7

-8
8
,9

0
,9

1
）

適
合

方
針

1
9
回

補
正

第
三

号
に

つ
い

て

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
，

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
影

響
を

緩
和

す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。

臨
界

事
故

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

，
当

該

重
大

事
故

で
発

生
し

た
放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
を

貯
留

し
，

大
気

中
へ

の
放

射
性

物

質
の

放
出

量
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

廃
ガ

ス
貯

留

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
は

第
二

号
に

掲
げ

る
設

備
と

兼
用

す

る
。

ま
た

，
臨

界
事

故
の

発
生

を
想

定
す

る
機

器
に

お
い

て
，

臨
界

事
故

が
発

生
し

た
場

合
，

安
全

圧
縮

空
気

系
及

び
一

般
圧

縮
空

気
系

に
よ

る
水

素
掃

気
に

加
え

，
可

搬
型

建

屋
内

ホ
ー

ス
を

敷
設

し
一

般
圧

縮
空

気
系

か
ら

空
気

を
機

器
等

に
供

給
し

，
水

素
掃

気

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

，
機

器
の

気
相

部
に

お
け

る
水

素
濃

度
を

ド
ラ

イ
換

算
８

ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

し
，

ド
ラ

イ
換

算
４

ｖ
ｏ

ｌ
％

未
満

に
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
影

響
を

緩
和

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

及
び

保
管

す
る

。

(1
1
0
)

本
項

の
適

合
性

の
説

明
の

う
ち

、
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

に
関

す
る

説
明

は
第

二
号

に
記

載
の

通
り

。

【
リ

項
】

臨
界

事
故

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

，
安

全
圧

縮
空

気
系

及
び

一
般

圧
縮

空
気

系
に

よ
る

水
素

掃
気

に
加

え
，

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
を

敷
設

し
一

般
圧

縮
空

気
系

か
ら

空
気

を
機

器
等

に
供

給
し

，
水

素
掃

気
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
，

機
器

の
気

相
部

に
お

け
る

水
素

濃
度

を
ド

ラ
イ

換
算

８
ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

し
，

ド
ラ

イ
換

算
４

ｖ
ｏ

ｌ
％

未
満

に
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

と
し

て
用

い
る

安
全

圧
縮

空
気

系
お

よ
び

一
般

圧
縮

空
気

系
は

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

の
気

相
部

に
お

け
る

水
素

濃
度

を
ド

ラ
イ

換
算

８
ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

空
気

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
臨

界
事

故
時

に
追

加
的

に
空

気
を

供
給

す
る

一
般

圧
縮

空
気

系

は
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
仕

様
が

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

の
気

相
部

に
お

け
る

水
素

濃
度

を
ド

ラ
イ

換
算

４
ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

流
量

に
対

し
十

分
な

容
量

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
3
6
9
,3

7
1
）

本
項

の
適

合
性

の
説

明
の

う
ち

、
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

に
関

す
る

説
明

は
第

二
号

に
記

載
の

通
り

。

【
9
.3

.2
.2

】

臨
界

事
故

の
発

生
を

想
定

す
る

機
器

に
お

い
て

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

場
合

，
安

全
圧

縮
空

気
系

及
び

一
般

圧
縮

空
気

系
に

よ
る

水
素

掃
気

に
加

え
，

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
を

敷
設

し
一

般
圧

縮
空

気
系

か
ら

空
気

を
機

器
等

に
供

給
し

，
水

素
掃

気
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
，

機
器

の
気

相
部

に
お

け
る

水
素

濃
度

を
ド

ラ
イ

換
算

８
ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

し
，

ド
ラ

イ
換

算
４

ｖ
ｏ

ｌ
％

未
満

に
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

と
し

て
用

い
る

安
全

圧
縮

空
気

系
お

よ
び

一
般

圧
縮

空
気

系
は

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

の
気

相
部

に
お

け
る

水
素

濃
度

を
ド

ラ
イ

換
算

８
ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

空
気

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
臨

界
事

故
時

に
追

加
的

に
空

気
を

供
給

す
る

一
般

圧
縮

空
気

系

は
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
仕

様
が

，
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

機
器

の
気

相
部

に
お

け
る

水
素

濃
度

を
ド

ラ
イ

換
算

４
ｖ

ｏ
ｌ

％
未

満
に

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

流
量

に
対

し
，

十
分

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

と
し

て
の

容
量

等
と

同
仕

様
の

設
計

と
す

る
。

（
6
-9

-1
8
9
,1

9
3
）

(ｃ
) 

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の

設
備

セ
ル

内
に

お
い

て
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

の
機

能
を

有
す

る
施

設
の

う
ち

，
臨

界
事

故
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

再処理施設は，「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」に十分適合するように設計する。各規則に対する適合のための設計方

針は，以下のとおりである。 
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1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設備 

（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

第三十四条 セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止す

るための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第一号に規

定する重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故

等対処設備を設けなければならない。 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になっ

た場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出する

ために必要な設備 

三 臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響

を緩和するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備と

は異なる中性子吸収材の貯槽への注入設備、溶液の回収・移送設

備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、
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密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「放射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備を

いう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と

同数とする。 

４ 上記１及び２については、設備の信頼性が十分に高いと判断されな

い場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加する

こと。 

５ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用

することは妨げない。 

６ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、施設の状

態を監視するための設備の整備を含む。 

適合のための設計方針 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機

能を有する施設には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 
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第一号について 

臨界事故が発生した設備を未臨界に移行し，及び未臨界を維持で

きるようにするために必要な重大事故等対処設備を設置する設計と

する。 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対

処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。また，緊急停止系の

操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備とし

て，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路を設ける設計とする。 

第二号について 

臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出できるようにするために必要な重

大事故等対処設備を設置する設計とする。 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処

設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

第三号について 

臨界事故が発生した場合において，放射性物質の放出による影響
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を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設

計とする。 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処

設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。廃ガス貯留設備は

第二号に掲げる設備と兼用する。 

また，臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生

した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等

に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏ

ｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

4. 再処理設備本体

6. 計測制御系統施設

7. 放射性廃棄物の廃棄施設

9. その他再処理設備の附属施設
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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線

量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定めら

れている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量に

ついては，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 
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屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，

蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。 

５） 火災感知設備及び消火設備対する自然現象の考慮

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火

災感知及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地

震時の地盤変位を考慮した設計とする。 

(ｃ) 臨界事故の拡大を防止するための設備 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための

機能を有する施設のうち，臨界事故の発生を想定する機器には，重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処施

設を設ける設計とする。 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための

機能を有する施設のうち，臨界事故の発生を想定する機器には，未

臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生し

た機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状

態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排

出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収

材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。 
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  ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

  (１) せん断処理施設 

  (ⅰ) 構  造 

 せん断処理施設は，使用済燃料集合体を使用済燃料の貯蔵施設の使

用済燃料貯蔵設備から受け入れて，せん断処理設備へ供給する燃料供

給設備２系列及び使用済燃料集合体をせん断処理し，溶解施設の溶解

設備に移送するせん断処理設備２系列で構成し，前処理建屋に収納す

る。 

前処理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上５階，地下４階，建築面積約6,000

ｍ２の建物である。 

 前処理建屋機器配置概要図を第65図から第74図に示す。 

 また，せん断処理施設系統概要図を第９図に示す。 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ａ) 燃料供給設備 

     燃料横転クレ－ン     ２台（１台／系列） 

   (ｂ) せん断処理設備 

     せん断機         ２台（１台／系列） 

  (ⅲ) せん断処理する使用済燃料の種類及びその種類ごとの 大処理能力 

   (ａ) せん断処理する使用済燃料の種類 

     ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕

様を満たすものである。 

   (イ) 濃 縮 度   

     照射前燃料 高濃縮度    ： ５ｗｔ％ 

     使用済燃料集合体平均濃縮度 ： 3.5ｗｔ％以下 
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   (ｂ) 大処理能力 

   (イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処理時 

     4.2 ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列×２系列 

   (ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処理時 

     5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列×２系列 

  (ⅳ) 主要な核的制限値 

   (ａ) 単一ユニット 

     燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃料集合体を１台当た

り一時に１体ずつ取り扱う。 

   (ｂ) 複数ユニット 

     燃料横転クレーン及びせん断機は，１台ずつセルに設置するので

該当なし。 

  (２) 溶解施設 

  (ⅰ) 構  造 

   (ａ) 設計基準対象の施設 

 溶解施設は，溶解設備２系列，清澄・計量設備２系列（一部１系

列）で構成し，前処理建屋に収納する。 

前処理建屋の主要構造は，「(１) せん断処理施設 (ⅰ) 構造」に示

す。 

 溶解設備は，せん断処理施設のせん断処理設備から受け入れた燃

料せん断片を硝酸で溶解する設備である。 

 清澄・計量設備は，溶解液から不溶解残渣を除去した後，溶解液

中のウラン及びプルトニウムの同位体組成を確認し，必要であれば

調整した後，分離施設の分離設備に移送する設備である。 

なお，万一溶解設備の溶解槽で臨界になった場合に対処するため
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に，可溶性中性子吸収材を溶解槽に供給する可溶性中性子吸収材緊

急供給系を設ける。 

 溶解施設系統概要図を第10図に示す。 

   (ｂ) 重大事故等対処設備 

   (イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中性子

吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故

等対処設備を設置する。また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給槽，代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系主配管・弁等で構成する。 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

及び工程計装設備の一部を常設重大事故等対処設備として設置する。 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である

安全圧縮空気系，溶解槽及び電気設備の一部である受電開閉設備等

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要な安全保護回路の種類」

に，工程計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程計装設備の種

類」に，電気設備については「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力
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流により供給する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊

急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線

量率の上昇を検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の弁を開

放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流によ

り可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の

供給が完了できる設計とする。また，弁を多重化すること等により，

臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。

さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中

央制御室において確認できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊

急供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐震性

の確保及び誤操作による漏えいを防止する。 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的事象

（地震等）を要因とした設備の損傷は想定しない。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設計基準事故に対処する

ための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸

収材緊急供給系と異なる設備とすることで，独立性を有する設計と

する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，自然現象，外部人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理等の
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対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時は弁等により隔離

し，重大事故等時は，弁等の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確

実かつ迅速に供給できるよう，溶解槽１基当たり１系列で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊

急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して

可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。また，可溶性中性子

吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨

界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材緊急

供給系に対して，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，自然現象，外部人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理等の

対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，

ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放
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射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再処理施設の運転中又は

停止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計

とする。性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路からの信号による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動

試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する。また，緊急停止系の操作によって速や

かに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持する

ために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構成する。 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路及び工程計装設備の一部を常設重大事故等対処設備として設置す
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る。 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である

一般圧縮空気系，臨界事故の発生を想定する機器（第２表）及び電

気設備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要な安全保護回路の種類」

に，工程計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程計装設備の種

類」に，電気設備については「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性

子吸収材を自動で重力流により供給する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周

辺の線量率の上昇を検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の

弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸

収材の供給が完了できる設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計

とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子
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吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐

震性の確保及び誤操作による漏えいを防止する。 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的事象

（地震等）を要因とした設備の損傷は想定しない。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，外部人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時は弁等により隔

離し，重大事故等時は，弁等の操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が

確実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の発生を想定する機器１

基当たり１系列で構成する。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性

子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するた

めに必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を

有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。また，可溶性

中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウ

ムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，

臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，外部人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対し

て，ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設

計とする。性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁

の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ａ) 設計基準対象の施設  

   (イ) 溶解設備 

     溶解槽（連続式）     ２基（１基／系列） 

      材  料        ステンレス鋼（ふた及びホイ－ル） 

                   ジルコニウム（容器本体） 
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           ウラン－235 高濃縮度     1.6ｗｔ％ 

      プルトニウム－240 小重量比  17ｗｔ％ 

     抽 出 塔   

      シャフト部の環状部の 大液厚み      9.85ｃｍ 

      上部及び下部の環状部の 大液厚み     9.50ｃｍ 

     第１洗浄塔 

       シャフト部の環状部の 大液厚み      9.85ｃｍ 

       上部及び下部の環状部の 大液厚み     9.50ｃｍ 

     ウラン洗浄塔 

      シャフト部 大内径           20.85ｃｍ 

          上部の環状部の 大液厚み                9.40ｃｍ 

          下部の環状部の 大液厚み                8.90ｃｍ 

         プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 大液厚み  11.0ｃｍ 

         プルトニウム溶液受槽 大液厚み            9.75ｃｍ 

   (ロ) 複数ユニット 

      抽出塔と第１洗浄塔とのシャフト部の面間 小距離   263ｃｍ 

   (ｂ) 主要な化学的制限値 

      ｎ－ドデカン引火点        74℃ 

  (４) 精製施設 

  (ⅰ) 構  造 

   (ａ) 設計基準対象の施設 

 精製施設は，ウラン精製設備１系列，プルトニウム精製設備１系

列及び精製建屋一時貯留処理設備１系列で構成し，精製建屋に収納

する。 

 精製建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で地上６階，地下３
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階，建築面積約6,500ｍ２の建物である。 

 精製建屋機器配置概要図を第85図から第97図に示す。 

 ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラ

ニル溶液中の核分裂生成物を除去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及

びウラン・プルトニウム混合脱硝設備に移送する設備である。 

 プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝

酸プルトニウム溶液中の核分裂生成物を除去し，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備に移送する設備である。 

 精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の放射性物質を含む溶液

を一時的に貯留し，処理する設備である。 

 精製施設のウラン精製設備で処理する硝酸ウラニル溶液量は，

約0.6ｍ３／ｈ，プルトニウム精製設備で処理する硝酸プルトニウム

溶液量は，約0.5ｍ３／ｈである。 

 ウラン精製設備系統概要図を第13図に，プルトニウム精製設備系

統概要図を第14図に，精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を第15

図に示す。 

   (ｂ) 重大事故等対処設備 

   (イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する。また，緊急停止系の操作によって速や

かに液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持する

ために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性

－163－ 26

j1970029
長方形



 

子吸収材供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構成する。 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路及び工程計装設備の一部を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である

一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を想定する機

器（第２表）並びに電気設備の一部である受電開閉設備等を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要な安全保護回路の種類」

に，工程計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程計装設備の種

類」に，電気設備については「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性

子吸収材を自動で重力流により供給する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周

辺の線量率の上昇を検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の

弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸

収材の供給が完了できる設計とする。また，弁を多重化すること等
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により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計

とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐

震性の確保及び誤操作による漏えいを防止する。 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的事象

（地震等）を要因とした設備の損傷は想定しない。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，外部人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時は弁等により隔

離し，重大事故等時は，弁等の操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が

確実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の発生を想定する機器１

基当たり１系列で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有

して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。また，可溶性中

性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウム
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の溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，

臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，外部人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対し

て，ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設

計とする。性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁

の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合において，
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ヘ．計測制御系統施設の設備 

  (１) 核計装設備の種類 

安全機能を有する施設の健全性を確保するため，臨界安全管理の観

点から，ガンマ線，中性子等の放射線を測定し，運転監視・制御を行

うとともに，安全を確保するための警報等を発する核計装設備を設置

する。核計装設備で測定するパラメータは，再処理施設の運転時，停

止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制

御できるとともに，想定される範囲内で監視できる設計とする。また，

設計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲及び期間

にわたり監視できる設計とする。核計装設備を以下に示す。 

使用済燃料の受入れ施設の燃料仮置きピットに，使用済燃料集合体

の燃焼度及び平均濃縮度を測定する燃焼度計測装置を設置する。 

分離施設の分配設備のプルトニウム洗浄器の中性子の計数率を測定

し，警報を発する中性子検出器を設置する。また，分配設備のプルト

ニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，警報を発するアルファ

線検出器を設置する。 

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器のアルファ

線の計数率を測定し，警報を発するアルファ線検出器を設置する。 

 

  (２) 主要な安全保護回路の種類 

  (ⅰ) 設計基準対象の施設 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，

これらの異常を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超え

ないようにするための設備及び火災，爆発その他の再処理施設の安全

性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止
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するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる安全保護

回路は，以下の(ａ)～(ｏ)で構成する。これらの安全保護回路の系統概要

図を第20図～第34図に示す。 

(ａ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

(ｂ) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断

処理施設のせん断機のせん断停止回路 

(ｃ) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

(ｄ) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(ｅ) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回 

路 

(ｆ) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(ｇ) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

(ｈ) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回 

路 

(ｉ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度

高による加熱停止回路 

(ｊ) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(ｋ) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(ｌ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（分離建屋） 

(ｍ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（精製建屋） 
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   (ｎ) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラ

ス流下停止回路 

   (ｏ) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン

パの閉止回路 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備 

   (ａ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の

溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置する。また，緊

急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停

止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出

器及び緊急停止系で構成する。 

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」

に，電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出

器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検

知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解
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槽１基当たり３台を設ける設計とする。また，臨界検知用放射線検

出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とする。さらに，高線量に曝

露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。臨界検知

用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理

回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とす

る。臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動

等を考慮して，臨界検知用放射線検出器各３台からの警報の「２ 

out of ３」論理を用いる。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，

臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，

臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス

貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備か

らとし，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を発する

ことがない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が

発生する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出

器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期

における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分

裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。 
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臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に

警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定

する。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり２台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて

入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，

臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。臨界検知用放射線

検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検

知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員によ

る指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計

とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止

操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路

から構成し，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移

送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。また，代替

可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認

が可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，設計基準事故に対処す

るための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，外部人為事
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象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処

理施設のせん断機１機器当たり１系列で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場

合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機

器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断停止回路に対して，重大事故等への対処に必

要な設備を１セット確保する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対し

て，位置的分散を考慮することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計

とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室

において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とす
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る。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 

 

   ［常設重大事故等対処設備］ 

     代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

      緊急停止系（前処理施設用，電路含む）  １式 

 

   (ｂ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。また，緊急停止系の操作によって速やかに固体

状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す

るために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検

出器及び緊急停止系で構成する。 

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」に，

電気設備については「リ．（１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検

出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射
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線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に

検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発

生を想定する機器１基当たり３台を設ける設計とする。また，臨界

検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放

射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。さら

に，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式と

する。臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線

検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定

する設計とする。臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検

出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器各３台からの

警報の「２ out of ３」論理を用いる。臨界検知用放射線検出器の

論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に

警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の

開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備

のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発することができる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備か

らとし，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を発する

ことがない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が

発生する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して
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も臨界事故を確実に検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出

器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期

における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分

裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる

よう設定する。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に

警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定

する。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり２台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて

入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，

臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。臨界検知用放射線

検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検

知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と

する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停

止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路，

精製建屋第５一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁及び

精製建屋第７一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁から

構成し，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物

質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。また，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態
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の確認が可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，外部人為

事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修

理等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事

故の発生を想定する機器当たり１系列で構成する。重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号

を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界

検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，溶

解設備又は精製建屋一時貯留設備の臨界事故の発生を想定する機器

間で共用する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対

して，位置的分散を考慮することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室

で操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御
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室において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計と

する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 

 

   ［常設重大事故等対処設備］ 

     重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

      緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）  １式 

      緊急停止系（精製建屋用，電路含む）   １式 

 

  (ｃ) 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，プルトニウム濃縮

缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。また，当該重大事故で発生し

た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を

低減するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及び緊急

停止系（精製建屋用，電路含む）で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する工程計装設備の一部，電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発
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4.3 溶解施設 

4.3.1 設計基準対象の施設 

4.3.1.1 概要 

  溶解施設は，溶解設備及び清澄・計量設備で構成する。 

  溶解施設で取り扱う使用済燃料は，ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃

料集合体であって，以下の仕様を満たすものである。 

照射前燃料最高濃縮度     ：５wt％ 

  使用済燃料集合体平均濃縮度  ：3.5wt％以下 

  使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間：15年以上 

  使用済燃料集合体最高燃焼度  ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

  なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度は，45,000ＭＷｄ／

ｔ・ＵＰｒ以下とする。 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における設計条件を維持すること

とし，以下の条件とする。 

せん断処理するまでの冷却期間 ：４年以上 
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4.3.2 重大事故等対処施設 

4.3.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

4.3.2.1.1 概要 

 溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収

材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状の

核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。 

臨界検知用放射線検出器により溶解槽の臨界事故の発生を判定した場合，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性

中性子吸収材を自動で重力流により供給する。 

 また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を

停止する。 
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4.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 

 溶解槽の臨界事故の発生を判定した場合，可溶性中性子吸収材を自動

で供給する設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける。 

(１) 系統構成

溶解槽での臨界事故が発生した場合の常設重大事故等対処設備とし

て，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を使用する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給槽，代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給系主配管・弁で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び計装設備の一部である臨界

検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置する。 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベ

イメータを可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧

縮空気系，溶解槽及び電気設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路については「6.2.2.2 系統構

成及び主要設備」に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構成」に示す。 

(２) 主要設備

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定

した場合に，溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流によ

り供給する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急
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供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内

包できる設計とする。代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上

昇を検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の弁を開放すること

により，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性

子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確

実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中

性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確

認できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合に

おける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給

できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪

失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセーフにより弁を開

とする設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急

供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならない

よう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐震性の確保

及び誤操作による漏えいを防止する。 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的事象を

要因とした設備の損傷は想定しない。 
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4.3.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

   基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設計基準事故に対処するた

めの設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊

急供給系と異なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，地震等により機能が損なわ

れる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，必

要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

 (２) 悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時は弁等により隔離し，

重大事故等時は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使

用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (３) 個数及び容量 

   基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実

かつ迅速に供給できるよう，溶解槽１基当たり１系列で構成する。 

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急

供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要と

なる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性

中性子吸収材を内包できる設計とする。また，可溶性中性子吸収材は

硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分
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な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界

検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材緊急供

給系に対して，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。 

 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件等」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，地震等により機能が損なわ

れる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，必

要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，

ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可

能な設計とする。 

 (５) 操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

   代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計

とする。 
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4.3.2.1.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要設備の仕様を第4.3－５表

に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統概要図を第4.3－５図に，

溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第4.3－７～第4.3

－11図に示す。 
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4.3.2.1.5 試験・検査 

   基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再処理施設の運転中又は停

止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とす

る。性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急回路からの信

号による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行う

ことにより定期的に試験及び検査を実施する。 
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4.3.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

4.3.2.2.1 概要 

   臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場合，

臨界事故の発生を想定する機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事

故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状の

核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。 

   臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を想定する機器の臨界

事故の発生を判定した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽から

臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給

する。 

また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を

停止する。 
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4.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

エンドピース酸洗浄槽又はハル洗浄槽の臨界事故の発生を判定した場

合，可溶性中性子吸収材を自動で供給する設備として重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系を設ける。 

(１) 系統構成

エンドピース酸洗浄槽又はハル洗浄槽での臨界事故が発生した場合

の常設重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系を使用する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び計装設備の一部である臨

界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置する。 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベ

イメータを可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧

縮空気系，臨界事故の発生を想定する機器（第4.3－７表）及び電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路については「6.2.3.2 系統

構成及び主要設備」に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主

要設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構成」に示す。 

(２) 主要設備

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を
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判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収

材を自動で重力流により供給する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量

率の上昇を検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の弁を開放す

ることにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶

性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完

了できる設計とする。また，弁を多重化すること等により，臨界事故

時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可

溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室にお

いて確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合

における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供

給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源

の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセーフにより弁

を開とする設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐震性の

確保及び誤操作による漏えいを防止する。 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的事象を

要因とした設備の損傷は想定しない。 
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4.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

   基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

 (２) 悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時は弁等により隔離

し，重大事故等時は，弁等の操作によって安全機能を有する施設とし

て使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (３) 個数及び容量 

   基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確

実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の発生を想定する機器１機器

当たり１系列で構成する。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収

材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要とな

る可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子

吸収材を内包できる設計とする。また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリ

ニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，

約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検

知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 
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 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件等」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，

ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作

可能な設計とする。 

 (５) 操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設

計とする。 

 

4.3.2.2.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要設備の仕様を第4.3－６

表に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統概要図を第4.3－６

図に，溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第4.3－７～

第4.3－11図に示す。 
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4.3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処理施設の運転中又は

停止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計と

する。性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 
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4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備 

4.5.1.4.1 概要 

 精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備

等で取り扱う放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設備であ

る。 

 精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を第4.5－７図に示す。 
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4.5.2 重大事故等対処設備 

4.5.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

4.5.2.1.1 概要 

  臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨

界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生し

た機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。また，緊急停止系の操作によって速やかに液体状の核燃料物質の

移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。 

  臨界検知用放射線検出器により第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処

理槽の発生を判定した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽から臨

界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給す

る。 

  また，緊急停止系の操作によって速やかに液体状の核燃料物質の移送を

停止する。 
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4.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 

 第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処理槽の臨界事故の発生を判定し

た場合に，可溶性中性子吸収材を自動で供給する設備として重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系を設ける。 

 (１) 系統構成 

第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処理槽での臨界事故が発生し

た場合の常設重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系を使用する。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び計装設備の一部である臨

界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置する。 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サー

ベイメータを可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般

圧縮空気系及び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を想定する機器（第4.

5－８表）並びに電気設備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 (２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収

材を自動で重力流により供給する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
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収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量

率の上昇を検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の弁を開放す

ることにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶

性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完

了できる設計とする。また，弁を多重化すること等により，臨界事故

時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可

溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室にお

いて確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合

における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供

給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源

の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセーフにより弁

を開とする設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐震性の

確保及び誤操作による漏えいを防止する。 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的事象を

要因とした設備の損傷は想定しない。 
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4.5.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時は弁等により隔離

し，重大事故等時は，弁等の操作によって安全機能を有する施設とし

て使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確

実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の発生を想定する機器１基当

たり１系列で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可

溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。また，可溶性中性子吸収

材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨

界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 
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(４) 環境条件等

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件等」に示す。

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，

ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可

能な設計とする。 

(５) 操作性の確保

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける

設計とする。 

4.5.2.1.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要設備の仕様を第4.5－６表

に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統概要図を第4.5－８図に，

精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第4.5－10図～第4.5-1

3に示す。 

６－４－171 60



4.5.2.1.5 試験・検査 

  基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処理施設の運転中又は停

止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号

による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこと

により定期的に試験及び検査を実施する。 
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   (ｎ) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラ

ス流下停止回路 

   (ｏ) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン

パの閉止回路 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備 

   (ａ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の

溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置する。また，緊

急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停

止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出

器及び緊急停止系で構成する。 

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」

に，電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出

器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検

知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解
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槽１基当たり３台を設ける設計とする。また，臨界検知用放射線検

出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とする。さらに，高線量に曝

露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。臨界検知

用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理

回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とす

る。臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動

等を考慮して，臨界検知用放射線検出器各３台からの警報の「２ 

out of ３」論理を用いる。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，

臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，

臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス

貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備か

らとし，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を発する

ことがない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が

発生する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出

器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期

における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分

裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。 
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臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に

警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定

する。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり２台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて

入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，

臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。臨界検知用放射線

検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検

知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員によ

る指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計

とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止

操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路

から構成し，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移

送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。また，代替

可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認

が可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，設計基準事故に対処す

るための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，外部人為事
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象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処

理施設のせん断機１機器当たり１系列で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場

合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機

器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断停止回路に対して，重大事故等への対処に必

要な設備を１セット確保する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対し

て，位置的分散を考慮することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計

とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室

において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とす
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る。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 

 

   ［常設重大事故等対処設備］ 

     代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

      緊急停止系（前処理施設用，電路含む）  １式 

 

   (ｂ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。また，緊急停止系の操作によって速やかに固体

状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す

るために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検

出器及び緊急停止系で構成する。 

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」に，

電気設備については「リ．（１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検

出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射
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線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に

検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発

生を想定する機器１基当たり３台を設ける設計とする。また，臨界

検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放

射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。さら

に，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式と

する。臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線

検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定

する設計とする。臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検

出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器各３台からの

警報の「２ out of ３」論理を用いる。臨界検知用放射線検出器の

論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に

警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の

開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備

のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発することができる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備か

らとし，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を発する

ことがない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が

発生する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して
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も臨界事故を確実に検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出

器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期

における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分

裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる

よう設定する。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に

警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定

する。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり２台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて

入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，

臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。臨界検知用放射線

検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検

知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と

する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停

止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路，

精製建屋第５一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁及び

精製建屋第７一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁から

構成し，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物

質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。また，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態
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の確認が可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，外部人為

事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修

理等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事

故の発生を想定する機器当たり１系列で構成する。重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号

を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界

検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，溶

解設備又は精製建屋一時貯留設備の臨界事故の発生を想定する機器

間で共用する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対

して，位置的分散を考慮することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室

で操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御
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室において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計と

する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 

 

   ［常設重大事故等対処設備］ 

     重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

      緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）  １式 

      緊急停止系（精製建屋用，電路含む）   １式 

 

  (ｃ) 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，プルトニウム濃縮

缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。また，当該重大事故で発生し

た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を

低減するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及び緊急

停止系（精製建屋用，電路含む）で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する工程計装設備の一部，電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発
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6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

6.2.2.1 概  要 

  溶解設備の溶解槽において，臨界事故が発生した場合，溶解設備の溶解

槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解設備の溶解槽を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備を設置する。また，緊急停止系の操作に

よって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持

するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

  臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を判定した場合において，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路により自動で代替可溶性中性子吸収

材緊急供給槽から溶解設備の溶解槽に可溶性中性子吸収材を重力流により

供給する。また，中央制御室における緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止するために必要な重大事故等対処設備を

設置する。 
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6.2.2.2 系統構成及び主要設備 

溶解設備の溶解槽にて臨界事故が発生した場合に可溶性中性子吸収材

の供給及び使用済燃料のせん断処理を停止するための設備として代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路を設ける。 

 (１) 系統構成 

溶解設備の溶解槽の臨界事故の発生を判定した場合，可溶性中性子吸

収材を自動で供給する設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路を使用する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器

及び緊急停止系で構成する。また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。 

計装設備の一部である臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉

設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に，電気設備

については「9.2.2.4 系統構成」に示す。 

 (２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，

臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測す

ることで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設

計とする。臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり

３台を設ける設計とする。また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられてい

るガンマ線用検出器とする。さらに，高線量に曝露された場合でも窒
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息現象が生じにくい測定方式とする。臨界検知用放射線検出器からの

警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路に

より臨界事故の発生を判定する設計とする。臨界事故の発生の判定に

は，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射

線検出器各３台からの警報の「２ out of ３」論理を用いる。臨界検

知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合

に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備

の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス

貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からと

し，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を発することが

ない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生

した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機

器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を

確実に検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器の測定範囲に

ついては，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率

が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又

は下振れを生じた場合においても測定できるよう設定する。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の

臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発

するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮する

とともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。臨界検
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知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり２台設ける多重化構成

とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて入力される。その

ため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，臨界事故の検知機

能を喪失しないよう設計する。臨界検知用放射線検出器は，複数の検

出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御

室に故障警報を発すること又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操

作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路から構

成し，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止

することで，未臨界を維持できる設計とする。また，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計

とする。 
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6.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，設計基準事故に対処するた

めの設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と

共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶

性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とするこ

とで，独立性を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，地震等により機能が損なわ

れる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，必要

に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

 (２) 悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 (３) 個数及び容量 

   基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理

施設のせん断機１機器当たり１系列で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合

に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して

起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器であ

る臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計と

する。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，可溶性中性子吸収材緊急

供給回路及びせん断停止回路に対して，重大事故等への対処に必要な

設備を１セット確保する。 

 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件等」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，

位置的分散を考慮することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作

可能な設計とする。 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室に

おいて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とする。 
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6.2.2.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主要設備の仕様を第6.2.2－１

表に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の系統概要図を第6.2.2－１

図に示す。 
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6.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，再処理施設の運転中又は停

止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 
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6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

6.2.3.1 概  要 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場合，

臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生

した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置する。

また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質

の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設

備を設置する。 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を判定した場合におい

て，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により自動で重大事故時可溶

性中性子吸収材供給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材

を重力流により供給する。また，中央制御室における緊急停止系の操作に

よって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止するために必

要な重大事故等対処設備を設置する。 
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6.2.3.2 系統構成及び主要設備 

臨界事故が発生した場合に可溶性中性子吸収材の供給及び使用済燃料

のせん断処理を停止する又は液体状の核燃料物質の移送を停止するための

設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける。 

 (１) 系統構成 

臨界事故の発生を判定した場合，可溶性中性子吸収材を自動で供給する

設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を使用する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出

器及び緊急停止系で構成する。また，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。 

計装設備の一部である臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉

設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に，電気設備

については「9.2.2.4 系統構成」に示す。 

 (２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器

は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計

測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき

る設計とする。臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発生を想定す

る機器１基当たり３台を設ける設計とする。また，臨界検知用放射線

検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とする。さらに，高線量に曝露

された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。臨界検知用放
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射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入

力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。臨界事

故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，

臨界検知用放射線検出器各３台からの警報の「２ out of ３」論理を

用いる。臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生した

と判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促

すとともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，

廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起

動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガ

ス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発する

ことができる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からと

し，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を発することが

ない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生

した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機

器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を

確実に検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器の測定範囲に

ついては，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率

が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又

は下振れを生じた場合においても測定できるよう設定する。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の

臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発
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するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮する

とともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。臨界検

知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり２台設ける多重化構成

とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて入力される。その

ため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，臨界事故の検知機

能を喪失しないよう設計する。臨界検知用放射線検出器は，複数の検

出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御

室に故障警報を発すること又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止

操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路，精

製建屋第５一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁及び精製

建屋第７一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁から構成し，

臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を

停止することで，未臨界を維持できる設計とする。また，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。 
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6.2.3.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，地震等により機能が損

なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故

の発生を想定する機器１機器当たり１系列で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場

合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器

である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設

計とする。 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解設備又は精製建屋一時貯

留設備の臨界事故の発生を想定する機器間で共用する。 

 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件等」に示す。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，地震等により機能が損

なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を整備する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対し

て，位置的分散を考慮することにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室

において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とする。 
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6.2.3.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の主要設備の仕様を第6.2.3－

１表に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の系統概要図を第6.2.3

－１図第6.2.3－２図に示す。 
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6.2.3.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，再処理施設の運転中又は

停止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 
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は，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大

事故等が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 

 

   (ロ) 廃ガス貯留設備 

臨界事故の発生を想定する機器において臨界事故が発生した場合

及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を想定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故

で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，

前処理建屋又は精製建屋の臨界事故の発生を想定する機器間におい

て兼用する。また，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，

臨界事故の発生を想定する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を想定する機器間で兼用する。 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，

配管・弁等で構成する。 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び重大事故時供給停止回

路並びに工程計装設備の一部を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処

理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁
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及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主

配管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔

離弁，主配管・弁及び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配管，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

の一部である主配管，精製建屋換気設備の一部であるセル排気フィ

ルタユニット，グローブボックス・セル排風機及びダクト，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，主排

気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気

系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の

一部である第１低レベル廃液処理系，工程計装設備の一部，電気設

備の一部である受電開閉設備等，放射線監視設備の一部，試料分析

関係設備並びに環境管理設備を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要な安全保護回路の種類」に，

工程計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程計装設備の種類」に，

電気設備については「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に，放射線監視設備，

試料分析関係設備及び環境管理設備については，「チ．(２) 屋外管

理用の主要な設備の種類」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに
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廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する。同時に，前処理建

屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する。精製建屋においては精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止するととも

に排風機を自動停止する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，

重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるより

も早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の経路を遮断す

ることで導出することとし，具体的には約１分以内で導出できるよ

う設計する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽が所定の圧力に達した場合，中央

制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆

止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない

設計とする。その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔

離弁を閉止し，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止する。これらの
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操作により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

主排気筒を介して大気中へ放出する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起

点として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を

導出できる容量を有する設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの経路に復旧する

操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達し

たことを起点として約３分以内に実施できる設計とする。引き続い

て実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止は，せん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）からの経路に復旧する操作の完了を起点

として約５分以内に実施できる設計とする。 

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備廃ガス処理系（プルトニウム系）と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁によ

り隔離することで，独立性を有する設計とする。廃ガス貯留設備の

系統は，精製建屋換気設備と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性を有する設計と

する。 

廃ガス貯留設備は，自然現象，外部人為事象，溢水，化学薬品漏

えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理等の対応，使用済み燃

料の再処理の停止等により重大事故等に対処するための機能を損な
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わない設計とする。 

廃ガス貯留設備は，通常時は弁等により隔離し，重大事故等時は，

弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。廃ガス貯留設備の系統は，

精製建屋換気設備とは独立した系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体

の急激な反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯

体の急激な反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するた

めに必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である空気

圧縮機及び弁の単一故障を考慮した設計とする。 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，ステンレス鋼等，

腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処において

迅速な操作を必要とする廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並

びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処
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理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁

は，想定する時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能

な設計とする。制御盤の操作器具は実施組織要員の操作性を考慮し

た設計とする。 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。性能確認に

おいては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に

よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うこ

とにより定期的に試験及び検査を実施する。 

 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ａ) 設計基準対象の施設  

   (イ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

     高性能粒子フィルタ  ６基（１基×２段／系列×３系列） 

      粒子除去効率    99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

     加 熱 器        ３基（１基／系列×３系列） 

     よう素フィルタ    12基（２基×２段／系列×３系列） 

      よう素除去効率   99.6％以上 

     凝 縮 器        ２基（１基／系列×２系列） 

     ＮＯｘ吸収塔     ２基（１基／系列×２系列） 

     よう素追出し塔    ２基（１基／系列×２系列） 

     ミストフィルタ    ６基（２基／系列×３系列） 

     排 風 機        ３台（１台／系列×３系列） 

      排 風 量       約520ｍ３／ｈ［normal］（１台当た
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ット，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給ユニッ

トは，再処理施設の運転中又は停止中に独立して機能・性能，外観

の確認，漏えいの有無の確認及び分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースと常設設備との接続

口は，外観の確認が可能な設計とする。 

 

   ２） 臨界事故時水素掃気系 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可

搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給

し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃

度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未

満に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，機

器圧縮空気供給配管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を常設重大事故等対処

設備として設置する。 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である

一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を想定する機

器に接続する溶解設備の一部である配管，精製建屋一時貯留設備の

一部である配管及び工程計装設備の一部である配管，臨界事故の発

生を想定する機器（第２表）並びに電気設備の一部である受電開閉
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設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

安全保護回路は「ヘ．（２） 主要な安全保護回路の種類」に，工

程計装設備については「ヘ．（３） 主要な工程計装設備の種類」に，

電気設備については「リ．（１）（ⅰ） 電気設備」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホ

ースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し水素掃気

を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換

算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行する。 

臨界事故時水素掃気系は，自然現象，外部人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理等の対応，使用

済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた前処理建屋及び精製建屋内の常設重大

事故等対処設備である，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と異なる場所に保管す

る設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周

破断に対して臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，常設

重大事故等対処設備である臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁と同時にその機能が損なわれるおそれがないようにする

ため，可能な限り位置的分散を図る。 
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臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，転倒しないこと

を確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，基準地

震動による地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の影響を受け

ない場所に，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と

同時にその機能が損なわれるおそれがないように，臨界事故時水素

掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される建屋から100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアにも保管することで位置的分

散を図る。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと機器圧縮空気供給

配管の接続口は，臨界事故環境下における共通要因である放射線の

影響を考慮した場合でも接続できなくなることを防止するため，臨

界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の上，

それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若

しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系および一般圧

縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度を

ドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給でき

る設計とする。また，臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧

縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した

機器の気相部における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持

するために必要な流量に対し十分な容量を確保できる設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルー
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トで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，

建屋内に保管するホースについては１本以上の予備を含めた個数を

必要数として確保する。 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，ステンレス

鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水，

被液防護する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所を選定する。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定す

る。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に
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統一することにより，現場での接続が可能な設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，通常時に使用する系統から速やかに切

り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設け，現場で操作

可能とする設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができるよう，ホースは口径並びに内

部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続とする設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，員数確認等が可能な設計とする。 

 

   (ｂ) 主要な設備 

   (イ) 設計基準対象の施設 

     安全圧縮空気系空気圧縮機      １式 

 

   (ロ) 重大事故等対処設備 

   １） 代替安全圧縮空気系 

ⅰ） 水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

水素掃気配管・弁 

       数  量   49 系列 

（設計基準対象の施設と一部兼用（第４表(２)）） 

機器圧縮空気供給配管・弁                   

       数  量   49 系列 

       （設計基準対象の施設と一部兼用（第４表(２)）） 

圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給貯槽 
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7.2.2.2 廃ガス貯留設備 

7.2.2.2.1 概  要 

  臨界事故の発生を想定する機器において臨界事故が発生した場合及びＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を想定する機器においてＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物

質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減する。 

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給

停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留

設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動

で起動する。同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理

設備の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止し，精製建屋

においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止するとと

もに排風機を自動停止する。 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセル

へ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出する。 

精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，臨界事故の発生を想定す
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る機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を想定する機器間で兼

用する。 

 

7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出量を低減するための設備として，臨界事故

及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性物質の放出量

を低減するため，廃ガス貯留設備を設ける。 

 (１) 系統構成 

 臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合の重大事故等対処設備として，廃ガス貯留設備を使用する。 

 廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，配

管・弁等で構成する。 

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路及び計装設備の一部である廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス

貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設

備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁及び主配

管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配管，精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部

である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁及び主配管・弁，

廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備の一部である主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の一部である主配管，精製建屋換気

設備の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボックス・セル
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排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部

であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及

び安全圧縮空気系，冷却水設備の一部である一般冷却水系，低レベル廃

液処理設備の一部である第１低レベル廃液処理系，計装設備の一部であ

る溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔入口圧力計，プルトニウム濃縮缶供給槽液

位計，供給槽ゲデオン流量計，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム

濃縮缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶液相部温度計及びプルトニウム

濃縮缶加熱蒸気温度計，電気設備の一部である受電開閉設備等，試料分

析関係設備，放射線監視設備の一部並びに環境管理設備を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路については「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」に，計

装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に，電気設備につ

いては「9.2.2.4 系統構成」に，試料分析関係設備については「8.1.4.

2 試料分析関係設備」に，放射線監視設備については「8.1.4.3 放射

線監視設備」に，環境管理設備については「8.1.4.4 環境管理設備」に

示す。 

 

 (２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時

供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した

場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，

廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する設計とする。 
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同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流

路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止する設計とする。精

製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動

閉止するとともに排風機を自動停止する設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重

大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解

廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の経路を遮断することで導出することとし，

具体的には約１分以内で導出できるよう設計する。廃ガス貯留設備での

貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出される

ことがないよう，圧力を制御する設計とする。 

 また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場

合，中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設ける

ことで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とする。 

 その後，中央制御室からの操作で貯留設備の廃ガス貯留設備の隔離弁

を閉止し，空気圧縮機を停止する。これらの操作により，排気をせん断
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処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点と

して１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容

量を有する設計とする。その際，臨界事故によって発生する放射線分解

による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相

部の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの経路に復旧する操作は，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点

として約３分以内に実施できる設計とする。引き続いて実施する廃ガス

貯留設備の空気圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

からの経路に復旧する操作の完了を起点として約５分以内に実施できる

設計とする。 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機から発生したドレン水については，低レ

ベル廃液処理設備に移送し，適切に処理できる設計とする。 

想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び

空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔

離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。廃ガス貯留設備の隔

離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しな

い場合であっても，経路が維持される設計とする。  
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7.2.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備廃ガス処理系（プルトニウム系）と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離するこ

とで，独立性を有する設計とする。廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋

換気設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，系統構成として独立性を有する設計とする。 

廃ガス貯留設備は，地震等により機能が損なわれる場合，修理等の対

応により機能を維持する設計とする。また，必要に応じて使用済燃料の

再処理を停止する等の手順を整備する。 

(２) 悪影響防止

基本方針については，「1.7.18 重大事故等対処施設に関する設計」

の「(１) 多様性，位置的分散，悪影響防止等」の「ｂ．悪影響防止」に

示す。 

廃ガス貯留設備は，通常時は弁等により隔離し，重大事故等時は，弁

等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設

備とは独立した系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(３) 個数及び容量
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   基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

   臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，廃ガス貯

留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に接続される臨界事故

の発生を想定する機器間で兼用することとし，臨界事故により発生する放

射性物質を貯留できるよう前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する。

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生しないことから，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性物質を貯留する場

合に，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）に接続される臨界事故時に使用する廃ガス貯留設備の一部を兼用する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急

激な反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激

な反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器である空気圧縮機及び弁の単

一故障を考慮した設計とする。 

 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件等」に示す。 

廃ガス貯留設備は，地震等により機能が損なわれる場合，修理等の対

応により機能を維持する設計とする。また，必要に応じて使用済燃料の

再処理を停止する等の手順を整備する。 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，ステンレス鋼等，腐食

し難い材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても

操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 
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 (５) 操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18(４) 操作性及び試験・検査性」に示す。 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処において迅速

な操作を必要とする廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん

断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，想定する時間

内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とする。制御盤

の操作器具は実施組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

６－７－95 105



7.2.2.2.4 主要設備の仕様 

廃ガス貯留設備の主要設備の仕様を第 7.2－32 表に，廃ガス貯留設備の

系統概要図を第 7.2－41 図～第 7.2－42 図に，廃ガス貯留設備の機器配置

概要図を第 7.2－43 図に示す。 

 

7.2.2.2.5 試験・検査 

  基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，員数確

認，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。性能確認においては，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路又は重大事故時供給停止回路からの信号による廃ガス貯留設備の隔離

弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を

実施する。 
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9.3.2.2 臨界事故時水素掃気系 

9.3.2.2.1 概  要 

  臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場合，安

全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホ

ースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施

することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％

未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 
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9.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

  臨界事故により発生する放射線分解水素を掃気する設備として，臨界事

故時水素掃気系を設ける。 

 (１) 系統構成 

   臨界事故により放射線分解水素が発生した場合の重大事故等対処設備

として，臨界事故時水素掃気系を使用する。 

   臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，機器圧

縮空気供給配管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。 

   代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路を常設重大事故等対処設備として設置する。 

   計装設備の一部である可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一

般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を想定する機器に

接続する溶解設備の一部である配管，精製建屋一時貯留設備の一部で

ある配管及び計装設備の一部である配管，臨界事故の発生を想定する

機器（第4.3－７表及び第4.5－８表）並びに電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路については「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」及び「6.

2.3.2 系統構成及び主要設備」に，計装設備については「6.2.1.4 系

統構成及び主要設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構成」に

示す。 

 

 (２) 主要設備 
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   臨界事故により発生した放射線分解水素を，一般圧縮空気系及び安全

圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一

般圧縮空気系から空気を機器等に供給し水素掃気を実施することによ

り，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維

持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行する。 
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9.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

   基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系は，地震等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保，修理等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を

整備する。 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた前処理建屋及び精製建屋内の常設重大事故

等対処設備である，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・

弁と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，臨界事故時水素

掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と異なる場所に保管する設計とす

る。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周破

断に対して臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，臨界事故

時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，転倒しないことを

確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，基準地震動

による地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場

所に，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，臨界事故時水素掃気系の機

器圧縮空気供給配管・弁が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を
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確保した外部保管エリアにも保管することで位置的分散を図る。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気

系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，臨界事故環境下における共通

要因である放射線の影響を考慮した場合でも接続できなくなることを

防止するため，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による

遮蔽を考慮の上，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計と

する。 

 (２) 悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若し

くは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 (３) 個数及び容量 

   基本方針については，「1.7.18(２)個数及び容量」に示す。 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系および一般圧縮

空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドラ

イ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計

とする。また，臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系

は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相

部における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な流量に対し，十分であることから，安全機能を有する施設として

の容量等と同仕様の設計とする。 
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ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルート

で対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建

屋内に保管するホースについては１本以上の予備を含めた個数を必要

数として確保する。 

 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３)環境条件等」に示す。 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系は，地震等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保，修理等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等の手順を

整備する。 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，ステンレス鋼

等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。 

臨界事故時水素掃気系は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所を選定する。 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

   臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。 

   臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水，被液防
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護する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，内部発生飛散物の影響を受けない前処理建屋及び精製

建屋内に保管することにより，機能を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

   臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定する。 

 (５) 操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

   臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタに統一する

ことにより，現場での接続が可能な設計とする。 

   臨界事故時水素掃気系は，通常時に使用する系統から速やかに切り替

えることができるよう，系統に必要な弁等を設け，現場で操作可能と

する設計とする。 

   臨界事故時水素掃気系は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系

統が相互に使用することができるよう，ホースは口径並びに内部流体

の圧力及び温度に応じたコネクタとする設計とする。 
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9.3.2.2.4 主要設備の仕様 

臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様を第9.3－４表に，臨界事故時

水素掃気系の系統概要図を第9.3－15図に，臨界事故時水素掃気系の機器

配置概要図を第9.3－16図に，臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び

接続口一覧を第9.3－17図に示す。 

 

9.3.2.2.5 試験・検査 

  基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

臨界事故時水素掃気系は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

員数確認等が可能な設計とする。 
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添
六
1
.9
（
6
-1
-1
0
2
4
～
1
0
2
7
）

本
文
ロ

本
文

添
六

1
9
回

補
正

第
一
号
に
つ
い
て

蒸
発
乾
固
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
設
計
と

す
る
。

そ
の
他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設
の
冷
却
水
設
備
の
安

全
冷
却
水
系
（
再
処
理
設
備
本
体
用
）
の
内
部
ル
ー
プ

に
通
水
す
る
こ
と
で
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発

乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶

液
を
冷
却
す
る
た
め
の
水
供
給
に
必
要
な
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
し
て
，
代
替
安
全
冷
却
水
系
を
設
け
る
設

計
と
す
る
。

セ
ル
内
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ

た
物
で
あ
っ
て
液
体
状
の
も
の
又
は
液
体
状
の

放
射
性
廃
棄
物
を
冷
却
す
る
機
能
を
有
す
る
施

設
に
は
，
蒸
発
乾
固
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す

る
と
と
も
に
，

(1
1
1
)

【
ト
項
】

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
安
全
冷
却
水
系
の
内
部
ル
ー
プ
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い

て
接
続
し
た
上
で
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
水
供
給
設
備
の
第
１
貯
水
槽
の
水
を
内
部
ル
ー
プ
へ
通
水
し
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ

る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶
液
が
沸
騰
に
至
る
前
に
冷
却
で
き
，
未
沸
騰
状
態
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
3
8
5
,3
8
6
）

【
9
.5
】

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
安
全
冷
却
水
系
の
内
部
ル
ー
プ
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，
可
搬
型
中
型
移
送

ポ
ン
プ
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
水
供
給
設
備
の
第
１
貯
水
槽
の
水
を
内
部
ル
ー
プ
へ
通
水
し
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶
液
が
沸
騰
に
至

る
前
に
冷
却
で
き
，
未
沸
騰
状
態
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-9
-3
4
2
）

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

1
9
回

補
正

第
二
号
に
つ
い
て

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
放
射
性
物
質

の
発
生
を
抑
制
し
，
及
び
蒸
発
乾
固
の
進
行
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び

保
管
す
る
設
計
と
す
る
。

「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想

定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶
液
が
沸
騰
に
至
っ
た

場
合
に
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発

生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
注
水
す
る
こ
と
及
び
そ
の

他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設
の
冷
却
水
設
備
の
安
全
冷

却
水
系
（
再
処
理
設
備
本
体
用
）
の
冷
却
コ
イ
ル
又
は

冷
却
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
へ
通
水
す
る
こ
と
で
蒸
発
乾
固
の
進

行
を
防
止
す
る
た
め
の
水
供
給
に
必
要
な
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
し
て
，
代
替
安
全
冷
却
水
系
を
設
け
る
設

計
と
す
る
。

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
放
射

性
物
質
の
発
生
を
抑
制
し
，
及
び
蒸
発
乾
固
の

進
行
を
防
止
し
，

(1
1
1
)

【
ト
項
】

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
機
器
注
水
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，

可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
へ
注
水
で
き
，
放
射
性
物
質
の
発
生

を
抑
制
し
，
及
び
蒸
発
乾
固
の
進
行
を
防
止
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
冷
却
コ
イ
ル
配
管
・
弁
又
は
冷
却
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内

ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機

器
の
冷
却
コ
イ
ル
又
は
冷
却
ジ
ャ
ッ
ト
へ
通
水
し
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶
液
の
温
度
を
低
下

さ
せ
，
未
沸
騰
状
態
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
3
8
6
）

【
9
.5
】

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
機
器
注
水
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を
運
転
す
る

こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
へ
注
水
で
き
，
放
射
性
物
質
の
発
生
を
抑
制
し
，
及
び
蒸
発
乾
固
の
進
行
を
防
止
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
冷
却
コ
イ
ル
配
管
・
弁
又
は
冷
却
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，
可

搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
冷
却
コ
イ
ル
又
は
冷
却
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
へ
通
水
し
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ

る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶
液
の
温
度
を
低
下
さ
せ
，
未
沸
騰
状
態
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-9
-3
4
2
,3
4
3
）

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

1
9
回

補
正

第
三
号
に
つ
い
て

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の

配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
換

気
系
統
の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル

内
に
設
置
さ
れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出

す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及

び
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。

「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想

定
す
る
対
象
機
器
に
内
包
す
る
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
気

相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
こ
れ
ら
の
機
器
に

接
続
す
る
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
隔
離
弁
を
閉
止

し
，
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
流
路
を
遮
断
す
る
こ

と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発

生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
か
ら
の
蒸
気
を
凝
縮
し
，
排

気
を
セ
ル
に
導
出
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対

処
設
備
と
し
て
代
替
安
全
冷
却
水
系
及
び
代
替
換
気
設

備
の
セ
ル
導
出
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気

系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
及
び
換
気
系
統
の
配
管
内
が
加
圧
状
態

に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管

の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
で
き
る
よ
う
に

し
，

(1
1
1
)

【
リ
項
】

セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
，
水
素

掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射
性
物
質
及
び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に

移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
こ
れ
ら
の
機
器
に
接
続
す
る
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
隔
離
弁
を
閉
止
し
，
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
流
路
を
遮
断
す
る
こ
と

で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
及
び
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る

対
象
機
器
の
排
気
を
セ
ル
に
導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
セ
ル
に
導
出
す
る
前
に
排
気
経
路
上
の
凝
縮
器
に
よ
り
凝
縮
し
，
発
生
す
る
凝
縮
水
は
，
回
収
先
の

漏
え
い
液
受
皿
等
に
貯
留
で
き
る
設
計
と
す
る
。

ま
た
，
セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物

質
，
水
素
掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射
性
物
質
及
び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の

気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
凝
縮
器
下
流
側
に
設
置
し
た
セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
除
去
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
の
凝
縮
器
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
凝
縮
す
る
た
め
，
代
替
安
全
冷
却
水
系
の
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
通
水
に
よ
っ

て
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
凝
縮
さ
せ
る
の
に
必
要
な
伝
熱
面
積
を
有
す
る
設
計
と
す
る
。

（
2
3
9
,2
4
0
）

【
ト
項
】

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
冷
却
水
配
管
・
弁
（
凝
縮
器
）
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し

た
上
で
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
代
替
換
気
設
備
の
セ
ル
導
出
設
備
の
凝
縮
器
へ
通
水
し
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
凝

縮
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
3
8
6
）

【
7
.2
】

セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
，
水
素
掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射
性
物
質
及

び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
こ
れ
ら
の
機
器
に
接
続
す
る
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理

設
備
の
隔
離
弁
を
閉
止
し
，
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
流
路
を
遮
断
す
る
こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
及
び
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る

水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
排
気
を
セ
ル
に
導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
は
，
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
が
，
セ
ル
導
出
設
備
の
塔
槽
類
廃
ガ

ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
経
由
し
て
導
出
先
セ
ル
に
導
出
さ
れ
な
い
場
合
，
水
封
安
全
器
を
経
由
し
て
，
気
相
中
に
移
行
し
た
放
射
性
物
質
を
水
封
安
全
器
を
設
置
す
る
セ
ル
に

導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
セ
ル
に
導
出
す
る
前
に
排
気
経
路
上
の
凝
縮
器
に
よ
り
凝
縮
し
，
発
生
す
る
凝
縮
水
は
，
回
収
先
の
漏
え
い
液
受
皿
等
に
貯
留
で
き
る
設
計

と
す
る
。

ま
た
，
セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
，
水
素
掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射
性

物
質
及
び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
凝
縮
器
下
流
側
に
設
置
し
た
セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
除
去
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
の
凝
縮
器
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
凝
縮
す
る
た
め
，
代
替
安
全
冷
却
水
系
の
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
に
よ
る
通
水
に
よ
っ
て
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸

気
を
凝
縮
さ
せ
る
の
に
必
要
な
伝
熱
面
積
を
有
す
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-7
-7
5
,7
6
）

【
9
.5
】

代
替
安
全
冷
却
水
系
は
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
と
冷
却
水
配
管
・
弁
（
凝
縮
器
）
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，
可
搬
型
中
型
移
送
ポ
ン
プ
を

運
転
す
る
こ
と
で
，
代
替
換
気
設
備
の
セ
ル
導
出
設
備
の
凝
縮
器
へ
通
水
し
，
溶
液
の
沸
騰
に
伴
い
発
生
す
る
蒸
気
を
凝
縮
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-9
-3
4
3
）

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

1
9
回

補
正

第
四
号
に
つ
い
て

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の

放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事

故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。

「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想

定
す
る
対
象
機
器
か
ら
セ
ル
に
導
出
さ
れ
た
放
射
性
エ

ア
ロ
ゾ
ル
を
除
去
し
，
主
排
気
筒
を
介
し
て
大
気
中
に

管
理
し
な
が
ら
放
出
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
し
て
代
替
換
気
設
備
の
代
替
セ
ル
排
気
系

を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置

及
び
保
管
す
る
。

(1
1
1
)

【
リ
項
】

代
替
セ
ル
排
気
系
は
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
敷
設
し
，
主
排
気
筒
へ
つ
な
が
る
よ
う
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト

及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
接
続
し
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
建
屋
換
気
設
備

を
接
続
し
た
後
，
可
搬
型
排
風
機
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
セ
ル
に
導
出
さ
れ
た
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
を
除
去
し
，
主
排
気
筒
を
介
し
て
大
気
中
に
管
理
し
な
が
ら

放
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
2
4
0
）

【
7
.2
】

代
替
セ
ル
排
気
系
は
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
敷
設
し
，
主
排
気
筒
へ
つ
な
が
る
よ
う
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
接
続
し
，
可

搬
型
ダ
ク
ト
及
び
建
屋
換
気
設
備
を
接
続
し
た
後
，
可
搬
型
排
風
機
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
セ
ル
に
導
出
さ
れ
た
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
を
除
去
し
，
主
排
気
筒
を
介
し
て
大
気
中
に
管
理
し
な
が
ら
放
出

で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
セ
ル
排
気
系
の
可
搬
型
排
風
機
は
，
代
替
電
源
設
備
の
可
搬
型
発
電
機
の
給
電
に
よ
り
駆
動
し
，
可
搬
型
発
電
機
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設

計
と
す
る
。

（
6
-7
-7
6
,7
7
）

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

再処理施設は，「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」に十分適合するように設計する。各規則に対する適合のための設計方

針は，以下のとおりである。 
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1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 

第三十五条 セル内において使用済燃料から分離された物であって液

体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設

には、再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は

拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設け

なければならない。 

一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備 

二 蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、

及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備 

三  蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために

必要な設備 

四  蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「蒸発乾固の発生を未然に防止するため

に必要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備とは異な

る冷却設備や回収・移送設備、冷却管を用いた直接注水設備等をい

う。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発
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乾固の進行を緩和するために必要な設備」とは、ルテニウムの気相

への大量移行を抑制するためのショ糖等の注入設備、希釈材の注入

設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「蒸発乾固が発生した設備に接続する換

気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、

密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合

にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必

要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号「放射性物質の放出による影響を緩和するために必

要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同

数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断

されない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加

すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共

用することは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、

施設の状態を監視するための設備の整備を含む。 
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適合のための設計方針 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液

体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，再処理規則第一条の

三第二号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

第一号について 

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する設計とする。 

その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本

体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するための水供給に必要な重

大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。

第二号について 

蒸発乾固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発

乾固の進行を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する

設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する

溶液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設備

の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通

水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事故等対

処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。

６－１－1026
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第三号について 

蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するため

に必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する

溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続する

塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮

断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機

器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出するために必要な重大事故等対処

設備として代替安全冷却水系及び代替換気設備のセル導出設備を設ける設計

とする。

第四号について 

蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器からセルに

導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しな

がら放出するために必要な重大事故等対処設備として代替換気設備の代替セ

ル排気系を設ける設計とする。

添付書類六の下記項目参照 

1. 安全設計

9. その他再処理設備の附属施設

６－１－1027

本文ロ  111
本文ト  240
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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線

量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定めら

れている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量に

ついては，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 
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(ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状の

もの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のう

ち，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を想定する機器には，

重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大

事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のも

の又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸

発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合

において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

し，蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるよ

うにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安

全冷却水系及び代替換気設備で構成する。 

 

(ｅ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設のうち，水素爆

発の発生を想定する機器には，重大事故の発生又は拡大を防止する

ために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には，水素爆発
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ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

(１) 気体廃棄物の廃棄施設

  (ⅰ) 構  造 

(ａ) 設計基準対象の施設 

 気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断処理設備及び溶

解施設の溶解設備から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処

理・溶解廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する塔槽類から

発生する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，高レベ

ル廃液ガラス固化設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気

する換気設備並びに主排気筒で構成する。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建屋に収納する。 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高レベル廃液ガラス固

化建屋に収納する。 

前処理建屋の主要構造は，「ニ． (１) せん断処理施設 (ⅰ) 構造」

に示す。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階，地下４階，

建築面積約5,100ｍ２の建物である。 

主排気筒は，高さ約150ｍ，面積約1,600ｍ２の構築物である。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図を第121図から第129図

に示す。 

なお，塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋に収納する。 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の濃度を監視しながら

主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

から排出する。 

北換気筒は，再処理施設と廃棄物管理施設の合計４本の筒身から形

成され，それらの支持構造物は，鉄塔支持形であり，再処理施設の筒

身とともに廃棄物管理施設の筒身も支持する構造である。よって，支

持構造物は廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図を第35図に，塔槽類廃

ガス処理設備系統概要図を第36図及び第37図に，高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備系統概要図を第38図に，換気設備排気系系統概要

図を第39図及び第40図に示す。 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替換気設備

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水

素による爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した

機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出

される放射性物質を低減するために必要なセルへの導出経路の構築

及びセル排気系を代替する排気系による対応に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，

可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬
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型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セ

ル排気系の前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダク

ト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型デミスタで構成する。 

計装設備の一部，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽

及び代替所内電気設備の一部である前処理建屋の重大事故対処用母

線（常設分電盤，常設電源ケーブル）等を常設重大事故等対処設備

として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替

電源設備の一部である前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設

備の一部である可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤，計装設備の

一部，代替モニタリング設備の一部並びに代替試料分析関係設備の

一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これら

の塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器，前処

理建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，分離建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，精製建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のダクト・ダンパの一部

及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，

放射線監視設備の一部，試料分析関係設備の一部，主排気筒並びに
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「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器（第

３表）及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を

想定する対象機器（第４表）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

放射線監視設備及び代替モニタリング設備については「チ．(２) 

(ⅱ) 放射線監視設備」に，試料分析関係設備及び代替試料分析関

係設備については「チ．(２)(ⅰ) 試料分析関係設備」に，補機駆動

用燃料補給設備については「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」

に，代替所内電気設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２)  代替所内電気

設備」に，代替電源設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)  代替電源設

備」に，計装設備については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，

水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気

相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガ

ス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断

することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生

を想定する対象機器の排気をセルに導出できる設計とする。

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生する水

素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射

性物質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニットを経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器

を経由して，気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置する
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セルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出す

る前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収

先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性

物質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放

射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機

器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル

導出ユニットフィルタにより除去できる設計とする。 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮

するため，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水に

よって，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝

熱面積を有する設計とする。 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィ

ルタを敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダ

クト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備

を接続した後，可搬型排風機を運転することで，セルに導出された

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しなが

ら放出できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の可搬型発電機

の給電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆

動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２) 代替安

全冷却水系」に示す。 
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リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備

(１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備

  (ⅰ) 電気設備 

(ａ) 構  造 

(イ) 設計基準対象の施設

再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社から154ｋＶ

送電線２回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ給電する

設計とする。 

送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼル発電機，非常

用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用電源設備及びその附属

設備を設置する。 

非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第

１非常用ディーゼル発電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼ

ル発電機を設置する。また，非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に第１非常用蓄電池を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設以外の建屋で非常用電源を必要とする建屋に第２非常用蓄電池を

設置する。さらに，燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電

機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電機用に燃料油貯蔵タ

ンクを設置する。 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，７日間の外部電源喪失を仮定

しても，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル

発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台をそれぞれ７日間

運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を

事業所内に貯蔵する設計とする。 

非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保し，及び独立性
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(２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備

  (ⅰ) 給水施設 

(ａ) 構  造 

(イ) 設計基準対象の施設

給水施設は，再処理施設の運転に必要なろ過水，純水等を確保，

供給する給水処理設備及び再処理施設内の各施設で発生する熱を 

除去し，冷却塔から大気に放熱する冷却水設備で構成する。 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成する。 

給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設へろ過水を供給するため，廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設

備である第１非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂは，高さ約10ｍ，面積約1,100ｍ２の構築物である。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ

基礎 機器配置概要図を第46図に示す。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａは，前処理建屋北側の

地上に設置する高さ約11ｍ，面積約830ｍ２の構築物である。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂは，高さ約11ｍ，面積

約830ｍ２の構築物である。 
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大型移送ポンプ車は，独立して機能，性能の確認が可能な設計と

するとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，大型移

送ポンプ車は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

２） 代替安全冷却水系

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において，「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する

溶液を冷却している内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生

を未然に防止するために必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する

重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器へ注水することで，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な蒸

発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴

い発生する蒸気を凝縮水として回収するための代替換気設備のセル

導出設備の凝縮器に水を供給するために必要な蒸発乾固の拡大防止

対策に使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象

機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水することで，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶

液を未沸騰状態に維持するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に

使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排

水配管・弁，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，
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冷却水配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器

冷却水給排水配管・弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，

運搬車等で構成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，計装

設備の一部及び代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用するその他再処理設備の附属施

設の給水施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）（以

下リ．（２）（ⅰ）では「安全冷却水系」という。）の内部ループ配管・

弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器注水配

管・弁，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象

機器（第３表）並びに計装設備の一部を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

水供給設備については「リ．（２）（ⅰ）(ｂ）（ロ）１） 水供給設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「リ．（４）（ⅶ） 補機駆動用燃料補給

設備」に，計装設備については「ヘ．（３）（ⅱ）（ａ） 計装設備」に，代替

試料分析関係設備については「チ．（２）（ⅰ） 試料分析関係設備」に示

す。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内

部ループ配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を

用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水
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供給設備の第１貯水槽の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液が沸

騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと機器注水配管・弁

を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器へ注水でき，放射性物質

の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル配管・

弁又は冷却ジャケット配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋

内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す

ることで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対

象機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液の温

度を低下させ，未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁（凝

縮器）を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続

した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備

のセル導出設備の凝縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気

を凝縮できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，

内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可

搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポンプを運転する
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ことで，可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，

排水を再び水源として用いることができる設計とする。 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細については，「ト．

(１)(ⅱ)(ｂ)(イ) 代替換気設備」に示す。 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，安全冷却水系と

共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

安全冷却水系から弁等により隔離することで，独立性を有する設計

とする。 

     上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備の内部ル

ープ配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

及びその他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計

とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，安全冷却水系と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可

搬型中型移送ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動し，

必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とす

ることで，多様性を有する設計とする。 

     可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供給設備の第１

貯水槽を水源とすることで，大気を 終ヒートシンクとする安全冷

却水系に対して異なるヒートシンクを有する設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安全冷却水系又は代替安

全冷却水系の常設重大事故等対処設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，建屋外に設置することで，

独立性を有する設計とする。 
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7.2.2 重大事故等対処設備 

7.2.2.1 代替換気設備 

7.2.2.1.1 概  要 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した機器の気相中

に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出される放射性物質を

低減するために必要なセルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する

排気系による対応に使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

  冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合には，沸騰に伴い「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行す

る放射性物質を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

る。また，セルに導出された放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出

する。 

  放射線分解により発生する水素による爆発が発生した場合には，水素掃

気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発に伴い「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射

性物質を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する。ま

た，セルに導出された放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出する。 

   

7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出を低減するための設備として，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発に対処

するため，代替換気設備のセル導出設備及び代替セル排気系を設ける。 

 (１) 系統構成 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素に
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よる爆発が発生した場合の重大事故等対処設備として，セル導出設備及

び代替セル排気系を使用する。 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化

建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，可搬型建屋内

ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬型配管及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セル排気系の前処理建屋

の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬

型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。 

計装設備の一部，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽及び

代替所内電気設備の一部である前処理建屋の重大事故対処用母線（常設

分電盤，常設電源ケーブル）等を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替電源

設備の一部である前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設備の一部

である可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤，計装設備の一部である可

搬型貯槽温度計，可搬型凝縮器出口排気温度計，可搬型廃ガス洗浄塔入

口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，可搬型セル導出ユニットフィルタ

差圧計及び可搬型フィルタ差圧計，代替モニタリング設備の一部並びに

代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備の一部，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，高レベル廃液ガ
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ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これらの塔槽類廃ガス処理

設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及

び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器，前処理建屋換気設備のダクト・ダ

ンパの一部，分離建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，精製建屋換気

設備のダクト・ダンパの一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備のダクト・ダンパの一部及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

のダクト・ダンパの一部，放射線監視設備の一部，試料分析関係設備の

一部，主排気筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第7.2－31表(2)）及び「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を想定する対象機器（第7.2－31表(3)）を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

放射線監視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備及び代替

試料分析関係設備については「8.2.4 系統構成及び主要設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に，代替所内電気設備及び代替電源設備について

は「9.2.2.3 主要設備の仕様」及び「9.2.2.4 系統構成」に，計装設

備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に示す。 

 (２) 主要設備 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移

行する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備

の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器及び
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「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象

機器の排気をセルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物

質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニ

ットを経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器を経由し

て，気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出

できる設計とする。 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する

前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の

漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，

水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解

により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中

に移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニット

フィルタにより除去できる設計とする。 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮す

るため，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によっ

て，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積

を有する設計とする。 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタ

を敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び

可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，

可搬型排風機を運転することで，セルに導出された放射性エアロゾルを
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除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「9.5.2.1.2 系統構成及び主要

設備」に示す。 
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9.5.2 重大事故等対処設備 

9.5.2.1 代替安全冷却水系 

9.5.2.1.1 概  要 

  冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却し

ている内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生を未然に防止するた

めに必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重大事故等対処設備を設置

及び保管する。 

  上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を想定する対象機器へ注水することで，放射性物質の発生を抑

制し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な蒸発乾固の拡大防止対

策に使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水と

して回収するための代替換気設備のセル導出設備の凝縮器に水を供給する

ために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

  また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の

冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水することで，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を未沸騰状態に維

持するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 

  その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備

本体用）（以下9.5.2では「安全冷却水系」という。）の内部ループに通

水することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機
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器に内包する溶液を冷却し，溶液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に注水すること及び冷却コイ

ル又は冷却ジャケットへ通水することで蒸発乾固の進行を防止し，及び沸

騰に伴い発生する蒸気を代替換気設備のセル導出設備の凝縮器により回収

するための水供給に必要な設備として，代替安全冷却水系を設ける。 

(１) 系統構成

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大事故等対処設備

として，代替安全冷却水系を使用する。 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配

管・弁，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，冷却水

配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給

排水配管・弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬

型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車等で構

成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備の一

部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，計装設

備の一部である可搬型膨張槽液位計，可搬型貯槽温度計，可搬型冷却

水流量計，可搬型漏えい液受皿液位計，可搬型建屋供給冷却水流量計，

可搬型冷却水排水線量計，可搬型貯槽液位計，可搬型機器注水流量計，

可搬型冷却コイル圧力計，可搬型冷却コイル通水流量計及び可搬型凝

縮器通水流量計並びに代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する安全冷却水系の内部ループ配

６－９－341 141



管・弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器注水

配管・弁，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象

機器（9.5－３表）並びに計装設備の一部を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

水供給設備については「9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，代替試料分析関係設備については「8.2.4 系統構成

及び主要設備」に示す。 

(２) 主要設備

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部

ループ配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用い

て接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水供給設

備の第１貯水槽の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液が沸騰に至る前

に冷却でき，未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと機器注水配管・弁を

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，

可搬型中型移送ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を想定する対象機器へ注水でき，放射性物質の発生を

抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル配管・弁

又は冷却ジャケット配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホ

ース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の
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冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液の温度を低下させ，

未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁（凝

縮器）を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続し

た上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮

できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可

搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内

部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替

換気設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排

水受槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポンプを運転することで，

可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再

び水源として用いることができる設計とする。 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細については，

「7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備」に示す。 
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添
六
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回

補
正

第
一
号
に
つ
い
て

水
素
爆
発
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及

び
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。

安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
，
水
素
爆
発
の
発
生
を
想
定
す
る

対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
水
素
爆
発
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
爆
発
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
の
空
気
の
供
給
に
使
用
す
る
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
内
に
お
い
て
放
射
線
分
解
に
よ
っ
て
発
生

す
る
水
素
が
再
処
理
設
備
の
内
部
に
滞
留
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
機
能
を
有
す
る
施
設
に
は
，

水
素
爆
発
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
と
と
も

に
，

(1
1
1
)

【
リ
項
】

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
圧
縮
空
気
設
備
の
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
機
能
が
喪
失
し
，
系
統
内
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
，
溶
液
の
性
状
ご
と
に
水
素
掃
気
機
能
喪
失
か
ら
重
大
事
故

対
策
の
準
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
（
以
下
「
許
容
空
白
時
間
」
と
い
う
。
）
が
短
い
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
水
素
掃
気
配
管
・
弁

に
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
自
動
で
水
素
燃
焼
時
に
お
い
て
も
貯
槽
等
に
影
響
を
与

え
な
い
ド
ラ
イ
換
算
８
ｖ
ｏ
ｌ
％
（
以
下
「
未
然
防
止
濃
度
」
と
い
う
。
）
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
水
素
発
生
量
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る
時
間
の
前
に
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の

切
り
替
え
を
行
い
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
に
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
う
ち
，
許
容
空
白
時
間
が
短
く
，
可
搬

型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
機
器
の
圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
よ
り
も
機
器
に
近
い
位
置
に
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置

し
，
水
素
掃
気
配
管
・
弁
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
に
設
置
す
る
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
の
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ

ニ
ッ
ト
は
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
よ
る
圧
縮
空
気
の
供
給
を
行
う
た
め
の
許
容
空
白
時
間
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
，
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
あ
る
圧
縮
空

気
設
備
の
安
全
圧
縮
空
気
系
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
も
自
動
で
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
に
設
置
す
る
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
圧
縮
空
気
の
供
給
が
な
い
場
合
の
許
容

空
白
時
間
が
短
く
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
設
置
し
，
圧
縮
空
気
自
動
供

給
貯
槽
及
び
圧
縮
自
動
供
給
空
気
ユ
ニ
ッ
ト
よ
り
も
貯
槽
等
に
近
い
位
置
か
ら
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
配
管
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素

に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。
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代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
圧
縮
空
気
設
備
の
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
機
能
が
喪
失
し
，
系
統
内
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
，
溶
液
の
性
状
ご
と
に
水
素
掃
気
機
能
喪
失
か
ら
重
大
事
故
対
策

の
準
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
（
以
下
「
許
容
空
白
時
間
」
と
い
う
。
）
が
短
い
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
水
素
掃
気
配
管
・
弁
に
圧
縮
空

気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
自
動
で
未
然
防
止
濃
度
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
圧
縮
空
気
を

供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
水
素
発
生
量
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る
時
間
の
前
に
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
切
り

替
え
を
行
い
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
に
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
機
器
の
う
ち
，
許
容
空
白
時
間
が
短
く
，
可
搬
型
空
気
圧

縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
機
器
の
圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
よ
り
も
機
器
に
近
い
位
置
に
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置
し
，
水
素
掃
気

配
管
・
弁
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
に
設
置
す
る
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
の
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ

ト
は
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
よ
る
圧
縮
空
気
の
供
給
を
行
う
た
め
の
許
容
空
白
時
間
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
，
設
計
基
準
で
設
置
し
た
圧
縮
空
気
設
備
の
安
全
圧

縮
空
気
系
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
も
自
動
で
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
に
設
置
す
る
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
圧
縮
空
気
の
供
給
が
な
い
場
合
の
許
容
空
白

時
間
が
短
く
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
機
器
に
設
置
し
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧

縮
自
動
供
給
空
気
ユ
ニ
ッ
ト
よ
り
も
貯
槽
等
に
近
い
位
置
か
ら
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
配
管
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
供
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ

る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

(6
-9
-1
7
7
~
1
7
9
)

適
合
方
針

変
更
な
し

変
更
な
し

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
と
水
素
掃
気
配
管
・
弁
又
は
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上

で
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
へ
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
水
素
濃
度
を
可
燃
限
界
濃
度

未
満
に
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
は
，
安
全
圧
縮
空
気
系
の
配
管
の
内
圧
が
所
定
の
圧
力
（
約
0
.7
Ｍ
Ｐ
ａ
[g
a
g
e
]）

を
下
回
っ
た
場
合
に
，
自
動
で
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
設
計
と
す
る
。
機
器
圧
縮
空

気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
流
量
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。

可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
対
し
て
，
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を

設
置
す
る
。
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
自
動
供
給
空
気
ユ
ニ
ッ
ト
よ
り
も
貯
槽
等
に
近
い
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
配
管
に
設
置

し
，
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
安
全
圧
縮
空
気
系
の
配
管
の
内
圧
が
所
定
の
圧
力
（
約
0
.4
Ｍ
Ｐ
ａ
[g
a
g
e
]）

を
下
回
っ
た
場
合
に
自
動
で
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
設
計
と
す
る
。
可

搬
型
空
気
圧
縮
機
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
量
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素

に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
と
水
素
掃
気
配
管
・
弁
又
は
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
等
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
，
可

搬
型
空
気
圧
縮
機
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
水
素
爆
発
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
へ
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
水
素
濃
度
を
可
燃
限
界
濃
度
未
満
に
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
圧
縮
空
気
設
備
の
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
機
能
が
喪
失
し
，
系
統
内
の
圧
力
が
低
下
し
た
場
合
，
溶
液
の
性
状
ご
と
に
水
素
掃
気
機
能
喪
失
か
ら
重
大
事
故
対
策

の
準
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
（
以
下
「
許
容
空
白
時
間
」
と
い
う
。
）
が
短
い
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
水
素
掃
気
配
管
・
弁
に
圧
縮
空

気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
自
動
で
未
然
防
止
濃
度
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
圧
縮
空
気
を

供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
水
素
発
生
量
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る
時
間
の
前
に
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
切
り

替
え
を
行
い
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
に
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
は
，
安
全
圧
縮
空
気
系
の
配
管
の
内
圧
が
所
定
の
圧
力
（
約
0
.7
Ｍ
Ｐ
ａ
[g
a
g
e
]）

を
下
回
っ
た
場
合
に
，
自
動
で
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
設
計
と
す
る
。
機
器
圧
縮
空
気
自

動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
流
量
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。

可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
対
し
て
，
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置

す
る
。
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
及
び
圧
縮
自
動
供
給
空
気
ユ
ニ
ッ
ト
よ
り
も
貯
槽
等
に
近
い
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
配
管
に
設
置
し
，
圧
縮

空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
安
全
圧
縮
空
気
系
の
配
管
の
内
圧
が
所
定
の
圧
力
（
約
0
.4
Ｍ
Ｐ
ａ
[g
a
g
e
]）

を
下
回
っ
た
場
合
に
自
動
で
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
設
計
と
す
る
。
可
搬
型

空
気
圧
縮
機
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
未
然
防
止
濃
度
未
満
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
量
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
供
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ

る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

1
9
回

補
正

第
二
号
に
つ
い
て

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
水
素
爆
発
が
続
け
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
状
態

を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
設
計
と
す

る
。

安
全
圧
縮
空
気
系
の
水
素
掃
気
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
，
水
素
爆
発
の
発
生
を
想
定
す
る

対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
水
素
爆
発
が
続
け
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
状
態
を

維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
水

素
爆
発
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
給
に
使
用
す
る
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す

る
。

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素

爆
発
が
続
け
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
状
態
を

維
持
し
，

(1
1
2
)

【
リ
項
】

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
う
ち
，
許
容
空
白
時
間
が
短
く
，
可
搬

型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
圧
縮
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
機
器
へ
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
速
や
か
に
接
続
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
貯
槽
等
内
の
水
素
濃
度
を
未
然
防
止
濃
度
未
満
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き

る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
発
生
防
止
対
策
が
機
能
し
な
い
場
合
に
備
え
，
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
機
器
内
の
水
素
濃
度
を
ド
ラ
イ
換
算
８
ｖ
ｏ
ｌ
％
未

満
に
維
持
し
て
い
る
期
間
中
に
，
発
生
防
止
対
策
で
敷
設
す
る
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
下
流
側
に
，
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管

及
び
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
を
設
置
し
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
と
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
を
接
続
し
た
上
で
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
に
圧
縮
空
気

を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
に
設
置
す
る
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
圧
縮
空
気
の
供
給
が
な
い
場
合
の
許
容
空
白

時
間
が
短
く
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
対
し
て
設
置
し
，
圧
縮
空
気
自
動

供
給
系
及
び
機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
接
続
す
る
系
統
と
は
異
な
る
系
統
か
ら
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
圧
縮
空
気
の
供
給
開
始
ま
で
の
許
容
空
白
時
間

を
確
保
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素

に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

（
3
6
0
，
3
6
1
，
3
6
2
）

【
9
.3
】

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
の
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
機
器
の
う
ち
，
許
容
空
白
時
間
が
短
く
，
可
搬
型
空
気
圧

縮
機
か
ら
の
圧
縮
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
機
器
へ
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
速
や
か
に
接
続
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
貯
槽
等
内
の
水
素
濃
度
を
未
然
防
止
濃
度
未
満
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設

計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
発
生
防
止
対
策
が
機
能
し
な
い
場
合
に
備
え
，
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
機
器
内
の
水
素
濃
度
を
ド
ラ
イ
換
算
で
８
ｖ
ｏ
ｌ
％
未
満

に
維
持
し
て
い
る
期
間
中
に
，
発
生
防
止
対
策
で
敷
設
す
る
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
下
流
側
に
，
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
及
び
可

搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
を
設
置
し
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
と
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
を
接
続
し
た
上
で
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き

る
設
計
と
す
る
。

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
に
設
置
す
る
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
圧
縮
空
気
の
供
給
が
な
い
場
合
の
許
容
空
白
時
間

が
短
く
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
機
器
に
対
し
て
設
置
し
，
圧
縮
空
気
自
動
供
給
系
及
び
機

器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
接
続
す
る
系
統
と
は
異
な
る
系
統
か
ら
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
圧
縮
空
気
の
供
給
開
始
ま
で
の
許
容
空
白
時

間
を
確
保
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
供
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ

る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

(6
-9
-1
7
7
~
1
7
9
)
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変
更
な
し

変
更
な
し

可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
対
し
て
，
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置

す
る
。
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
発
生
防
止
対
策
と
は
異
な
る
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
に
設
置
し
，
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
へ
手
動
に
よ
り
速
や
か
に
接
続
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
貯
槽
等
内
の
水
素
濃
度
を
未
然
防
止
濃
度
未
満
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き

る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
発
生
防
止
対
策
が
機
能
し
な
い
場
合
に
備
え
，
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
機
器
内
の
水
素
濃
度
を
未
然
防
止
濃
度
未
満
に
維
持

し
て
い
る
期
間
中
に
，
発
生
防
止
対
策
で
敷
設
す
る
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
下
流
側
に
，
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
及
び
可
搬

型
建
屋
内
ホ
ー
ス
を
設
置
し
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
と
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
を
接
続
し
た
上
で
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で

き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素

に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

可
搬
型
空
気
圧
縮
機
か
ら
の
空
気
の
供
給
開
始
前
に
未
然
防
止
濃
度
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
事
故
の
水
素
爆
発
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
対
し
て
，
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置
す

る
。
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
発
生
防
止
対
策
と
は
異
な
る
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
に
設
置
し
，
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
へ
手
動
に
よ
り
速
や
か
に
接
続
で
き
る
設
計
と
す
る
。

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
に
切
り
替
え
る
ま
で
の
間
，
貯
槽
等
内
の
水
素
濃
度
を
未
然
防
止
濃
度
未
満
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
量
の
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設

計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
は
，
発
生
防
止
対
策
が
機
能
し
な
い
場
合
に
備
え
，
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
り
圧
縮
空
気
を
供
給
し
，
機
器
内
の
水
素
濃
度
を
未
然
防
止
濃
度
未
満
に
維
持
し
て

い
る
期
間
中
に
，
発
生
防
止
対
策
で
敷
設
す
る
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
下
流
側
に
，
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
及
び
可
搬
型
建
屋
内

ホ
ー
ス
を
設
置
し
，
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
と
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
を
接
続
し
た
上
で
，
代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
機
器
圧
縮
空
気
供
給
配
管
・
弁
に
圧
縮
空
気
を
供
給
で
き
る
設
計
と
す

る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
可
搬
型
空
気
圧
縮
機
は
軽
油
を
燃
料
と
し
，
対
処
の
た
め
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
供
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系
の
建
屋
内
空
気
中
継
配
管
は
，
常
設
の
建
屋
内
の
圧
縮
空
気
供
給
用
の
配
管
で
あ
り
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
の
接
続
口
か
ら
，
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ

る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
に
圧
縮
空
気
を
供
給
す
る
た
め
の
接
続
口
を
設
置
す
る
部
屋
ま
で
圧
縮
空
気
を
分
配
す
る
設
計
と
す
る
。

1
9
回

補
正

第
三
号
に
つ
い
て

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
及
び
換
気
系
統
の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ

れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を

設
置
及
び
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。

水
素
爆
発
の
発
生
に
よ
り
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
こ
れ
ら
の
機
器
に
接
続

す
る
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
隔
離
弁
を
閉
止
し
，
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
流
路

を
遮
断
す
る
こ
と
で
，
水
素
爆
発
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
か
ら
の
排
気
を
セ
ル
に

導
出
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
，
代
替
換
気
設
備
の
セ
ル
導
出

設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気

系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
及
び
換
気
系
統
の
配
管
内
が
加
圧
状
態

に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管

の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
で
き
る
よ
う
に

し
，

(1
1
2
)

【
ト
項
】

セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
，
水
素
掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射
性

物
質
及
び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
こ
れ
ら
の
機
器
に
接
続
す
る
塔
槽

類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
隔
離
弁
を
閉
止
し
，
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
流
路
を
遮
断
す
る
こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
及
び
「
放
射
線

分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
排
気
を
セ
ル
に
導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
は
，
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
が
，
セ
ル
導
出
設
備
の
塔
槽

類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
経
由
し
て
導
出
先
セ
ル
に
導
出
さ
れ
な
い
場
合
，
水
封
安
全
器
を
経
由
し
て
，
気
相
中
に
移
行
し
た
放
射
性
物
質
を
水
封
安
全
器
を
設

置
す
る
セ
ル
に
導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
2
3
9
，
2
4
0
）

【
7
.2
】

セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
，
水
素
掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射
性
物
質

及
び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
こ
れ
ら
の
機
器
に
接
続
す
る
塔
槽
類
廃
ガ
ス

処
理
設
備
の
隔
離
弁
を
閉
止
し
，
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
流
路
を
遮
断
す
る
こ
と
で
，
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
及
び
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発

生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
排
気
を
セ
ル
に
導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

セ
ル
導
出
設
備
は
，
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
が
，
セ
ル
導
出
設
備
の
塔
槽
類
廃

ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
経
由
し
て
導
出
先
セ
ル
に
導
出
さ
れ
な
い
場
合
，
水
封
安
全
器
を
経
由
し
て
，
気
相
中
に
移
行
し
た
放
射
性
物
質
を
水
封
安
全
器
を
設
置
す
る
セ

ル
に
導
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

ま
た
，
セ
ル
導
出
設
備
は
，
溶
液
の
沸
騰
に
よ
り
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
，
水
素
掃
気
空
気
に
同
伴
す
る
放
射

性
物
質
及
び
水
素
爆
発
に
よ
り
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
の
気
相
中
に
移
行
す
る
放
射
性
物
質
を
，
凝
縮
器
下
流
側
に
設
置
し
た
セ
ル
導

出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
除
去
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-7
-7
5
,7
6
）

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

変
更
な
し

1
9
回

補
正

第
四
号
に
つ
い
て

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。

水
素
爆
発
の
発
生
を
想
定
す
る
対
象
機
器
か
ら
セ
ル
に
導
出
さ
れ
た
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル

を
除
去
し
，
主
排
気
筒
を
介
し
て
大
気
中
に
管
理
し
な
が
ら
放
出
す
る
た
め
に
必
要
な
重

大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
，
代
替
換
気
設
備
の
代
替
セ
ル
排
気
系
を
設
け
る
設
計
と
す

る
。

射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及

び
保
管
す
る
。

(1
1
2
)

【
ト
項
】

代
替
セ
ル
排
気
系
は
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
敷
設
し
，
主
排
気
筒
へ
つ
な
が
る
よ
う
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
接
続

し
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
建
屋
換
気
設
備
を
接
続
し
た
後
，
可
搬
型
排
風
機
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
セ
ル
に
導
出
さ
れ
た
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
を
除
去
し
，
主
排
気
筒
を
介
し
て
大
気
中
に
管
理

し
な
が
ら
放
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
2
4
0
）

【
7
.2
】

代
替
セ
ル
排
気
系
は
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
敷
設
し
，
主
排
気
筒
へ
つ
な
が
る
よ
う
，
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
を
接
続
し
，

可
搬
型
ダ
ク
ト
及
び
建
屋
換
気
設
備
を
接
続
し
た
後
，
可
搬
型
排
風
機
を
運
転
す
る
こ
と
で
，
セ
ル
に
導
出
さ
れ
た
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
を
除
去
し
，
主
排
気
筒
を
介
し
て
大
気
中
に
管
理
し
な
が
ら

放
出
で
き
る
設
計
と
す
る
。

代
替
セ
ル
排
気
系
の
可
搬
型
排
風
機
は
，
代
替
電
源
設
備
の
可
搬
型
発
電
機
の
給
電
に
よ
り
駆
動
し
，
可
搬
型
発
電
機
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
は
，
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
か
ら
補
給
が
可
能
な

設
計
と
す
る
。

（
6
-7
-7
6
,7
7
）

変
更
な
し

放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置

及
び
保
管
す
る
。

変
更
な
し

変
更
な
し
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針

適
合
方
針

適
合
方
針



1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

再処理施設は，「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」に十分適合するように設計する。各規則に対する適合のための設計方

針は，以下のとおりである。 
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1.9.36 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

（ 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

第三十六条 セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条

の三第三号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に

掲げる重大事故等対処設備を設けなければならない。 

一 放射線分解により発生する水素による爆発（以下この条において「水

素爆発」という。）の発生を未然に防止するために必要な設備 

二 水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するために必要な設備 

三 水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断する

ために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセ

ル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設

備 

四 水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和

するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「放射線分解により発生する水素による爆発

（以下この条において「水素爆発」という。）の発生を未然に防止するた

めに必要な設備」とは設計基準の要求により措置した設備とは異なる圧縮

空気の供給設備、溶液の回収・移送設備、ボンベ等による水素掃気配管へ

の窒素の供給設備、爆発に至らせないための水素燃焼設備等をいう。 
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また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「水素爆発が発生した場合において水素爆発が

続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備」とは、容器

への希釈材の注入設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「水素爆発が発生した設備に接続する換気系統

の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ

等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置さ

れた配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安

全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号に規定する「放射性物質の放出による影響を緩和するため

に必要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための設

備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断されな

い場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用する

ことは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施設

の状態を監視するための設備の整備を含む。 
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適合のための設計方針 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に

滞留することを防止する機能を有する施設において，水素爆発について評価

する機器は，重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

第一号について 

水素爆発の発生を未然に防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する設計とする。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，水素爆発の発生を想

定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止するた

めに必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発を

未然に防止するための空気の供給に使用する設備を設ける設計とする。 

 

第二号について 

水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設

計とする。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，水素爆発の発生を想

定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮

空気系の水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備を設

ける設計とする。 

 

第三号について 
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水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するた

めに必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する設計とする。 

水素爆発の発生により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に

接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備

の流路を遮断することで，水素爆発の発生を想定する対象機器からの排気

をセルに導出するために必要な重大事故等対処設備として，代替換気設備

のセル導出設備を設ける設計とする。 

 

第四号について 

水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

水素爆発の発生を想定する対象機器からセルに導出された放射性エア

ロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出するために

必要な重大事故等対処設備として，代替換気設備の代替セル排気系を設け

る設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線

量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定めら

れている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量に

ついては，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 
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(ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状の

もの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のう

ち，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を想定する機器には，

重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大

事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のも

の又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸

発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合

において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

し，蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるよ

うにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安

全冷却水系及び代替換気設備で構成する。 

(ｅ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設のうち，水素爆

発の発生を想定する機器には，重大事故の発生又は拡大を防止する

ために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には，水素爆発

－111－ 153

j2080021
折れ線



 

の発生を未然に防止するとともに，水素爆発が発生した場合におい

て，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持し，水素爆発

が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために

必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内

に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，射性

物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

水素爆発に対処するための設備は，代替安全圧縮空気系及び代替

換気設備で構成する。 

 

(ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するた

めの機能を有する施設のうち，有機溶媒等による火災又は爆発の発

生を想定する機器は，重大事故等の拡大を防止するために必要な次

に掲げる重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するた

めの機能を有する施設のうち，有機溶媒等による火災又は爆発の発

生を想定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防

止し，その状態を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩

和するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事

故時プルトニウム缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃
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 ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

   (ａ) 設計基準対象の施設 

 気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断処理設備及び溶

解施設の溶解設備から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処

理・溶解廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する塔槽類から

発生する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，高レベ

ル廃液ガラス固化設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気

する換気設備並びに主排気筒で構成する。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建屋に収納する。 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高レベル廃液ガラス固

化建屋に収納する。 

前処理建屋の主要構造は，「ニ． (１) せん断処理施設 (ⅰ) 構造」

に示す。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階，地下４階，

建築面積約5,100ｍ２の建物である。 

 主排気筒は，高さ約150ｍ，面積約1,600ｍ２の構築物である。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図を第121図から第129図

に示す。 

 なお，塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋に収納する。 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の濃度を監視しながら

主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

から排出する。 

北換気筒は，再処理施設と廃棄物管理施設の合計４本の筒身から形

成され，それらの支持構造物は，鉄塔支持形であり，再処理施設の筒

身とともに廃棄物管理施設の筒身も支持する構造である。よって，支

持構造物は廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図を第35図に，塔槽類廃

ガス処理設備系統概要図を第36図及び第37図に，高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備系統概要図を第38図に，換気設備排気系系統概要

図を第39図及び第40図に示す。 

 

   (ｂ) 重大事故等対処設備 

   (イ) 代替換気設備 

     冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水

素による爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した

機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出

される放射性物質を低減するために必要なセルへの導出経路の構築

及びセル排気系を代替する排気系による対応に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

     代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，

可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬
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型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セ

ル排気系の前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダク

ト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型デミスタで構成する。 

計装設備の一部，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽

及び代替所内電気設備の一部である前処理建屋の重大事故対処用母

線（常設分電盤，常設電源ケーブル）等を常設重大事故等対処設備

として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替

電源設備の一部である前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設

備の一部である可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤，計装設備の

一部，代替モニタリング設備の一部並びに代替試料分析関係設備の

一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これら

の塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器，前処

理建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，分離建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，精製建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のダクト・ダンパの一部

及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，

放射線監視設備の一部，試料分析関係設備の一部，主排気筒並びに

－238－ 157



「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器（第

３表）及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を

想定する対象機器（第４表）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

放射線監視設備及び代替モニタリング設備については「チ．(２) 

(ⅱ) 放射線監視設備」に，試料分析関係設備及び代替試料分析関

係設備については「チ．(２)(ⅰ) 試料分析関係設備」に，補機駆動

用燃料補給設備については「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」

に，代替所内電気設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２)  代替所内電気

設備」に，代替電源設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)  代替電源設

備」に，計装設備については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，

水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気

相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガ

ス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断

することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生

を想定する対象機器の排気をセルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生する水

素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射

性物質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニットを経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器

を経由して，気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置する
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セルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出す

る前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収

先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性

物質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放

射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機

器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル

導出ユニットフィルタにより除去できる設計とする。 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮

するため，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水に

よって，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝

熱面積を有する設計とする。 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィ

ルタを敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダ

クト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備

を接続した後，可搬型排風機を運転することで，セルに導出された

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しなが

ら放出できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の可搬型発電機

の給電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆

動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２) 代替安

全冷却水系」に示す。 
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 リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

  (１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備 

  (ⅰ) 電気設備 

   (ａ) 構  造 

   (イ) 設計基準対象の施設 

再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社から154ｋＶ

送電線２回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ給電する

設計とする。 

送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼル発電機，非常

用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用電源設備及びその附属

設備を設置する。 

非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第

１非常用ディーゼル発電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼ

ル発電機を設置する。また，非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に第１非常用蓄電池を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設以外の建屋で非常用電源を必要とする建屋に第２非常用蓄電池を

設置する。さらに，燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電

機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電機用に燃料油貯蔵タ

ンクを設置する。 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，７日間の外部電源喪失を仮定

しても，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル

発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台をそれぞれ７日間

運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を

事業所内に貯蔵する設計とする。 

非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保し，及び独立性
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  (ⅱ) 圧縮空気設備 

   (ａ) 構  造 

   (イ) 設計基準対象の施設 

     圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，

再処理施設内の各施設に圧縮空気を供給する。 

圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用し，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

   (ロ) 重大事故等対処設備 

   １） 代替安全圧縮空気系 

     代替安全圧縮空気系は，水素爆発を未然に防止するための空気の

供給に使用する設備及び水素爆発の再発を防止するための空気の供

給に使用する設備で構成する。 

     安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合において，水素爆

発の発生を想定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生

を未然に防止するために必要な水素爆発を未然に防止するための空

気の供給に使用する設備を設置及び保管する。 

     水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備は，

圧縮自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動

供給ユニット，建屋内空気中継配管，可搬型空気圧縮機，可搬型建

屋外ホース，可搬型建屋内ホース等で構成する。 

     補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

     補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ並びに

計装設備の一部である可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，可搬型
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機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流

量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユニッ

ト流量計，可搬型水素濃度計及び可搬型貯槽温度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

     水素爆発を未然に防止するための対策が機能しなかった場合に備

え，水素爆発の発生を想定する対象機器に水素爆発を未然に防止す

るための対策に使用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供給し，

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備を設置

及び保管する。 

     水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備は，

圧縮空気手動供給ユニット，建屋内空気中継配管，可搬型空気圧縮

機，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等で構成する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ並びに

計装設備の一部である可搬型圧縮空気手動供給ユニット圧力系，可

搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，

可搬型セル導出ユニット流量計，可搬型水素濃度計及び可搬型貯槽

温度計を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の安全圧縮空気系の

一部，清澄・計量設備の一部，分離設備の一部，分配設備の一部，

分離建屋一時貯留処理設備の一部，高レベル廃液濃縮設備の高レベ

ル廃液濃縮系の一部，プルトニウム精製設備の一部，精製建屋一時

貯留処理設備の一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系
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の一部，高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の一部，

高レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系の一部及び高レベル廃液ガラス

固化設備の一部を重大事故等対処設備の代替安全圧縮空気系の水素

掃気配管・弁として位置付け，清澄・計量設備の一部，分離設備の

一部，分配設備の一部，分離建屋一時貯留処理設備の一部，高レベ

ル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮系の一部，プルトニウム精製設

備の一部，精製建屋一時貯留処理設備の一部，圧縮空気設備の安全

圧縮空気系の一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系の

一部，高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の一部，高

レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系の一部，高レベル廃液ガラス固化

設備の一部，分析設備の一部及び計測制御設備の一部を重大事故等

対処設備の代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁として

位置付ける。また，重大事故の水素爆発を想定する対象機器（第４

表(１)）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

補機駆動用燃料補給設備については「 リ．(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補

給設備」に，計装設備については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃

気機能が喪失し，系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状ごとに

水素掃気機能喪失から重大事故対策の準備に使用することができる

時間（以下「許容空白時間」という。）が短い分離建屋，精製建屋及

びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に圧縮空

気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自

動供給ユニットに切り替えるまでの間，自動で水素燃焼時において

も貯槽等に影響を与えないドライ換算８ｖｏｌ％（以下「未然防止

濃度」という。）未満を維持するために必要な圧縮空気を供給できる
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設計とする。 

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定される時間の前

に，圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器

圧縮空気自動供給ユニットへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮機

により圧縮空気を供給するまでの間，未然防止濃度に維持するため

に十分な量の圧縮空気を供給できる設計とする。 

代替安全圧縮空気系は，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の重大事故の水素爆発を想定する対象機器のう

ち，許容空白時間が短く，可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始

前に未然防止濃度に至る可能性のある機器の圧縮空気自動供給系よ

りも機器に近い位置に機器圧縮空気自動供給ユニットを設置し，水

素掃気配管・弁に圧縮空気を供給できる設計とする。 

代替安全圧縮空気系は，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の重大事故の水素爆発を想定する対象機器のう

ち，許容空白時間が短く，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給

開始前に未然防止濃度に至る可能性のある機器へ圧縮空気手動供給

ユニットを速やかに接続できる設計とする。 

圧縮空気手動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り替えるま

での間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するために

必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能しない場合に備え，

圧縮空気手動供給ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内の水素

濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持している期間中に，発生防

止対策で敷設する可搬型建屋外ホース，可搬型建屋外ホースの下流

側に，機器に圧縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及び可
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搬型建屋内ホースを設置し，可搬型建屋内ホースと機器圧縮空気供

給配管・弁を接続した上で，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供

給配管・弁に圧縮空気を供給できる設計とする。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設

置する代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供

給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットは，代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給を行うための許容空白時間を

確保する必要があるため，設計基準対象の施設である圧縮空気設備

の安全圧縮空気系が停止した場合においても自動で圧縮空気を供給

できる設計とする。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設

置する代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，圧

縮空気の供給がない場合の許容空白時間が短く，可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性のある重大事

故の水素爆発を想定する対象機器に設置し，圧縮空気自動供給貯槽

及び圧縮自動供給空気ユニットよりも貯槽等に近い位置から代替安

全圧縮空気系の水素掃気配管に圧縮空気を供給できる設計とする。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設

置する代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，圧縮空

気の供給がない場合の許容空白時間が短く，可搬型空気圧縮機から

の空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性のある重大事故の

水素爆発を想定する対象機器に対して設置し，圧縮空気自動供給系

及び機器圧縮空気自動供給ユニットに接続する系統とは異なる系統

から圧縮空気を供給し，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給開

始までの許容空白時間を確保できる設計とする。 
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代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油を燃料とし，対処

のために必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な

設計とする。 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，常設の建屋内の圧

縮空気供給用の配管であり，可搬型建屋外ホースの接続口から，「放

射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機

器に圧縮空気を供給するための接続口を設置する部屋まで圧縮空気

を分配する設計とする。 

可搬型空気圧縮機は，安全圧縮空気系の空気圧縮機と共通要因に

よって同時にその機能を損なわれるおそれがないよう，可搬型空気

圧縮機をディーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆

動用燃料補給設備からの補給が可能な設計とすることで，電動往復

式圧縮装置により構成する安全圧縮空気系の空気圧縮機に対して多

様性を有する設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

内の，安全圧縮空気系又は代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，安全圧縮

空気系又は代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備と異なる

場所に保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周

破断に対して代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース等は，安全

圧縮空気系又は代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備と同

時にその機能が損なわれるおそれがないようにするため，可能な限
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り位置的分散を図る。 

可搬型空気圧縮機は，転倒しないことを確認する，又は必要によ

り固縛等の処置をするとともに，基準地震動による地震力により生

じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所に，前処理建屋内

の安全圧縮空気系の空気圧縮機と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，前処理建屋内の安全圧縮空気系の空気圧縮機が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管する

とともに外部保管エリアにも保管することで位置的分散を図る。 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の外から空気を供給する代

替安全圧縮空気系のうち，可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホ

ースと常設重大事故等対処設備との接続口は，複数のアクセスルー

トを踏まえて自然現象，外部人為事象及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置す

る。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋内のそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

一つの接続口で「放射線分解により発生する水素による爆発」の

発生を想定する対象機器の水素掃気機能及び液位計測機能を兼用し

て使用する場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接

続口を設ける設計とする。 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気自動供給貯槽を隔離することに
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より機器圧縮空気自動供給ユニットから圧縮空気を供給し，貯槽等

の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するための機能へ悪影響を及

ぼさない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給

ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給ユ

ニットは，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素掃気配管・弁及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素掃気配管・弁及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，重大事故等発生前（通常時）の離

隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

屋外に保管する可搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物とならな

いよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空

気手動供給ユニットは，想定される重大事故等時において，可搬型

空気圧縮機からの圧縮空気の供給開始までに，「放射線分解により

発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相部にお
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ける水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な

空気を供給できる設計とする。 

圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空

気手動供給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧縮空気流量

を確保するために必要な容量の設計とする。 

可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等時において，「放射

線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器

が水素爆発に至ることを防止するために必要な圧縮空気供給量を有

する設計とするとともに，保有数は，必要数として３台，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを６台の合

計９台を確保する。 

可搬型空気圧縮機は，「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を想定する対象機器へ圧縮空気を供給するとともに，計

装設備への圧縮空気を供給する場合に必要な容量を有する設計とし，

兼用できる設計とする。 

可搬型空気圧縮機は，同時に発生する可能性のある事故への対処

を含めて，事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要な容量を

確保した設計とする。 

可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要

数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保管するホー

スについては１本以上の予備を含めた個数を必要数として確保する。 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系に対して，重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。 

代替安全圧縮空気系は，重大事故等時に想定される温度，圧力，

湿度，放射線の影響を考慮しても機能を喪失することはなく，必要
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な機能を有効に発揮することができる設計とする。 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気

相部における水素濃度ドライ換算 12ｖｏｌ％未満での水素爆発に

伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を損

なわない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生す

るおそれがある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発による温度，圧力及び湿度に対して，機

能を損なわない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故

等対処設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水，

被液防護する設計とする。 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配

管・弁は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用することに

より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。 
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可搬型空気圧縮機は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防止，

固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋及び屋外エリアに保管する。屋外エリアに保管

する場合は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防止，固縛を図っ

た設計とする。屋内に保管する場合は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛散物

の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計する。 

可搬型空気圧縮機は，積雪及び火山の影響に対して，積雪に対し

ては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フ

ィルタの目詰まり等）に対しては，可搬型空気圧縮機を屋内に配置

する手順を整備する。 

可搬型空気圧縮機は，「ロ．（７）（ⅱ）（ｂ）（ホ） 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。 

可搬型空気圧縮機は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，
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影響を受けない高さへの保管及び被水，被液防護する設計とする。 

可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定により当該設備の設置場所で操作

可能な設計とする。 

圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空

気手動供給ユニットは，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計とする。 

水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁と可搬型設備と

の接続口は，想定される重大事故等が発生した場合においても接続

に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定

又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場

所で接続可能な設計とする。 

可搬型空気圧縮機を接続する接続口は，コネクタ接続に統一する

ことにより，現場での接続が可能な設計とする。 

水素掃気配管・弁，機器圧縮空気供給配管・弁及び圧縮空気手動

供給ユニットは，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，容易かつ確実に

接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，

口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続又はより

簡便な接続方式を用いる設計とする。 

可搬型空気圧縮機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供給ユニ
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ット，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給ユニッ

トは，再処理施設の運転中又は停止中に独立して機能・性能，外観

の確認，漏えいの有無の確認及び分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースと常設設備との接続

口は，外観の確認が可能な設計とする。 

 

   ２） 臨界事故時水素掃気系 

臨界事故の発生を想定する機器において，臨界事故が発生した場

合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可

搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給

し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃

度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未

満に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，機

器圧縮空気供給配管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を常設重大事故等対処

設備として設置する。 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である

一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を想定する機

器に接続する溶解設備の一部である配管，精製建屋一時貯留設備の

一部である配管及び工程計装設備の一部である配管，臨界事故の発

生を想定する機器（第２表）並びに電気設備の一部である受電開閉

－369－ 173



 

7.2.2 重大事故等対処設備 

7.2.2.1 代替換気設備 

7.2.2.1.1 概  要 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した機器の気相中

に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出される放射性物質を

低減するために必要なセルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する

排気系による対応に使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

  冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合には，沸騰に伴い「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行す

る放射性物質を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

る。また，セルに導出された放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出

する。 

  放射線分解により発生する水素による爆発が発生した場合には，水素掃

気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発に伴い「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射

性物質を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する。ま

た，セルに導出された放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出する。 

   

7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出を低減するための設備として，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発に対処

するため，代替換気設備のセル導出設備及び代替セル排気系を設ける。 

 (１) 系統構成 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素に
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よる爆発が発生した場合の重大事故等対処設備として，セル導出設備及

び代替セル排気系を使用する。 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化

建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，可搬型建屋内

ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬型配管及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セル排気系の前処理建屋

の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬

型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。 

計装設備の一部，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽及び

代替所内電気設備の一部である前処理建屋の重大事故対処用母線（常設

分電盤，常設電源ケーブル）等を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替電源

設備の一部である前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設備の一部

である可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤，計装設備の一部である可

搬型貯槽温度計，可搬型凝縮器出口排気温度計，可搬型廃ガス洗浄塔入

口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，可搬型セル導出ユニットフィルタ

差圧計及び可搬型フィルタ差圧計，代替モニタリング設備の一部並びに

代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備の一部，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，高レベル廃液ガ
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ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これらの塔槽類廃ガス処理

設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及

び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器，前処理建屋換気設備のダクト・ダ

ンパの一部，分離建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，精製建屋換気

設備のダクト・ダンパの一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備のダクト・ダンパの一部及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

のダクト・ダンパの一部，放射線監視設備の一部，試料分析関係設備の

一部，主排気筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第7.2－31表(2)）及び「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を想定する対象機器（第7.2－31表(3)）を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

放射線監視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備及び代替

試料分析関係設備については「8.2.4 系統構成及び主要設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に，代替所内電気設備及び代替電源設備について

は「9.2.2.3 主要設備の仕様」及び「9.2.2.4 系統構成」に，計装設

備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に示す。 

 (２) 主要設備 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移

行する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備

の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器及び
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「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象

機器の排気をセルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物

質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニ

ットを経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器を経由し

て，気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出

できる設計とする。 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する

前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の

漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，

水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解

により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中

に移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニット

フィルタにより除去できる設計とする。 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮す

るため，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によっ

て，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積

を有する設計とする。 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタ

を敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び

可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，

可搬型排風機を運転することで，セルに導出された放射性エアロゾルを
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除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「9.5.2.1.2 系統構成及び主要

設備」に示す。 
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の
急

激
な

分
解

反
応

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

，
一

次
蒸

気
停

止
弁

を
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
加

熱
を

停
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
6
7
）

【
ヘ

項
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
報

す
る

。
ま

た
，

こ
れ

ら
の

検
出

器
の

誤
作

動
を

考
慮

し
て

，
同

時
に

２
台

以
上

の
検

出
器

に
お

い
て

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

た
場

合
に

，
論

理
回

路
が

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
で

き
る

設
計

と
す

る
。

論
理

回
路

は
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
す

る
場

合
に

，
警

報
を

発
報

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

停
止

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

の
開

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

の
起

動
信

号
，

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
隔

離
弁

の
閉

信
号

及
び

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
排

風
機

の
停

止
信

号
を

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

ま
た

，
中

央
制

御
室

に
お

け
る

緊
急

停
止

系
の

操
作

に
よ

っ
て

速
や

か
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
へ

の
供

給
液

の
供

給
を

停
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
9
9
, 
2
0
0
）

【
4
.5

.2
.2

】

一
次

蒸
気

停
止

弁
は

，
精

製
建

屋
に

て
手

動
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

加
熱

を
停

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(６
－

４
－

1
7
4
)

【
6
.2

.4
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
す

る
。

ま
た

，
こ

れ
ら

の
検

出
器

の
誤

作
動

を
考

慮
し

て
，

同
時

に
２

台
以

上
の

検
出

器
に

お
い

て
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
異

常
を

検
知

し
た

場
合

に
，

論
理

回
路

が
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
と

判
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。
論

理
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
と

判
定

す
る

場
合

に
，

警
報

を
発

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

停
止

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

の
開

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

の
起

動
信

号
，

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
隔

離
弁

の
閉

信
号

及
び

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
排

風
機

の
停

止
信

号
を

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

ま
た

，
中

央
制

御
室

に
お

け
る

緊
急

停
止

系
の

操
作

に
よ

っ
て

速
や

か
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
へ

の
供

給
液

の
供

給
を

停
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
６

－
６

－
3
6
5
, 
６

－
６

－
3
6
6
)

【
ヘ

項
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
報

す
る

。
ま

た
，

こ
れ

ら
の

検
出

器
の

誤
作

動
を

考
慮

し
て

，
同

時
に

２
台

以
上

の
検

出
器

に
お

い
て

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

た
場

合
に

，
論

理
回

路
が

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
で

き
る

設
計

と
す

る
。

論
理

回
路

は
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
す

る
場

合
に

，
警

報
を

発
報

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

停
止

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

の
開

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

の
起

動
信

号
，

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
隔

離
弁

の
閉

信
号

及
び

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
排

風
機

の
停

止
信

号
を

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
は

，
停

止
信

号
を

受
け

て
，

論
理

回
路

に
よ

る
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

の
発

生
の

判
定

か
ら

１
分

以
内

に
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

へ
の

供
給

液
の

供
給

を
停

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
中

央
制

御
室

に
お

け
る

緊
急

停
止

系
の

操
作

に
よ

っ
て

速
や

か
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
へ

の
供

給
液

の
供

給
を

停
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

1
9
回

補
正

第
三

号
に

つ
い

て

　
　

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

機
器

に
接

続
す

る
換

気
系

統

の
配

管
の

流
路

を
遮

断
し

，
換

気
系

統
の

配
管

内
が

加
圧

状
態

に
な

っ
た

場
合

に
セ

ル

内
に

設
置

さ
れ

た
配

管
の

外
部

へ
放

射
性

物
質

を
排

出
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
，

当
該

重
大

事
故

で
発

生
し

た
放

射
性

物
質

を

含
む

気
体

を
貯

留
し

，
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

機
器

に
接

続
す

る
配

管
の

流
路

を
遮

断

し
，

換
気

系
統

の
配

管
内

が
加

圧
状

態
に

な
っ

た
場

合
に

セ
ル

内
に

設
置

さ
れ

た
配

管
の

外
部

へ
放

射
性

物
質

を
排

出
で

き
る

よ
う

に
し

，

（
1
1
2
）

【
ヘ

項
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
報

す
る

。
ま

た
，

こ
れ

ら
の

検
出

器
の

誤
作

動
を

考
慮

し
て

，
同

時
に

２
台

以
上

の
検

出
器

に
お

い
て

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

た
場

合
に

，
論

理
回

路
が

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
で

き
る

設
計

と
す

る
。

論
理

回
路

は
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
す

る
場

合
に

，
警

報
を

発
報

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

停
止

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

の
開

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

の
起

動
信

号
，

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
隔

離
弁

の
閉

信
号

及
び

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
排

風
機

の
停

止
信

号
を

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
9
9
, 
2
0
0
）

【
ト

項
】

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
又

は
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
に

よ
り

臨
界

事
故

の
発

生
を

判
定

し
た

場
合

若
し

く
は

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
に

よ
り

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

発
生

を
判

定
し

た
場

合
に

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
に

放
射

性
物

質
を

導
出

す
る

た
め

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

を
自

動
開

放
す

る
と

と
も

に
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

を
自

動
で

起
動

す
る

。
同

時
に

，
前

処
理

建
屋

に
お

い
て

は
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
流

路
を

遮
断

す
る

た
め

，
当

該
系

統
上

の
隔

離
弁

を
自

動
閉

止
す

る
。

精
製

建
屋

に
お

い
て

は
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

と
と

も
に

排
風

機
を

自
動

停
止

す

る
。

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯

留
槽

へ
の

放
射

性
物

質
の

導
出

に
お

い
て

は
，

重
大

事
故

が
発

生
し

た
機

器
か

ら
放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
が

，
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

又
は

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

を
通

じ
て

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

る
よ

り
も

早
く

，
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

又
は

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
経

路
を

遮
断

す
る

こ
と

で
導

出
す

る
こ

と
と

し
，

具
体

的
に

は
約

１
分

以
内

で
導

出
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。

（
2
4
9
,2

5
0
）

【
6
.2

.4
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
す

る
。

ま
た

，
こ

れ
ら

の
検

出
器

の
誤

作
動

を
考

慮
し

て
，

同
時

に
２

台
以

上
の

検
出

器
に

お
い

て
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
異

常
を

検
知

し
た

場
合

に
，

論
理

回
路

が
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
と

判
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。
論

理
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
と

判
定

す
る

場
合

に
，

警
報

を
発

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

停
止

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

の
開

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

の
起

動
信

号
，

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
隔

離
弁

の
閉

信
号

及
び

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
排

風
機

の
停

止
信

号
を

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
６

－
６

－
3
6
5
, 
６

－
６

－
3
6
6
)

【
7
.2

.2
】

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
又

は
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
に

よ
り

臨
界

事
故

の
発

生
を

判
定

し
た

場
合

若
し

く
は

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
に

よ
り

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

発
生

を
判

定
し

た
場

合
に

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
に

放
射

性
物

質
を

導
出

す
る

た
め

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

を
自

動
開

放
す

る
と

と
も

に
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

を
自

動
で

起
動

す
る

設
計

と
す

る
。

同
時

に
，

前
処

理
建

屋
に

お
い

て
は

せ
ん

断
処

理
・

溶
解

廃
ガ

ス
処

理
設

備
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

設
計

と
す

る
。

精
製

建
屋

に
お

い
て

は
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

と
と

も
に

排
風

機
を

自
動

停
止

す
る

設
計

と
す

る
。

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯

留
槽

へ
の

放
射

性
物

質
の

導
出

に
お

い
て

は
，

重
大

事
故

が
発

生
し

た
機

器
か

ら
放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
が

，
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

又
は

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

を
通

じ
て

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

る
よ

り
も

早
く

，
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

又
は

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
経

路
を

遮
断

す
る

こ
と

で
導

出
す

る
こ

と
と

し
，

具
体

的
に

は
約

１
分

以
内

で
導

出
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。

（
６

－
７

－
9
0
,9

1
）
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適
合
方
針

適
合
方
針



1
9
回

補
正

第
四

号
に

つ
い

て

　
　

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
放

射
性

物

質
の

放
出

に
よ

る
影

響
を

緩
和

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

す

る
設

計
と

す
る

。

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
に

お
い

て
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し

た
場

合
に

，
当

該
重

大
事

故
で

発
生

し
た

放
射

性
物

質
を

含
む

気
体

を
貯

留
し

，
大

気

中
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
量

を
低

減
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
影

響
を

緩
和

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

及
び

保
管

す
る

。

（
1
1
2
）

【
ヘ

項
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
報

す
る

。
ま

た
，

こ
れ

ら
の

検
出

器
の

誤
作

動
を

考
慮

し
て

，
同

時
に

２
台

以
上

の
検

出
器

に
お

い
て

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

た
場

合
に

，
論

理
回

路
が

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
で

き
る

設
計

と
す

る
。

論
理

回
路

は
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

し
た

と
判

定
す

る
場

合
に

，
警

報
を

発
報

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

停
止

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

の
開

信
号

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

の
起

動
信

号
，

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
隔

離
弁

の
閉

信
号

及
び

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
排

風
機

の
停

止
信

号
を

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
9
9
, 
2
0
0
）

【
ト

項
】

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
又

は
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
に

よ
り

臨
界

事
故

の
発

生
を

判
定

し
た

場
合

若
し

く
は

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
に

よ
り

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

発
生

を
判

定
し

た
場

合
に

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
に

放
射

性
物

質
を

導
出

す
る

た
め

，
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

を
自

動
開

放
す

る
と

と
も

に
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

を
自

動
で

起
動

す
る

。
同

時
に

，
前

処
理

建
屋

に
お

い
て

は
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
流

路
を

遮
断

す
る

た
め

，
当

該
系

統
上

の
隔

離
弁

を
自

動
閉

止
す

る
。

精
製

建
屋

に
お

い
て

は
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
の

流
路

を
遮

断
す

る
た

め
，

当
該

系
統

上
の

隔
離

弁
を

自
動

閉
止

す
る

と
と

も
に

排
風

機
を

自
動

停
止

す

る
。

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯

留
槽

へ
の

放
射

性
物

質
の

導
出

に
お

い
て

は
，

重
大

事
故

が
発

生
し

た
機

器
か

ら
放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
が

，
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

又
は

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

を
通

じ
て

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

る
よ

り
も

早
く

，
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

又
は

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
経

路
を

遮
断

す
る

こ
と

で
導

出
す

る
こ

と
と

し
，

具
体

的
に

は
約

１
分

以
内

で
導

出
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。

（
2
4
9
,2

5
0
）

【
6
.2

.4
】

重
大

事
故

時
供

給
停

止
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
場

合
に

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

の
３

台
の

検
出

器
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

異
常

を
検

知
し

，
警

報
を

発
す

る
。

ま
た

，
こ

れ
ら

の
検

出
器

の
誤

作
動

を
考

慮
し

て
，

同
時

に
２

台
以

上
の

検
出

器
に

お
い

て
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
異

常
を

検
知

し
た

場
合

に
，

論
理

回
路

が
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
と

判
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。
論

理
回

路
は

，
Ｔ

Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な

分
解

反
応

が
発

生
し

た
と

判
定

す
る

場
合

に
，

警
報

を
発

す
る

と
と

も
に

，
プ

ル
ト
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縮
缶
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隔
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縮
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動
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号
，

精
製
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類
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処
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廃
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ス
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ト
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系
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の
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離
弁

の
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信
号

及
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精
製

建
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類
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ガ
ス
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設
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ト
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）
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を
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給
回

路
又

は
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
に

よ
り

臨
界

事
故

の
発

生
を

判
定

し
た

場
合

若
し

く
は

重
大

事
故

時
供

給
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す
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計
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る

。
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1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備） 

第三十七条 セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再

処理規則第一条の三第四号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するた

めに必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設けなければならない。 

一  火災又は爆発の発生（リン酸トリブチルの混入による急激な分解反応

により発生するものを除く。）を未然に防止するために必要な設備 

二  火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させるため

に必要な設備 

三  火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル

内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備 

四  火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「火災又は爆発の発生（リン酸トリブチルの混

入による急激な分解反応により発生するものを除く。）を未然に防止するた

めに必要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備とは異なる溶液

の回収・移送設備、セル内注水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある安全上

重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「火災又は爆発が発生した場合において火災又

は爆発を収束させるために必要な設備」とは、設計基準の要求により措置し
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た設備とは異なる消火設備や窒息消火設備（ダンパ等の閉止）、漏えいした

溶液の冷却設備、セル内注水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある安全上

重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「火災又は爆発が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、密閉式ダン

パ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置さ

れた配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安全

器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある安全上

重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号に規定する「放射性物質の放出による影響を緩和するため

に必要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための設備の必

要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断されな

い場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用する

ことは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施設

の状態を監視するための設備の整備を含む。 
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適合のための設計方針 

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設において，有機溶媒

等による火災又は爆発について評価する機器は，重大事故の発生又は拡大を

防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

第一号について 

  有機溶媒等による火災又は爆発は，リン酸トリブチルの混入による急激

な分解反応に相当するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を対象とするため，

第一号に該当する設備はない。 

第二号について 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止し，それを維持できるようにするため

に必要な重大事故等対処設備を設置する設計とする。 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を

判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動で

停止する設計とする。また，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

により，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 
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 第三号について 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に接続する換気系統の

配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内

に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにするために必要

な重大事故等対処設備を設置する設計とする。ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生した場合において，当該重大事故で発生した放射性物質を含

む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な

重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

 

 第四号について 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，放射性物質

の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設置する

設計とする。 

プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合に，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設

備を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

4.   再処理設備本体 

6.   計測制御系統施設 

7.   放射性廃棄物の廃棄施設 
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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線

量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定めら

れている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量に

ついては，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 
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の発生を未然に防止するとともに，水素爆発が発生した場合におい

て，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持し，水素爆発

が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために

必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内

に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，射性

物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

水素爆発に対処するための設備は，代替安全圧縮空気系及び代替

換気設備で構成する。 

 

(ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するた

めの機能を有する施設のうち，有機溶媒等による火災又は爆発の発

生を想定する機器は，重大事故等の拡大を防止するために必要な次

に掲げる重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するた

めの機能を有する施設のうち，有機溶媒等による火災又は爆発の発

生を想定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防

止し，その状態を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩

和するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事

故時プルトニウム缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃
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  ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

  (１) せん断処理施設 

  (ⅰ) 構  造 

 せん断処理施設は，使用済燃料集合体を使用済燃料の貯蔵施設の使

用済燃料貯蔵設備から受け入れて，せん断処理設備へ供給する燃料供

給設備２系列及び使用済燃料集合体をせん断処理し，溶解施設の溶解

設備に移送するせん断処理設備２系列で構成し，前処理建屋に収納す

る。 

前処理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上５階，地下４階，建築面積約6,000

ｍ２の建物である。 

 前処理建屋機器配置概要図を第65図から第74図に示す。 

 また，せん断処理施設系統概要図を第９図に示す。 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ａ) 燃料供給設備 

     燃料横転クレ－ン     ２台（１台／系列） 

   (ｂ) せん断処理設備 

     せん断機         ２台（１台／系列） 

  (ⅲ) せん断処理する使用済燃料の種類及びその種類ごとの 大処理能力 

   (ａ) せん断処理する使用済燃料の種類 

     ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕

様を満たすものである。 

   (イ) 濃 縮 度   

     照射前燃料 高濃縮度    ： ５ｗｔ％ 

     使用済燃料集合体平均濃縮度 ： 3.5ｗｔ％以下 
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の溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，

臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，外部人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，使用済み燃料の再処理の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対し

て，ステンレス鋼等，腐食し難い材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設

計とする。性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁

の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。 

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合において，
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プルトニウム濃縮缶の加熱を停止することで，プルトニウム濃縮缶

におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，プルトニウム濃

縮缶及び一次蒸気停止弁で構成する。 

設計基準対象の施設と兼用するプルトニウム精製設備の一部であ

るプルトニウム濃縮缶，電気設備の一部である受電開閉設備等及び

工程計装設備の一部を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

工程計装設備については，「ヘ．(３) 主要な工程計装設備の種

類」に，電気設備については，「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に示す。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を検知した場合に，プルトニウム濃縮缶の

加熱の停止によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止す

るため，一次蒸気停止弁を閉止することにより，プルトニウム濃縮

缶の加熱を停止できる設計とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内的事象を起因として発生を

想定するため，外的事象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定

しない。 

一次蒸気停止弁は，設計基準事故に対処する加熱停止のための遮

断弁と共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう，

動作原理の異なる弁を設けることで，多様性を有する設計とする。 

一次蒸気停止弁は，加熱停止のための遮断弁と溢水，化学薬品漏

えい，内部発生飛散物及び配管の全周破断の影響によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，加熱停止のための遮断弁を

設置する部屋と異なる部屋に設置することにより，位置的分散を図
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ヘ．計測制御系統施設の設備 

  (１) 核計装設備の種類 

安全機能を有する施設の健全性を確保するため，臨界安全管理の観

点から，ガンマ線，中性子等の放射線を測定し，運転監視・制御を行

うとともに，安全を確保するための警報等を発する核計装設備を設置

する。核計装設備で測定するパラメータは，再処理施設の運転時，停

止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制

御できるとともに，想定される範囲内で監視できる設計とする。また，

設計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲及び期間

にわたり監視できる設計とする。核計装設備を以下に示す。 

使用済燃料の受入れ施設の燃料仮置きピットに，使用済燃料集合体

の燃焼度及び平均濃縮度を測定する燃焼度計測装置を設置する。 

分離施設の分配設備のプルトニウム洗浄器の中性子の計数率を測定

し，警報を発する中性子検出器を設置する。また，分配設備のプルト

ニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，警報を発するアルファ

線検出器を設置する。 

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器のアルファ

線の計数率を測定し，警報を発するアルファ線検出器を設置する。 

 

  (２) 主要な安全保護回路の種類 

  (ⅰ) 設計基準対象の施設 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，

これらの異常を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超え

ないようにするための設備及び火災，爆発その他の再処理施設の安全

性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止
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室において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計と

する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，員数確認，性能確認等が可能な設計とする。 

 

   ［常設重大事故等対処設備］ 

     重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

      緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）  １式 

      緊急停止系（精製建屋用，電路含む）   １式 

 

  (ｃ) 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，プルトニウム濃縮

缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。また，当該重大事故で発生し

た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を

低減するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及び緊急

停止系（精製建屋用，電路含む）で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する工程計装設備の一部，電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電気設備」に示す。 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発
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生した場合に，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相

部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計の３台の検出器により

プルトニウム濃縮缶の異常を検知し，警報を発報する。また，これら

の検出器の誤作動を考慮して，同時に２台以上の検出器においてプル

トニウム濃縮缶の異常を検知した場合に，論理回路がＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生したと判定できる設計とする。論理回路は，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定する場合に，警報

を発報するとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンの停止信号，

廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起

動信号，廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び廃ガス貯留設備の

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の排風機の停止信号を発することができる設計とする。 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によって速やかにプル

トニウム濃縮缶への供給液の供給を停止できる設計とする。 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路と共通要因によって同時にその機能を損なわれるお

それがないよう，加熱停止回路とは異なるプルトニウム濃縮缶供給槽

ゲデオンの停止回路を設けることで，多様性を有する設計とする。 

重大事故時供給停止回路は，自然現象，外部人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の

確保，修理等の対応，使用済燃料の再処理の停止等により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 

重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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 ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

   (ａ) 設計基準対象の施設 

 気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断処理設備及び溶

解施設の溶解設備から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処

理・溶解廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する塔槽類から

発生する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，高レベ

ル廃液ガラス固化設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気

する換気設備並びに主排気筒で構成する。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建屋に収納する。 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高レベル廃液ガラス固

化建屋に収納する。 

前処理建屋の主要構造は，「ニ． (１) せん断処理施設 (ⅰ) 構造」

に示す。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階，地下４階，

建築面積約5,100ｍ２の建物である。 

 主排気筒は，高さ約150ｍ，面積約1,600ｍ２の構築物である。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図を第121図から第129図

に示す。 

 なお，塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋に収納する。 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の濃度を監視しながら

主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃
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は，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大

事故等が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 

 

   (ロ) 廃ガス貯留設備 

臨界事故の発生を想定する機器において臨界事故が発生した場合

及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を想定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故

で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，

前処理建屋又は精製建屋の臨界事故の発生を想定する機器間におい

て兼用する。また，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，

臨界事故の発生を想定する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を想定する機器間で兼用する。 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，

配管・弁等で構成する。 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び重大事故時供給停止回

路並びに工程計装設備の一部を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処

理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁
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及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主

配管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔

離弁，主配管・弁及び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配管，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

の一部である主配管，精製建屋換気設備の一部であるセル排気フィ

ルタユニット，グローブボックス・セル排風機及びダクト，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，主排

気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気

系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の

一部である第１低レベル廃液処理系，工程計装設備の一部，電気設

備の一部である受電開閉設備等，放射線監視設備の一部，試料分析

関係設備並びに環境管理設備を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要な安全保護回路の種類」に，

工程計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程計装設備の種類」に，

電気設備については「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に，放射線監視設備，

試料分析関係設備及び環境管理設備については，「チ．(２) 屋外管

理用の主要な設備の種類」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに
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廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する。同時に，前処理建

屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する。精製建屋においては精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止するととも

に排風機を自動停止する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，

重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるより

も早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の経路を遮断す

ることで導出することとし，具体的には約１分以内で導出できるよ

う設計する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽が所定の圧力に達した場合，中央

制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆

止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない

設計とする。その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔

離弁を閉止し，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止する。これらの
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↓
1
9
回

補
正

の
内

容
、

ペ
ー

ジ
を

記
載

。
ペ

ー
ジ

番
号

は
（

　
）

で
記

載
す

る
。

添
六

1
.9

（
6
-1

-1
0
2
4
～

1
0
2
7
）

本
文

ロ
本

文
添

六

1
9
回

補
正

　
第

１
項

に
つ

い
て

　
　

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
放

射
線

を
遮

蔽
し

，
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

及
び

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

　
　

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
及

び
放

射
線

を
遮

蔽
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
，

代
替

注
水

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
水

の
漏

え
い

を
抑

制
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
，

漏
え

い
抑

制
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

，
臨

界
防

止
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

(6
-1

-1
0
3
8
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
放

射
線

を
遮

蔽
し

，
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

及
び

保
管

す
る

。

(1
1
3
)

【
ハ

項
】

(ａ
) 

代
替

注
水

設
備

代
替

注
水

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
注

水
し

水
位

を
維

持
す

る
こ

と
に

よ
り

，
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
放

射
線

を
遮

蔽
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
1
1
9
）

(ｃ
) 

漏
え

い
抑

制
設

備

漏
え

い
抑

制
設

備
の

サ
イ

フ
ォ

ン
ブ

レ
ー

カ
は

，
プ

ー
ル

水
冷

却
系

の
配

管
の

破
断

に
よ

る
サ

イ
フ

ォ
ン

現
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
，

サ
イ

フ
ォ

ン
現

象
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

を
抑

制
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
1
2
4
）

漏
え

い
抑

制
設

備
の

止
水

板
及

び
蓋

は
，

地
震

に
よ

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

溢
水

を
抑

制
す

る
こ

と
に

よ
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

小
規

模
な

水
の

漏
え

い
を

抑
制

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
2
4
～

1
2
5
）

(ｄ
) 

臨
界

防
止

設
備

臨
界

防
止

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
2
6
）

【
3
.2

】

代
替

注
水

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
注

水
し

水
位

を
維

持
す

る
こ

と
に

よ
り

，
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
放

射
線

を
遮

蔽
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(6
-3

-2
5
～

2
6
)

漏
え

い
抑

制
設

備
の

サ
イ

フ
ォ

ン
ブ

レ
ー

カ
は

，
プ

ー
ル

水
冷

却
系

の
配

管
の

破
断

に
よ

る
サ

イ
フ

ォ
ン

現
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
，

サ
イ

フ
ォ

ン
現

象
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

を
抑

制
で

き
る

設
計

と
す

る
。

漏
え

い
抑

制
設

備
の

止
水

板
及

び
蓋

は
，

地
震

に
よ

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

溢
水

を
抑

制
す

る
こ

と
に

よ
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

小
規

模
な

水
の

漏
え

い
を

抑
制

で
き

る
設

計
と

す
る

。

(6
-3

-4
1
)

臨
界

防
止

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

(6
-3

-4
7
)

適
合
方
針

変
更

な
し

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
の

使
用

済
燃

料
受

入
れ

設
備

の
燃

料
仮

置
き

ピ
ッ

ト
，

並
び

に
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
の

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
及

び
燃

料
送

出
し

ピ
ッ

ト
（

以
下

「
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
」

と
い

う
。

）
の

冷
却

機
能

又
は

注
水

機
能

が
喪

失
し

，
又

は
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

小
規

模
な

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

低
下

し
た

場
合

に
お

い
て

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
の

使
用

済
燃

料
を

冷
却

し
，

放
射

線
を

遮
蔽

し
，

及
び

臨
界

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

【
ハ

項
】

(ａ
)　

代
替

注
水

設
備

代
替

注
水

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
注

水
し

水
位

を
維

持
す

る
こ

と
に

よ
り

，
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
及

び
放

射
線

を
遮

蔽
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(ｃ
)　

漏
え

い
抑

制
設

備

漏
え

い
抑

制
設

備
の

サ
イ

フ
ォ

ン
ブ

レ
ー

カ
は

，
プ

ー
ル

水
冷

却
系

の
配

管
の

破
断

に
よ

る
サ

イ
フ

ォ
ン

効
果

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
サ

イ
フ

ォ
ン

効
果

等
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

を
抑

制
で

き
る

設
計

と
す

る
。

漏
え

い
抑

制
設

備
の

止
水

板
及

び
蓋

は
，

地
震

に
よ

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

溢
水

を
抑

制
す

る
こ

と
に

よ
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

小
規

模
な

水
の

漏
え

い
を

抑
制

で
き

る
設

計
と

す
る

。

(ｄ
)　

臨
界

防
止

設
備

臨
界

防
止

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

【
3
.2

】

代
替

注
水

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
注

水
し

水
位

を
維

持
す

る
こ

と
に

よ
り

，
使

用
済

燃
料

を
冷

却
し

，
及

び
放

射
線

を
遮

蔽
で

き
る

設
計

と
す

る
。

漏
え

い
抑

制
設

備
の

サ
イ

フ
ォ

ン
ブ

レ
ー

カ
は

，
プ

ー
ル

水
冷

却
系

の
配

管
の

破
断

に
よ

る
サ

イ
フ

ォ
ン

効
果

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
サ

イ
フ

ォ
ン

効
果

等
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

を
抑

制
で

き
る

設
計

と
す

る
。

漏
え

い
抑

制
設

備
の

止
水

板
及

び
蓋

は
，

地
震

に
よ

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

溢
水

を
抑

制
す

る
こ

と
に

よ
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

小
規

模
な

水
の

漏
え

い
を

抑
制

で
き

る
設

計
と

す
る

。

臨
界

防
止

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

1
9
回

補
正

第
２

項
に

つ
い

て

　
　

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

の
著

し
い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
，

放
射

性
物

質
又

は
放

射
線

の
大

気
中

へ
の

著
し

い
放

出
に

よ
る

影
響

を
緩

和
し

，
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

設
置

及
び

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

　
　

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

の
著

し
い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
，

及
び

放
射

性
物

質
又

は
放

射
線

の
大

気
中

へ
の

著
し

い
放

出
に

よ
る

影
響

を
緩

和
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
，

ス
プ

レ
イ

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
の

使
用

済
燃

料
の

臨
界

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
，

臨
界

防
止

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

(6
-1

-1
0
3
8
～

1
0
3
9
)

ま
た

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
か

ら
の

大
量

の
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
異

常
に

低
下

し
た

場
合

に
お

い
て

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
の

使
用

済
燃

料
の

著
し

い
損

傷
の

進
行

を
緩

和
し

，
放

射
性

物
質

又
は

放
射

線
の

大
気

中
へ

の
著

し
い

放
出

に
よ

る
影

響
を

緩
和

し
，

及
び

臨
界

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

(1
1
3
)

【
ハ

項
】

(ｂ
) 

ス
プ

レ
イ

設
備

ス
プ

レ
イ

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
水

を
ス

プ
レ

イ
す

る
こ

と
に

よ
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

の
著

し
い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
，

及
び

放
射

性
物

質
又

は
放

射
線

の
大

気
中

へ
の

著
し

い
放

出
に

よ
る

影
響

を
緩

和
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
1
2
2
）

(ｄ
) 

臨
界

防
止

設
備

臨
界

防
止

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
1
2
6
）

【
3
.2

】

ス
プ

レ
イ

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
水

を
ス

プ
レ

イ
す

る
こ

と
に

よ
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
内

の
使

用
済

燃
料

の
著

し
い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
，

及
び

放
射

性
物

質
又

は
放

射
線

の
大

気
中

へ
の

著
し

い
放

出
に

よ
る

影
響

を
緩

和
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(6
-3

-3
4
)

臨
界

防
止

設
備

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

内
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

の
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。

(6
-3

-4
7
)

変
更

な
し

変
更

な
し

変
更

な
し

変
更

な
し

1
9
回

補
正

第
１

項
及

び
第

２
項

に
つ

い
て

　
　

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
、

水
温

及
び

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

上
部

の
空

間
線

量
率

に
つ

い
て

，
重

大
事

故
等

に
よ

り
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
に

わ
た

り
測

定
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。

ま
た

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

状
態

を
監

視
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。

　
　

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
、

水
温

及
び

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

上
部

の
空

間
線

量
率

に
つ

い
て

，
重

大
事

故
等

に
よ

り
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
に

わ
た

り
測

定
し

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

状
態

を
監

視
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
，

監
視

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

(6
-1

-1
0
3
9
)

ー

【
ハ

項
】

(ｅ
) 

監
視

設
備

監
視

設
備

の
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
温

度
計

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視
カ

メ
ラ

，
ガ

ン
マ

線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
超

音
波

式
）

，
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

水
位

計
（

メ
ジ

ャ
ー

）
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
電

波
式

）
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
エ

ア
パ

ー
ジ

式
）

，
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

水
温

計
（

サ
ー

ミ
ス

タ
式

）
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵

プ
ー

ル
等

水
温

計
（

測
温

抵
抗

体
）

，
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

空
間

線
量

率
計

（
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

）
及

び
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

空
間

線
量

率
計

（
線

量
率

計
）

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

が
低

下
し

た
場

合
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
に

お
い

て
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

位
，

水
温

及
び

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

上
部

の
空

間
線

量
率

に
つ

い
て

，
重

大
事

故
等

に
よ

り
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
に

わ
た

り
測

定
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
，

監
視

設
備

の
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視
カ

メ
ラ

及
び

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視
カ

メ
ラ

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
状

態
を

監
視

で
き

る
設

計
と

す
る

。

(1
2
9
～

1
3
0
)

【
3
.2

】

監
視

設
備

の
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
温

度
計

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視
カ

メ
ラ

，
ガ

ン
マ

線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
超

音
波

式
）

，
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

水
位

計
（

メ
ジ

ャ
ー

）
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
電

波
式

）
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
エ

ア
パ

ー
ジ

式
）

，
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

水
温

計
（

サ
ー

ミ
ス

タ
式

）
，

可
搬

型
燃

料
貯

蔵

プ
ー

ル
等

水
温

計
（

測
温

抵
抗

体
）

，
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

空
間

線
量

率
計

（
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

）
及

び
可

搬
型

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

空
間

線
量

率
計

（
線

量
率

計
）

は
，

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
，

又
は

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

か
ら

の
小

規
模

な
水

の
漏

え
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

再処理施設は，「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」に十分適合するように設計する。各規則に対する適合のための設計方

針は，以下のとおりである。 
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1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第三十八条 再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使

用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用

済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防

止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えい」とは、本規程

第２８条に示す想定事故２において想定する貯蔵槽からの水の漏えい

のことである。第２項に規定する「使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えい」とは、想定事故２において想定する貯蔵槽からの水の漏え

いを超える漏えいをいう。 

２ 第１項の設備とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有す

る措置を講じた設備等をいう。 

一 代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ

車等）を配備すること。代替注水設備は、設計基準対応の冷却、

注水設備が機能喪失し及び小規模な漏えいがあった場合でも、貯

蔵槽の水位を維持できるものであること。 
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３ 第２項の設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を講じた設備等をいう。 

一 スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、ス

プレイライン、ポンプ車等）を配備すること。 

二 スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位

が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

三 燃料損傷時に、放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出に

よる影響を緩和するための設備等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下に

掲げるものをいう。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び貯蔵槽上部の空間線量率につ

いて、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定

可能であること。 

二 使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

５ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施設

の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

 再処理施設において，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な次に掲げる設備を

設ける設計とする。 

 また，再処理施設において，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいそ

の他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい
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て使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物

質又は放射線の敷地外への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止

するために必要な次に掲げる設備を設ける設計とする。 

第１項について 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する設計とする。 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，及

び放射線を遮蔽するために必要な重大事故等対処設備として，代替注水設

備を設ける設計とする。燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するた

めに必要な重大事故等対処設備として，漏えい抑制設備を設ける設計とす

る。燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大

事故等対処設備として，臨界防止設備を設ける設計とする。

第２項について 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質又は放射線の大気中への

著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 
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  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内

の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射

線の大気中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備として，スプレイ設備を設ける設計とする。燃料貯蔵プール

等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備と

して，臨界防止設備を設ける設計とする。

第１項及び第２項について 

  燃料貯蔵プール等の水位、水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する設計とする。 

 燃料貯蔵プール等の水位、水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し，

燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処設備とし

て，監視設備を設ける設計とする。 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

6. 計測制御系統施設
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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線

量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定めら

れている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量に

ついては，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 
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ガス貯留設備で構成する。 

 

(ｇ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済

燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯

蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重

大事故等対処設備を設ける設計とする。 

使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃

料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質

又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界

を防止するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料

貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因

により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において燃料

貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性

物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和し，及び

臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備は，代替注水設備，ス
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プレイ設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成す

る。 

 

(ｈ) 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

「(ａ) 重大事故等の拡大の防止等」に示すとおり，放射性物質

の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物質の漏えいに対

処するための設備は不要である。 

 

(ｉ) 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生した場合において，

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備は，放水

設備，注水設備及び抑制設備で構成する。 

 

(ｊ) 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて，重大事故等への対処に必要となる十分な量の

水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備は，水供給設備で

構成する。 
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 ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

  (１) 構  造 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設

及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。 

 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設

及び使用済燃料の貯蔵施設で構成し，使用済燃料の受入れ施設は，使

用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納し，

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上１階（一部地上

３階，地下１階），建築面積約7,100ｍ２の建物である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上３階，地下３階，

建築面積約9,400ｍ２の建物である。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図を第47図から第51図に，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図を第52図から第58図に示

す。 

 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図を第８図に

示す。 

 

   (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 

     使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸

送された使用済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受入れ設備２系
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列（一部１系列）で構成する。使用済燃料集合体を取り扱う燃料取

出しピット及び燃料仮置きピットはライニング構造とし，使用済燃

料からの崩壊熱を適切に除去し，プール水は補給水設備から適切に

供給できる設計とする。使用済燃料受入れ設備の使用済燃料収納使

用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに

収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去し，本保管庫

の構造物の健全性を維持する設計とする。 

 

   (ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

     使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を貯蔵し，せん断

処理施設へ移送する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で

構成する。その主要な設備である燃料貯蔵プールはライニング構

造とし，使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，プール水は補

給水設備から適切に供給できる設計とする。 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 代替注水設備 

プール水冷却系若しくはその他再処理設備の附属施設の冷却

水設備の安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用）の冷却機能が喪失し，又は補給水設備の注水機能が喪失し，

燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等

からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料を冷却し及び放射線を遮蔽するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 
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 代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース

及び可搬型建屋内ホースで構成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設

備の一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

代替安全冷却水系の一部である可搬型中型移送ポンプ運搬車，

ホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ並びに計装設備の一部を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が

喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他

の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，

燃料貯蔵プール等へ注水し水位を維持することにより，使用済燃

料を冷却し，放射線を遮蔽できる設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）代替安

全冷却水系」に，水供給設備の詳細については，「リ．(２)(ⅰ) (ｂ)(ロ)

１）水供給設備」に，補機駆動用燃料補給設備の詳細については，

「リ． (４)(ⅶ)補機駆動用燃料補給設備」に，計装設備の詳細について

は，「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設備」に示す。 

代替注水設備は，補給水設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，電動駆動ポンプにより構成さ

れる補給水設備に対して可搬型中型移送ポンプは空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料は，電源設備の補機駆動

用燃料補給設備からの補給が可能な設計とすることで，多様性を

有する設計とする。 
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代替注水設備は，補給水設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，第１貯水槽を水源とすること

で，独立性を有する設計とする。 

代替注水設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により

固縛等の処置をするとともに，基準地震動による地震力により生

じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所に，補給水設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，補給水設備

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管

するとともに，外部保管エリアの異なる場所にも保管することで

位置的分散を図る。 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，竜巻

により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール等へ

注水するために必要な約240ｍ３／ｈ／台の注水流量を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップを２台の合計３

台以上を確保する。 

代替注水設備は，補給水設備に対して，重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する。 

代替注水設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても機

能を損なわない設計とする。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要によ
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り当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。 

代替注水設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。 

代替注水設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

代替注水設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても設置に支障がないように，当該設備の設置場所への遮蔽の設

置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

代替注水設備は，簡便なコネクタ接続に統一することにより，

現場での接続が可能な設計とする。 

代替注水設備は，容易かつ確実に接続できるよう，ホースは口

径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡便なコネクタ接続を

用いる設計とする。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，外観点検，員数確認，

性能確認及び分解点検が可能な設計とする。 

 

(ｂ) スプレイ設備 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プ

ール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び放射性物質

又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 
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スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダ

で構成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

代替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運搬車，放水設

備の一部である大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，補機駆

動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ及び計装設備の

一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合にお

いて，燃料貯蔵プール等へ水をスプレイすることにより，燃料貯蔵

プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性

物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和できる設

計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）代替安全冷

却水系」に，放水設備の詳細については，「リ．(４)(ⅷ)(ａ)放水設備」

に，水供給設備の詳細については，「リ．(２)(ⅰ) (ｂ)(ロ)１）水供給設備」に，

補機駆動用燃料補給設備の詳細については，「リ． (４)(ⅶ)補機駆動用

燃料補給設備」に，計装設備の詳細については，「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設

備」に示す。 

スプレイ設備は，補給水設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，第１貯水槽を水源とすることで，

独立性を有する設計とする。 

スプレイ設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固

縛等の処置をするとともに，基準地震動による地震力により生じる
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敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所に，補給水設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないように，補給水設備が設置さ

れる建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとと

もに外部保管エリアの異なる場所にも保管することで位置的分散を

図る。 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃料貯蔵プール等へ水

をスプレイするために必要な，水供給設備の大型移送ポンプ車から

の送水により約42ｍ３／ｈ／基のスプレイ流量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として12基，予備として故障時のバッ

クアップを12基の合計24基以上を確保する。 

スプレイ設備は，補給水設備に対して，重大事故等への対処に必

要な設備を１セット確保する。 

スプレイ設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても機能

を損なわない設計とする。 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水の影響に対してア

ルミニウム合金を使用する設計とする。 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，風（台風）及び竜巻に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当

該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

スプレイ設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

スプレイ設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリ

アの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，
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機能を損なわない設計とする。 

スプレイ設備は，想定される重大事故等が発生した場合において

も設置に支障がないように，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等

により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

スプレイ設備は，簡便なコネクタ接続に統一することにより，現

場での接続が可能な設計とする。 

スプレイ設備は，容易かつ確実に接続できるよう，ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計

とする。 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，外観点検，員数確認，

性能確認及び分解点検が可能な設計とする。 

 

(ｃ) 漏えい抑制設備 

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により

燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール

等からの水の漏えいを抑制するために必要な重大事故等対処設備を

設置する。 

漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカで構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する溢水防護設備の止水板及び

蓋を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管

の破断によるサイフォン現象が発生した場合において，サイフォン

現象を停止することにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいを抑制できる設計とする。 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によるスロッシングが発
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生した場合において，燃料貯蔵プール等からの溢水を抑制すること

により，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる

設計とする。 

環境条件に対して漏えい抑制設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件に対する健全性については，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ハ) 環境条件等」

に記載する。 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配

管が破断した際に発生を想定するサイフォン現象を停止するため

に必要な孔径を有する設計とする。 

漏えい抑制設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすること

で，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮して

も機能を損なわない設計とする。 

漏えい抑制設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。 

漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により機能を
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損なわない設計とする。 

漏えい抑制設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検

が可能な設計とする。 

 

(ｄ) 臨界防止設備 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯

蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置

する。 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料

貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。 

設計基準対象の施設と兼用する燃料受入れ設備の燃料仮置きラ

ック並びに燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台（実入り用）を臨界防止設備の常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が

喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他

の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料

貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プー

ル等内における使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。 

環境条件に対して臨界防止設備は，想定される重大事故等が発
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生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件に

おいて，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時

の環境条件に対する健全性については，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ハ) 環境条

件等」に記載する。 

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても機

能を損なわない設計とする。 

臨界防止設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。 

臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

臨界防止設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が

可能な設計とする。 

 

(ｅ) 監視設備 

燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能が喪失し，又は燃

料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの

大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異

常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃
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料貯蔵プール等上部の空間線量率について，重大事故等により変動

する可能性のある範囲にわたり測定するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する。 

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

監視設備は，計装設備の一部である燃料貯蔵プール等水位計，

燃料貯蔵プール等温度計，燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，ガ

ンマ線エリアモニタ，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料

貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計（サーミスタ

式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計（測温抵抗体），可搬型燃

料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率

計（線量率計）等，代替安全冷却水系の一部である運搬車，電気

設備の一部である所内高圧系統等，代替電源設備の一部である使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所内電気

設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

電源ケーブル並びに補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽及び軽油用タンクローリで構成する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を常設重大事故

等対処設備として設置する。 

計装設備の一部である可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料

貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
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（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計（サーミスタ

式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計（測温抵抗体），可搬型燃

料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率

計（線量率計）等，代替安全冷却水系の一部である運搬車，代替

電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，代替所内電気設備の一部である使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル並びに補機駆動用燃料補給

設備の一部である軽油用タンクローリを可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する計装設備の一部である燃

料貯蔵プール等水位計，燃料貯蔵プール等温度計，燃料貯蔵プー

ル等状態監視カメラ及びガンマ線エリアモニタ並びに電気設備の

一部である所内高圧系統等を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

監視設備の燃料貯蔵プール等水位計，燃料貯蔵プール等温度計，

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，ガンマ線エリアモニタ，可搬

型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型

燃料貯蔵プール等水温計（サーミスタ式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水温計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率

計（サーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（線量率計）は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪

失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の
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要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯

蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール

等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，

重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できる

設計とするとともに，監視設備の燃料貯蔵プール等状態監視カメ

ラ及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プー

ル等の状態を監視できる設計とする。 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型

燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水温計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）等は，

代替電源設備から受電できる設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）代替安全冷

却水系」に，補機駆動用燃料補給設備の詳細については，「リ． 

(４)(ⅶ)補機駆動用燃料補給設備」に，代替電源設備の詳細については，

「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替電源設備」に，代替所内電気設備の詳細につ

いては，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２)代替所内電気設備」に，計装設備の詳細

については，「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設備」に，電気設備の詳細については，

「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)４)所内高圧系統」から「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)７)計測制御用

交流電源設備」に示す。 
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3.2 重大事故等対処設備 

3.2.1 代替注水設備 

3.2.1.1 概  要 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，

及び放射線を遮蔽するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可

搬型建屋内ホースを接続し，第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水を供給

するための経路を構築することで，燃料貯蔵プール等へ注水しプール水位

を維持する。 
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3.2.1.2 系統構成及び主要設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，及

び放射線を遮蔽するため，代替注水設備を設ける。 

 (１) 系統構成 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が低下した場合の重大事故等対処設備として，代替注水設備を

使用する。 

代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び

可搬型建屋内ホースで構成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備の

一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

代替安全冷却水系の一部である可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホー

ス展張車及び運搬車，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリ並びに計装設備の一部である可搬型代替注水設備流量計を可搬

型重大事故等対処設備として配備する。 

代替安全冷却水系の詳細については，「9.5.2.1 代替安全冷却水系」

に，水供給設備の詳細については，「9.4.2.1 水供給設備」に，補機

駆動用燃料補給設備の詳細については，「9.14 補機駆動用燃料補給設

備」に，計装設備の詳細については，「6.2.1 計装設備」に示す。 

 (２) 主要設備 

   代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃
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料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ注

水し水位を維持することにより，使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽で

きる設計とする。  
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3.2.2 スプレイ設備 

3.2.2.1 概  要 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線の大気

中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合は，大型移送ポンプ車，可搬型建

屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダを接続し，第

１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水をスプレイするための経路を構築する

ことで，燃料貯蔵プール等へ水をスプレイする。 
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3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線の大気中

への著しい放出による影響を緩和するため，スプレイ設備を設ける。 

 (１) 系統構成 

   燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用する設備は，

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合の重大事故等対処設備として，

スプレイ設備を使用する。 

   スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダで構

成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備の

一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

代替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運搬車，放水設備

の一部である大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，補機駆動用

燃料補給設備の一部及び計装設備の一部であるスプレイ設備流量計を

可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

代替安全冷却水系の詳細については，「9.5.2.1 代替安全冷却水系」

に，放水設備の詳細については，「9.15.1 放水設備」に，水供給設

備の詳細については，「9.4.2.1 水供給設備」に，補機駆動用燃料補

給設備の詳細については，「9.14 補機駆動用燃料補給設備」に，計

装設備の詳細については，「6.2.1 計装設備」に示す。 

 (２) 主要設備 
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   スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の

要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，

燃料貯蔵プール等へ水をスプレイすることにより，燃料貯蔵プール等

内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放

射線の大気中への著しい放出による影響を緩和できる設計とする。 
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3.2.3 漏えい抑制設備 

3.2.3.1 概  要 

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等からの水の

漏えいを抑制するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

  

６－３－40 233



3.2.3.2 系統構成及び主要設備 

  燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するため，漏えい抑制設備を

設ける。 

 (１) 系統構成 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能が喪失し，又は燃料貯

蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合の重大事故等対処設備として，漏えい抑制設

備を使用する。 

漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカで構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する溢水防護設備の止水板及び蓋

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

 (２) 主要設備 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管の破

断によるサイフォン現象が発生した場合において，サイフォン現象を停

止することにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制

できる設計とする。 

   漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によるスロッシングが発生し

た場合において，燃料貯蔵プール等からの溢水を抑制することにより，

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる設計とする。 
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3.2.4 臨界防止設備 

3.2.4.1 概  要 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防

止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等

内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置

する。 
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3.2.4.2 系統構成及び主要設備 

  燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防止するため，臨界防止設備

を設ける。 

 (１) 系統構成 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能が喪失し，又は燃料貯

蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合

の重大事故等対処設備として，臨界防止設備を使用する。 

   設計基準対象の施設と兼用する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック並

びに燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き

架台（実入り用）を臨界防止設備の常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

 (２) 主要設備 

   臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大

量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低

下した場合において，燃料貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を

防止できる設計とする。 
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3.2.5 監視設備 

3.2.5.1 概  要 

燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいそ

の他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，

燃料貯蔵プール等の水位、水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率に

ついて，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 
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3.2.5.2 系統構成及び主要設備 

  燃料貯蔵プール等の水位、水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し，

燃料貯蔵プール等の状態を監視するため，監視設備を設ける。 

 (１) 系統構成 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能が喪失し，又は燃料貯

蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合

の重大事故等対処設備として，監視設備を使用する。 

監視設備は，計装設備の一部である燃料貯蔵プール等水位計，燃料貯

蔵プール等温度計，燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，ガンマ線エリア

モニタ，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯

蔵プール等水温計（サーミスタ式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計

（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計（線量率計），可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット用ホース，

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵

プール等空間線量率計用冷却ケース，可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空

冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型

空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット用空気圧縮機出口圧力計（機器

付），可搬型空冷ユニット出口圧力計（機器付），可搬型空冷ユニット
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用冷却装置圧力計（機器付），可搬型空冷ユニット用バルブユニット流

量計（機器付），可搬型監視カメラ入口空気流量計（機器付），可搬型

線量率計入口空気流量計（機器付）及びけん引車，代替安全冷却水系の

一部である運搬車，電気設備の一部である所内高圧系統等，代替電源設

備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代

替所内電気設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可

搬型電源ケーブル並びに補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽

及び軽油用タンクローリで構成する。 

   補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処

設備として設置する。 

計装設備の一部である可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等

水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），

可搬型燃料貯蔵プール等水温計（サーミスタ式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水温計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ），可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット

用ホース，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース，可搬

型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース，可搬型空冷ユニットＡ，

可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，

可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット用空気圧縮機出口圧力計

（機器付），可搬型空冷ユニット出口圧力計（機器付），可搬型空冷ユ

ニット用冷却装置圧力計（機器付），可搬型空冷ユニット用バルブユニ

ット流量計（機器付），可搬型監視カメラ入口空気流量計（機器付），
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可搬型線量率計入口空気流量計（機器付）及びけん引車，代替安全冷却

水系の一部である運搬車，代替電源設備の一部である使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所内電気設備の一部である使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリを可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する計装設備の一部である燃料貯蔵

プール等水位計，燃料貯蔵プール等温度計，燃料貯蔵プール等状態監視

カメラ，ガンマ線エリアモニタ並びに電気設備の一部である所内高圧系

統等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

 (２) 主要設備 

   監視設備の燃料貯蔵プール等水位計，燃料貯蔵プール等温度計，燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，ガンマ線エリアモニタ，可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャ

ー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計（サーミ

スタ式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計（測温抵抗体），可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計（線量率計）は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注

水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵

プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水位，水温

及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，重大事故等により変

動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とするとともに，可搬
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型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等の状態を監視

できる設計とする。 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯

蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等水温計

（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型

空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ及び可搬型空冷ユニットＥは，

代替電源設備から受電できる設計とする。 
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↓
1
9
回
補
正
の
内
容
、
ペ
ー
ジ
を
記
載
。
ペ
ー
ジ
番
号
は
（
　
）
で
記
載
す
る
。

添
六
1
.9
（
6
-1
-1
0
4
3
～
1
0
4
4
）

本
文
ロ

本
文

添
六

1
9
回

補
正

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
と
し
て
，
再
処
理
施

設
の
各
建
物
で
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
大
気
中
へ
放
射
性
物
質
の
放
出
に
至
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
放

水
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯

蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建

屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋

及
び
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
に
お
い

て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制

す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を

設
置
及
び
保
管
す
る
。

(1
1
4
)

【
リ
項
】

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
及
び
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ

ラ
ス
固
化
建
屋
に
お
い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
建
物
に
放
水
し
，
放
射
性
物
質
の
放
出
を
抑
制

す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

放
水
設
備
は
，
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
，
可
搬
型
放
水
砲
及
び
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
で
構
成
す
る
。

(4
1
0
,4
1
1
)

【
9
.1
5
】

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
及
び
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ

ラ
ス
固
化
建
屋
に
お
い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
建
物
に
放
水
し
，
放
射
性
物
質
の
放
出
を
抑
制

す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

（
6
-9
-6
3
3
）

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
及
び
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
に
お

い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
放
射
性
物
質
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
，
可
搬
型
放
水
砲
の
設
置

場
所
を
任
意
に
設
定
し
，
第
１
貯
水
槽
の
水
を
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
及
び
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
を
経
由
し
て
，
可
搬
型
放
水
砲
へ
供
給
し
，
建
物
へ
放
水
で
き
る
設

計
と
す
る
。

（
6
-9
-6
4
0
）

最
新
の
変
更
内
容
が
あ
る
場
合
は
、
下
線
付
き
で
変
更
案
を
記
載
す
る
。

1
9
回

補
正

放
水
設
備
は
，
移
動
等
に
よ
り
複
数
の
方
向
か
ら
再
処
理
施
設
の
各
建
物
に
向
け
て
放

水
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
，
再
処
理
施
設
の
各
建
物
で
同
時
使
用
す
る
こ
と
を
想
定

し
，
必
要
な
台
数
を
配
備
す
る
。

【
リ
項
】

放
水
設
備
は
，
移
動
等
に
よ
り
複
数
の
方
向
か
ら
再
処
理
施
設
の
各
建
物
に
向
け
て
放
水
す
る
こ
と
が
可
能
な
設
計
と
す
る
。

(4
1
2
)

【
9
.1
5
】

放
水
設
備
は
，
移
動
等
に
よ
り
複
数
の
方
向
か
ら
再
処
理
施
設
の
各
建
物
に
向
け
て
放
水
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
，
再
処
理
施
設
の
各
建
物
で
同
時
使
用
す
る
こ
と

を
想
定
し
，
必
要
な
台
数
を
配
備
す
る
。

（
6
-9
-6
3
3
）

1
9
回

補
正

建
物
へ
の
放
水
に
つ
い
て
は
，
臨
界
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
あ
ら
か
じ
め
考
慮
し
実
施

す
る
。

【
本
文
　
表
】

建
物
へ
の
放
水
に
つ
い
て
は
，
臨
界
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
あ
ら
か
じ
め
考
慮
し
，
実
施
す
る
。

(第
５
表
　
重
大
事
故
等
対
処
に
お
け
る
手
順
の
概
要
（
7
／
1
4
）
)

【
9
.1
5
】

建
物
へ
の
放
水
に
つ
い
て
は
，
臨
界
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
あ
ら
か
じ
め
考
慮
し
，
実
施
す
る
。

（
6
-9
-6
3
3
）

1
9
回

補
正

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
と
し
て
，
使
用
済
燃

料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
で
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
に

至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
，
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
を
抑
制
す
る
た

め
に
注
水
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

【
リ
項
】

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
に
お
い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
燃
料
貯
蔵

プ
ー
ル
等
へ
注
水
し
，
放
射
線
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

(4
1
5
)

【
9
.1
5
】

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
に
お
い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
放
射
線
の

放
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

注
水
設
備
は
，
第
１
貯
水
槽
の
水
を
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
で
供
給
し
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
及
び
可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
を
介
し
，
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
注
水
を

行
う
。

（
6
-9
-6
4
2
）

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
，
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
に
至
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
，
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
，
第
１
貯
水
槽
の
水
を
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
及
び
可
搬
型
建
屋
内

ホ
ー
ス
を
経
由
し
て
，
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
大
容
量
の
水
を
注
水
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-9
-6
4
8
）

1
9
回

補
正

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
抑
制
設
備
を
設

け
る
設
計
と
す
る
。

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制

す
る
た
め
の
設
備
は
，
放
水
設
備
，
注
水
設
備

及
び
抑
制
設
備
で
構
成
す
る
。

(1
1
4
)

【
リ
項
】

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
及
び
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ

ラ
ス
固
化
建
屋
に
お
い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
再
処
理
施
設
の
敷
地
に
隣
接
す
る
尾
駮
沼
及
び
海
洋
へ
放
射
性
物
質
が
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
放
射
性

物
質
の
流
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

(4
1
8
～
4
1
9
)

【
9
.1
5
】

再
処
理
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
及
び
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ

ラ
ス
固
化
建
屋
に
お
い
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
再
処
理
施
設
の
敷
地
に
隣
接
す
る
尾
駮
沼
及
び
海
洋
へ
放
射
性
物
質
が
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
，
放
射
性

物
質
の
流
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

再
処
理
施
設
の
敷
地
を
通
る
排
水
路
に
可
搬
型
汚
濁
水
拡
散
防
止
フ
ェ
ン
ス
及
び
放
射
性
物
質
吸
着
材
を
設
置
す
る
。

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
尾
駮
沼
に
可
搬
型
汚
濁
水
拡
散
防
止
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
す
る
。

（
6
-9
-6
5
0
）

建
物
に
放
水
し
た
水
が
放
射
性
物
質
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
考
慮
し
，
再
処
理
施
設
の
敷
地
を
通
る
排
水
路
を
通
じ
て
再
処
理
施
設
に
隣
接
す
る
尾
駮
沼
及
び
海
洋
へ

流
出
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た
め
に
，
可
搬
型
汚
濁
水
拡
散
防
止
フ
ェ
ン
ス
及
び
放
射
性
物
質
吸
着
材
を
設
置
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
6
-9
-6
5
5
）

1
9
回

補
正

ま
た
，
再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災

及
び
化
学
火
災
に
対
応
で
き
る
設
備
と
し
て
，
放
水
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

【
リ
項
】

放
水
設
備
は
，
再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
が
発
生
し
た
場
合
，
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
か
ら
供
給
す
る

水
を
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
を
介
し
，
可
搬
型
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
又
は
放
水
に
よ
る
消
火
活
動
を
行
い
，
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
に
対
応
で
き
る
設
計
と

す
る
。

(4
1
2
)

【
9
.1
5
】

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
が
発
生
し
た
場
合
，
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
に
対
応
す
る
た
め
に

必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
に
対
応
す
る
た
め
に
放
水
設
備
に
よ
る
消
火
活
動
を
行
う
。

（
6
-9
-6
3
3
）

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
の
対
応
を
行
う
た
め
に
，
可
搬
型
放
水
砲
の
設
置
場
所
を
任
意
に
設
定

し
，
第
１
貯
水
槽
の
水
を
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
及
び
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
を
経
由
し
て
，
可
搬
型
放
水
砲
へ
供
給
し
，
放
水
に
よ
る
消
火
活
動
が
で
き
る
設
計
と
す

る
。

（
6
-9
-6
4
0
）
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（7／14） 

1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

方
針
目
的 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下し，燃料貯蔵プール等の水位が維持

できない場合において，重大事故等が進展して継続的に生じる有意な

放射性物質の放出経路以外の経路からの放出及び放射線の放出に至る

おそれがある。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，重大事

故等が進展して継続的に生じる有意な放射性物質の放出経路以外の経

路からの放出に至るおそれがある。また，建物に放水した水が再処理

施設の敷地を通る排水路及びその他の経路を通じて，再処理施設の敷

地に隣接する尾駮沼から海洋への放射性物質の流出に至るおそれがあ

る。上記において工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

また，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災が発生した場合において，泡消火又は放水による消

火活動を行うための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等 

 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
抑
制 

放
水
設
備
に
よ
る
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
抑
制 

線量率が上昇し，建屋内での作業継続が困難

であると判断した場合，又は重大事故等への対

処を行うことが困難になり，大気中への放射性

物質の放出に至るおそれがあると判断した場

合，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びア

クセスルート上に，可搬型放水砲を放水対象の

建屋近傍に設置し，大型移送ポンプ車から可搬

型放水砲まで可搬型建屋外ホースを敷設し，可

搬型放水砲との接続を行い，大型移送ポンプ車

で第１貯水槽の水を取水し，中継用の大型移送

ポンプ車を経由して，可搬型放水砲により，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋から大

気中への放射性物質の放出を建物に放水するこ

とにより抑制する。建物への放水については，

臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮し，実

施する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等 

 

工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
抑
制 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
大
容
量
の
注

水
に
よ
る
工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放

出
抑
制 

燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいし、

燃料貯蔵プール等の水位低下が継続し、水遮蔽

による遮蔽が損なわれ、高線量の放射線が放出

するおそれがあり，建屋内作業の継続が困難で

あると判断した場合（プール空間線量，プール

水位及びプール状態監視カメラによる確認），大

型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアクセス

ルート上に設置する。可搬型建屋外ホースと可

搬型建屋内ホースを接続し，燃料貯蔵プール等

まで敷設する。大型移送ポンプ車で第１貯水槽

の水を取水し，中継用の大型移送ポンプ車を経

由して，燃料貯蔵プール等へ注水する。 

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物

質
の
流
出
抑
制 

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物

質
の
流
出
抑
制 

「対応手段等」の「大気中への放射性物質の

放出抑制の対応手段」の「放水設備による大気

中への放射性物質の放出抑制」の判断に基づ

き，放水設備による大気中への放射性物質の放

出抑制の対処を開始した場合，建物に放水した

水が放射性物質を含んでいることを考慮し，再

処理施設の敷地を通る排水路を通じて再処理施

設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物

質が流出することを想定し，可搬型汚濁水拡散

防止フェンス及び放射性物質吸着材を使用し，

海洋，河川及び湖沼等への放射性物質の流出を

抑制する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突

に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災 

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突

に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
の
対
応 

航空機燃料火災，化学火災が発生し，可搬型

放水砲による火災発生箇所へ泡消火又は放水に

よる消火活動を行う必要がある場合，大型移送

ポンプ車を第１貯水槽近傍に設置し，可搬型放

水砲を再処理施設の各建物周辺における火災の

発生箇所近傍まで設置し，可搬型建屋外ホース

を可搬型放水砲近傍まで敷設し，接続を行い，

可搬型放水砲による放水を行う。 

考
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

操
作
性 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮

し，送水開始までの時間が最短になる組合せを

優先して確保する。可搬型放水砲の設置場所

は，建物放水の対象となる建物の開口部及び風

向きにより決定する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（9／14）「電源の

確保に関する手順等」の燃料給油と同様であ

る。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり10 

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量率の把握及び状況

に応じた対応を行うことにより，実施組織要員

の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故

等の対処時においては，中央制御室等との連絡

手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 
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添
六
1
.9
（
6
-1
-1
0
4
5
～
1
0
4
6
）

本
文
ロ

本
文

添
六

1
9
回

補
正

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
と

と
も
に
，
十
分
な
量
の
水
を
供
給
で
き
る
水
の
供
給
設
備
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な

量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加

え
て
，
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
重

大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

（
1
1
4
）

対
処
に
必
要
と
な
る
水
源
の
確
保
及
び
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
な
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。
（
3
7
9
）

水
供
給
設
備
は
，
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
源
を
確
保
で
き
る
設
計
と
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
が
継
続
す
る
場
合
，
第
２
貯
水
槽
か
ら
第
１
貯
水
槽
へ
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
で
水
を
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

水
供
給
設
備
は
，
敷
地
外
の
水
源
か
ら
第
１
貯
水
槽
へ
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
で
水
を
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
3
8
1
）

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
，
十
分
な
量
の
水
を
供
給
で
き
る
水
の
供
給
設
備
を
設
置
及
び
保
管

す
る
。
（
6
－
9
－
3
0
5
）

蒸
発
乾
固
へ
の
対
処
，
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
の
喪
失
，
若
し
く
は
，
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要

因
に
よ
り
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
の
対
処
，
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
の
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
水
の
ス
プ
レ
イ
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
処
，
工
場
等
外
へ
の
放

射
線
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
処
及
び
再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
へ
の
対
処
が
で
き
る
水
源

を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
を
継
続
し
て
行
う
た
め
に
，
重
大
事
故
等
へ
対
処
す
る
水
源
で
あ
る
第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
，
第
２
貯
水
槽
の
水
を
大
型
移
送

ポ
ン
プ
車
及
び
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
を
経
由
し
て
，
第
１
貯
水
槽
へ
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。
（
６
－
９
－
3
1
2
）

1
9
回

補
正

代
替
水
源
は
，
複
数
を
確
保
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保

す
る
こ
と
に
加
え
て
，

（
1
1
4
）

水
供
給
設
備
は
，
第
１
貯
水
槽
，
第
２
貯
水
槽
，
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
，
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
，
ホ
ー
ス
展
張
車
及
び
運
搬
車
で
構
成
す
る
。

（
3
8
0
）

水
供
給
設
備
は
，
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
源
を
確
保
で
き
る
設
計
と
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
が
継
続
す
る
場
合
，
第
２
貯
水
槽
か
ら
第
１
貯
水
槽
へ
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
で
水
を
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

水
供
給
設
備
は
，
敷
地
外
の
水
源
か
ら
第
１
貯
水
槽
へ
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
で
水
を
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

（
3
8
1
）

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
源
を
確
保
す
る
た
め
に
水
供
給
設
備
の
第
１
貯
水
槽
を
設
置
し
，
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
を
継
続
す
る
た
め
に
第
２
貯
水

槽
及
び
敷
地
外
の
水
源
か
ら
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
を
使
用
し
，
第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
（
6
－
9
－
3
0
5
）

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
を
継
続
し
て
行
う
た
め
に
，
重
大
事
故
等
へ
対
処
す
る
水
源
で
あ
る
第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
，
第
２
貯
水
槽
の
水
を
大
型
移
送

ポ
ン
プ
車
及
び
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
を
経
由
し
て
，
第
１
貯
水
槽
へ
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
を
継
続
し
て
行
う
た
め
に
，
重
大
事
故
等
へ
対
処
す
る
水
源
で
あ
る
第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
，
敷
地
外
の
水
源
か
ら
水
を
大
型

移
送
ポ
ン
プ
車
及
び
可
搬
型
建
屋
外
ホ
ー
ス
を
経
由
し
て
，
第
１
貯
水
槽
へ
補
給
で
き
る
設
計
と
す
る
。
（
3
1
2
～
3
1
3
）

1
9
回

補
正

代
替
水
源
か
ら
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
を
行
う
設
備
へ
水
の
供
給
が
で
き
る
移
送
ホ
ー

ス
及
び
ポ
ン
プ
を
配
備
し
，
水
の
移
送
ル
ー
ト
は
代
替
水
源
か
ら
重
大
事
故
等
へ
の
対

処
を
行
う
設
備
ま
で
確
保
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保

す
る
こ
と
に
加
え
て
，
重
大
事
故
等
へ

の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水

を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故

等
対
処
設
備
を
設
置
及
び
保
管
す
る
。

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る

水
の
供
給
設
備
は
，
水
供
給
設
備
で
構

成
す
る
。
（
1
1
4
）

水
源
か
ら
の
移
送
ル
ー
ト
及
び
移
送
の
た
め
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
は
，
「
（
２
）
（
ⅰ
）
(ｂ

)(
ロ
)２

)　
代
替
安
全
冷
却
水
系
」
，
「
ハ
．
（
２
）
（
ⅱ
）

（
ａ
）
　
代
替
注
水
設
備
」
，
「
ハ
．
（
２
）
（
ⅱ
）
（
ｂ
）
　
ス
プ
レ
イ
設
備
」
，
「
（
４
）
（
ⅷ
）
（
ａ
）
（
イ
）
　
放
水
設
備
」
及
び
，
「
（
４
）
（
ⅷ
）

（
ｂ
）
（
イ
）
　
注
水
設
備
」
に
示
す
。
（
3
7
9
～
3
7
8
）

本
文
展
開
の
み
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1.9.41 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

（重大事故等への対処に必要となる水の供給設備） 

第四十一条 設計基準事故への対処に必要な水源とは別に、重大事

故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保するこ

とに加えて、再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備

及び重大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４１条に規定する「設計基準事故に対処するための設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量

の水を供給するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

一 想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給で

きること。 

二 複数の代替水源（貯水槽、ダム、貯水池、海等）が確保されて

いること。 

三 各水源からの移送ルートが確保されていること。 

四 代替水源からの移送ホース及びポンプを準備すること。 

適合のための設計方針 

重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

するとともに，十分な量の水を供給できる水の供給設備を設ける設計

とする。 

代替水源は，複数を確保する。 
本文ロ　　114
本文リ   379　381
添付6　　6－9－305

6－9－312
本文ロ　　114
本文リ　　380～381
添付6　　6－9－305　

6－9－312～313
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代替水源から重大事故等への対処を行う設備へ水の供給ができる移

送ホース及びポンプを配備し，水の移送ルートは代替水源から重大事

故等への対処を行う設備まで確保する。 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設

添付書類八の下記項目参照 

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力 

本文ロ　　114
本文リ　　379～380
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114 296
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処

理
建

屋
可

搬
型

発
電

機
，

分
離

建
屋

可
搬

型
発

電
機

，
制

御
建

屋
可

搬
型

発
電

機
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

可
搬

型
発

電
機

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

可
搬

型
発

電
機

及
び

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
可

搬
型

発
電

機
を

配
備

す
る

。
ま

た
，

非
常

用
所

内
電

源
系

統
の

代
替

所
内

電
気

設
備

と
し

て
，

重
大

事
故

対
処

用
母

線
を

設
置

し
，

可
搬

型
分

電
盤

及
び

可
搬

型
電

源
ケ

ー
ブ

ル
を

配
備

す
る

。

代
替

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

電
力

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

1
9

回

補
正

(１
) 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
し

て
発

生
す

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

の
電

力
を

確
保

す
る

た
め

の
設

備
に

よ
る

給
電

ａ
．

代
替

電
源

設
備

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
し

た
場

合
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

，
代

替
電

源
設

備
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

代
替

電
源

設
備

は
，

設
置

場
所

（
使

用
場

所
）

に
て

，
速

や
か

に
起

動
し

，
代

替
所

内
電

気
設

備
へ

接
続

す
る

こ
と

で
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。
代

替
電

源
設

備
は

，
非

常
用

所
内

電
源

設
備

に
対

し
て

，
独

立
性

を
有

し
，

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
す

る
。

（
１

１
５

）

ⅰ
）

 全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
し

て
発

生
す

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

の
電

力
を

確
保

す
る

た
め

の
設

備

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
必

要
と

す
る

重
大

事
故

等
対

処

設
備

は
，

代
替

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。

（
３

２
２

）

(１
)

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
し

て
発

生
す

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

電
力

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

に
よ

る
給

電

ａ
．

代
替

電
源

設
備

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
し

た
場

合
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

，
代

替
電

源
設

備
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

代
替

電
源

設
備

は
，

非
常

用
電

源
建

屋
か

ら
離

れ
た

場
所

に
保

管
す

る
こ

と
で

，
非

常
用

電
源

建
屋

内
の

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

対
し

て
，

独
立

性
を

有
し

，
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

し
，

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
に

必
要

と
な

る
十

分
な

容
量

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。

代
替

電
源

設
備

は
，

設
置

場
所

（
使

用
場

所
）

に
て

，
速

や
か

に
起

動
し

，
代

替
所

内
電

気
設

備
へ

接
続

す
る

こ
と

で
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。

代
替

電
源

設
備

は
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
に

対
し

て
，

独
立

性
を

有
し

，

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
し

，
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
必

要
と

な
る

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

ⅰ
）

 全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
し

て
発

生
す

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

の
電

力
を

確
保

す
る

た
め

の
設

備

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
必

要
と

す
る

重
大

事
故

等
対

処

設
備

は
，

代
替

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。

1
9

回

補
正

ｂ
．

代
替

所
内

電
気

設
備

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

重
大

事
故

対
処

用
母

線
（

常
設

分
電

盤
，

常
設

ケ
ー

ブ
ル

）
，

可
搬

型
分

電
盤

及
び

可
搬

型
電

源
ケ

ー
ブ

ル
で

構
成

し
，

代
替

電
源

設
備

の
電

路
と

し
て

使
用

し
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。
代

替
所

内
電

気
設

備
は

，
共

通
要

因
で

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

の
電

力
を

供
給

す
る

た
め

の
設

備
と

同
時

に
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

代
替

所
内

電
気

設
備

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

の
電

力
を

供
給

す
る

た
め

の
設

備
は

，
少

な
く

と
も

１
系

統
は

機
能

の
維

持
及

び
人

の
接

近
性

の
確

保
を

図
る

設
計

と
す

る
。

（
１

１
５

）
（

３
３

１
）

ま
た

，
非

常
用

所
内

電
源

系
統

の
代

替
所

内
電

気
設

備
と

し
て

，
重

大
事

故
対

処
用

母
線

を
設

置
し

，
可

搬
型

分
電

盤
及

び
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

を
配

備
す

る
。

代
替

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

電
力

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
６

－
９

－
４

２
）
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ｂ
．

代
替

所
内

電
気

設
備

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

重
大

事
故

対
処

用
母

線
（

常
設

分
電

盤
，

常
設

ケ
ー

ブ
ル

）
，

可
搬

型
分

電
盤

及
び

可
搬

型
電

源
ケ

ー
ブ

ル
で

構
成

し
，

代
替

電
源

設
備

の
電

路
と

し
て

使
用

し
，

必
要

と
な

る
電

力
を

供
給

す
る

設
計

と
す

る
。

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

電
力

を
供

給
す

る
た

め
の

設
備

と
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

代
替

所
内

電
気

設
備

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

の
電

力
を

供
給

す
る

た
め

の
設

備
は

，
少

な
く

と
も

１
系

統
は

機
能

の
維

持
及

び
人

の
接

近
性

の
確

保
を

図
る

設
計

と
す

る
。

代
替

電
源

設
備

と
の

接
続

箇
所

は
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

接
続

で
き

な
く

な
る

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
，

位
置

的
分

散
を

図
っ

た
複

数
箇

所
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な

施
設

へ
の

電
力

を
供

給
す

る
た

め
の

設
備

と
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
代

替
所

内
電

気
設

備
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

の
電

力
を

供
給

す
る

た
め

の
設

備
は

，
少

な
く

と
も

１

系
統

は
機

能
の

維
持

及
び

人
の

接
近

性
の

確
保

を
図

る
設

計
と

す
る

。

建
屋

の
外

か
ら

電
力

を
供

給
す

る
代

替
所

内
電

気
設

備
の

可
搬

型
電

源
ケ

ー
ブ

ル
と

重
大

事
故

対
処

用
母

線
と

の
接

続
口

は
，

溢
水

，
化

学
薬

品
漏

え
い

及
び

火
災

に
よ

っ
て

同
時

に
そ

の
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
，

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

及
び

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
内

の
，

そ
れ

ぞ
れ

互
い

に
異

な
る

複
数

の
場

所
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
非

常
用

所
内

電
源

系
統

の
代

替
所

内
電

気
設

備
と

し
て

，
重

大
事

故
対

処
用

母
線

を
設

置
し

，
可

搬
型

分
電

盤
及

び
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

を
配

備
す

る
。

代
替

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

電
力

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

1
9

回

補
正

(２
) 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
せ

ず
に

発
生

す
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
の

設
備

に
よ

る
給

電

ａ
．

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用

す
る

電
気

設
備

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
せ

ず
に

発
生

す
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
電

気
設

備
は

，
設

計
基

準
対

象
の

施
設

の
保

安
電

源
設

備
の

一
部

で
あ

る
受

電
開

閉
設

備
等

を
兼

用
し

，
同

じ
系

統
構

成
で

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

外
部

電
源

が
健

全
な

環
境

の
条

件
に

お
い

て
，

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
人

為
的

な
過

失
の

重
畳

を
要

因
と

し
て

発
生

す
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

電
力

を
供

給
す

る
設

備
は

，
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
電

気
設

備
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

，
位

置
的

分
散

は
不

要
と

す
る

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
発

生
前

（
通

常
時

）
の

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
人

為
的

な
過

失
の

重
畳

を

要
因

と
し

て
発

生
す

る
臨

界
事

故
及

び
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
の

対
処

に
用

い

る
設

備
に

電
力

を
供

給
す

る
電

気
設

備
に

つ
い

て
は

，
設

計
基

準
対

象
の

施
設

の
保

安
電

源

設
備

の
一

部
で

あ
る

受
電

開
閉

設
備

等
を

兼
用

し
，

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

設
計

基

準
対

象
の

施
設

と
兼

用
）

と
し

て
位

置
付

け
，

電
力

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。

（
１

１
５

）

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
せ

ず
外

部
電

源
が

健
全

な
環

境
条

件
に

お
い

て
，

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
人

為
的

な
過

失
の

重
畳

を
要

因
と

し
て

発
生

す
る

重
大

事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
電

力
を

供
給

す
る

電
気

設
備

は
，

設
計

基
準

対
象

の
施

設
の

保

安
電

源
設

備
の

一
部

で
あ

る
受

電
開

閉
設

備
等

を
兼

用
し

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

，
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
設

備
へ

必
要

な
電

力
を

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。

（
６

－
９

－
４

２
）

(２
) 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
せ

ず
に

発
生

す
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
の

設
備

に
よ

る
給

電

ａ
．

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用

す
る

電
気

設
備

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
せ

ず
に

発
生

す
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
電

気
設

備
は

，
設

計
基

準
対

象
の

施
設

の
保

安
電

源
設

備
の

一
部

で
あ

る
受

電
開

閉
設

備
等

を
兼

用
し

，
同

じ
系

統
構

成
で

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

外
部

電
源

が
健

全
な

環
境

の
条

件
に

お
い

て
，

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
人

為
的

な
過

失
の

重
畳

を
要

因
と

し
て

発
生

す
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

電
力

を
供

給
す

る
設

備
は

，
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
電

気
設

備
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

，
位

置
的

分
散

は
不

要
と

す
る

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
発

生
前

（
通

常
時

）
の

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
人

為
的

な
過

失
の

重
畳

を

要
因

と
し

て
発

生
す

る
臨

界
事

故
及

び
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
の

対
処

に
用

い

る
設

備
に

電
力

を
供

給
す

る
電

気
設

備
に

つ
い

て
は

，
設

計
基

準
対

象
の

施
設

の
保

安
電

源

設
備

の
一

部
で

あ
る

受
電

開
閉

設
備

等
を

兼
用

し
，

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

設
計

基

準
対

象
の

施
設

と
兼

用
）

と
し

て
位

置
付

け
，

電
力

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

要
因

と
せ

ず
外

部
電

源
が

健
全

な
環

境
条

件
に

お
い

て
，

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
人

為
的

な
過

失
の

重
畳

を
要

因
と

し
て

発
生

す
る

重
大

事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
電

力
を

供
給

す
る

電
気

設
備

は
，

設
計

基
準

対
象

の
施

設
の

保

安
電

源
設

備
の

一
部

で
あ

る
受

電
開

閉
設

備
等

を
兼

用
し

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

，
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
設

備
へ

必
要

な
電

力
を

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。

1
9

回

補
正

(３
) 

重
大

事
故

等
の

対
処

に
用

い
る

設
備

に
対

す
る

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

に
よ

る
給

油

ａ
．

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
か

ら
各

機
器

へ
の

給
油

重
大

事
故

等
時

に
補

機
駆

動
用

の
軽

油
を

補
給

す
る

設
備

と
し

て
，

軽
油

貯
槽

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
を

使
用

す
る

。
可

搬
型

発
電

機
，

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

，
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
，

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

等
は

，
軽

油
貯

槽
か

ら
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

を
用

い
て

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
１

１
５

）

(ａ
) 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

(イ
) 

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

重
大

事
故

等
の

対
処

に
用

い
る

設
備

に
対

す
る

補
機

駆
動

用
の

燃
料

を
補

給
す

る
設

備
は

，
第

１
軽

油
貯

槽
及

び
第

２
軽

油
貯

槽
（

以
下

「
軽

油
貯

槽
」

と
い

う
。

）
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

を
使

用
す

る
。

重
大

事
故

等
の

対
処

に
用

い
る

軽
油

貯
槽

は
，

地
下

に
設

置
し

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

そ
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
重

油
タ

ン
ク

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

か
ら

離
れ

た
異

な
る

場
所

に
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

，
独

立
性

を
有

し
，

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
は

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
重

油
タ

ン
ク

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

そ
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
異

な
る

燃
料

と
す

る
こ

と
で

多
様

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
補

機
駆

動
用

燃
料

補
給

設
備

の
軽

油
貯

槽
は

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
設

置
し

，
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
，

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

，
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

，
運

搬
車

，
監

視
測

定
用

運
搬

車
，

け
ん

（
４

０
４

）

引
車

，
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
に

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
の

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
は

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

配
備

し
，

可
搬

型
発

電
機

，
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
，

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

，
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
に

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
４

０
５

）

(１
) 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

重
大

事
故

等
時

の
対

処
に

用
い

る
可

搬
型

発
電

機
へ

燃
料

を
補

給
す

る
た

め
に

使
用

す
る

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
と

し
て

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の

軽
油

貯
槽

を
設

置
し

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ

を
配

備
す

る
。

軽
油

貯
槽

は
，

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

，
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬

車
，

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
，

運
搬

車
，

監
視

測
定

用
運

搬
車

，
け

ん
引

車
，

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

に
燃

料
を

補
給

で
き

る
設

計
と

す

る
。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
は

，
可

搬
型

発
電

機
，

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

，
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
及

び
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
に

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
６

－
９

－
６

２
１

）

(３
)

重
大

事
故

等
の

対
処

に
用

い
る

設
備

に
対

す
る

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
に

よ
る

給
油

ａ
．

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
は

，
重

大
事

故
等

時
に

補
機

駆
動

用
の

軽
油

を
補

給
す

る
設

備
と

し
て

，
軽

油
貯

槽
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

を
使

用
す

る
。

可
搬

型
発

電
機

，
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
，

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

，
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
等

は
，

軽
油

貯
槽

か
ら

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
を

用
い

て
燃

料
を

補
給

す
る

設
計

と
す

る
。

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
の

軽
油

貯
槽

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
は

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
重

油
タ

ン
ク

及
び

第
２

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
か

ら
離

れ
た

屋
外

に
分

散
し

て
保

管
す

る
こ

と
で

，
独

立
性

を
有

し
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
，

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
し

，
想

定
す

る
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
必

要
と

な
る

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
は

，
非

常
用

所
内

電
源

設
備

の
燃

料
貯

蔵
設

備
と

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
，

異
な

る
燃

料
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
の

燃
料

貯
蔵

設
備

に
対

し
て

多
様

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
は

，
非

常
用

所
内

電
源

設
備

の
燃

料
貯

蔵
設

備
か

ら

離
れ

た
屋

外
に

分
散

し
て

保
管

す
る

こ
と

で
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
，

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
想

定
す

る
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
必

要
と

な
る

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

(ａ
) 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

(イ
) 

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

重
大

事
故

等
の

対
処

に
用

い
る

設
備

に
対

す
る

補
機

駆
動

用
の

燃
料

を
補

給
す

る
設

備
は

，
第

１
軽

油
貯

槽
及

び
第

２
軽

油
貯

槽
（

以
下

「
軽

油
貯

槽
」

と
い

う
。

）
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

を
使

用
す

る
。

重
大

事
故

等
の

対
処

に
用

い
る

軽
油

貯
槽

は
，

地
下

に
設

置
し

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

そ
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
重

油
タ

ン
ク

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

か
ら

離
れ

た
異

な
る

場
所

に
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

，
独

立
性

を
有

し
，

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
は

，
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
重

油
タ

ン
ク

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

そ
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
異

な
る

燃
料

と
す

る
こ

と
で

多
様

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
補

機
駆

動
用

燃
料

補
給

設
備

の
軽

油
貯

槽
は

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
設

置
し

，
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
，

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

，
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

，
運

搬
車

，
監

視
測

定
用

運
搬

車
，

け
ん

引
車

，
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
に

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
の

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
は

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

配
備

し
，

可
搬

型
発

電
機

，
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
，

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

，
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
に

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(１
) 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

重
大

事
故

等
時

の
対

処
に

用
い

る
可

搬
型

発
電

機
へ

燃
料

を
補

給
す

る
た

め
に

使
用

す
る

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
と

し
て

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の

軽
油

貯
槽

を
設

置
し

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ

を
配

備
す

る
。

軽
油

貯
槽

は
，

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

，
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬

車
，

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
，

運
搬

車
，

監
視

測
定

用
運

搬
車

，
け

ん
引

車
，

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

に
燃

料
を

補
給

で
き

る
設

計
と

す

る
。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
は

，
可

搬
型

発
電

機
，

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

，
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
及

び
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
に

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

1
9

回

補
正

代
替

電
源

設
備

は
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
と

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
，

異
な

る
燃

料
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
に

対
し

て
多

様
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

代
替

電
源

設
備

の
可

搬
型

発
電

機
は

，
非

常
用

電
源

建
屋

か
ら

離
れ

た
場

所
に

保
管

す
る

こ
と

で
，

非
常

用
電

源
建

屋
内

の
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。
代

替
電

源
設

備
は

，
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
で

あ
る

安
全

上
重

要
な

施
設

へ
の

電
力

を
供

給
す

る
た

め
の

設
備

か
ら

独
立

し
た

重
大

事
故

対
処

用
母

線
で

系
統

構
成

す
る

こ
と

に
よ

り
，

独
立

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。

こ
れ

ら
の

多
様

性
及

び
位

置
的

分
散

並
び

に
重

大
事

故
対

処
用

母
線

の
独

立
性

に
よ

っ
て

，
代

替
電

源
設

備
は

，
非

常
用

所
内

電
源

設
備

で
あ

る
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
対

し
て

独
立

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
代

替
電

源
設

備
の

接
続

箇
所

は
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

接
続

で
き

な
く

な

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

，
位

置
的

分
散

を
図

っ
た

複
数

箇
所

に
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

記
載

箇
所

変
更
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1
9

回

補
正

代
替

所
内

電
気

設
備

の
重

大
事

故
対

処
用

母
線

（
常

設
分

電
盤

，
常

設
ケ

ー
ブ

ル
）

，
可

搬
型

分
電

盤
及

び
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

は
，

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

の
電

力
を

供
給

す
る

た
め

の
設

備
と

異
な

る
場

所
に

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

位
置

的
分

散
を

図
る

設
計

と
す

る
。

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

独
立

し
た

電
路

で
系

統
構

成
す

る
こ

と
に

よ
り

，
独

立
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

位
置

的
分

散
及

び
電

路
の

独
立

性
に

よ
っ

て
，

代
替

所
内

電
気

設
備

は
，

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

る
安

全
上

重
要

な
施

設
へ

の
電

力
を

供
給

す
る

た
め

の
設

備
に

対
し

て
独

立
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

記
載

箇
所

変
更

1
9

回

補
正

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
は

，
軽

油
貯

槽
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

は
，

第
１

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

重
油

タ
ン

ク
及

び
第

２
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
か

ら
離

れ
た

屋
外

に
分

散
し

て
保

管
す

る
こ

と
で

，
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

想
定

す
る

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
に

必
要

と
な

る
十

分
な

容
量

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。

記
載

箇
所

変
更

1
9

回

補
正

重
大

事
故

等
が

発
生

し
，

計
測

機
器

の
直

流
電

源
の

喪
失

，
そ

の
他

の
故

障
に

よ
り

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
，

可
搬

型
の

計
測

設
備

に
よ

り
重

大
事

故
等

の
対

処
に

有
効

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
で

き
る

設
計

と
し

て
い

る
。

可
搬

型
の

計
測

設
備

を
可

搬
型

発
電

機
に

接
続

し
給

電
開

始
で

き
る

ま
で

の
間

は
，

電
源

を
必

要
と

し
な

い
計

測
機

器
又

は
乾

電
池

，
充

電
池

を
用

い
た

計
測

設
備

で
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

有
効

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
で

き
る

設
計

と
す

る
こ

と
か

ら
，

事
業

所
内

恒
設

蓄
電

式
直

流
電

源
設

備
は

設
け

な
い

設
計

と
す

る
。

な
お

，
充

電
池

を
用

い
る

計
測

機
器

に
つ

い
て

，
充

電
が

枯
渇

し
た

場
合

に
は

計
測

機
器

に
附

属
す

る
充

電
器

に
よ

り
充

電
を

行
う

こ
と

か
ら

，
整

流
器

等
の

充
電

設
備

は
不

要
と

す
る

設
計

と
す

る
。

安
全

上
重

要
な

施
設

を
除

く
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
（

常
用

所
内

電
源

系
統

）
は

，
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
す

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
対

し
，

波
及

的
影

響
を

与
え

る
こ

と
な

く
，

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

（
１

１
５

）

ま
た

，
重

大
事

故
等

が
発

生
し

，
計

測
機

器
の

直
流

電
源

の
喪

失
，

そ
の

他
の

故
障

に
よ

り
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

，
可

搬
型

の
計

測
設

備
に

よ
り

重
大

事
故

等
の

対
処

に
有

効
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

で
き

る
設

計
と

し
て

い
る

。
可

搬
型

の
計

測
設

備
を

可
搬

型
発

電
機

に
接

続
し

給
電

開
始

で
き

る
ま

で
の

間
は

，
電

源
を

必
要

と
し

な
い

計
測

機
器

又
は

乾
電

池
，

充
電

池
を

用
い

た
計

測
設

備
で

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
有

効
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

で
き

る
設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

，
事

業
所

内
恒

設
蓄

電
式

直
流

電
源

設
備

は
設

け
な

い
設

計
と

す
る

。
な

お
，

充
電

池
を

用
い

る
計

測
機

器
に

つ
い

て
，

充
電

が
枯

渇
し

た
場

合
に

は
計

測
機

器
に

附
属

す
る

充
電

器
に

よ
り

充
電

を
行

う
こ

と
か

ら
，

整
流

器
等

の
充

電
設

備
は

不
要

と
す

る
設

計
と

す
る

。

安
全

上
重

要
な

施
設

を
除

く
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
（

常
用

所
内

電
源

系
統

）
は

，
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
す

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
対

し
，

波
及

的
影

響
を

与
え

る
こ

と
な

く
，

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
の

発
生

か
ら

，
可

搬
型

の
計

測
設

備
に

可
搬

型
発

電
機

を
接

続
し

，
給

電
開

始

で
き

る
ま

で
の

間
は

，
電

源
を

必
要

と
し

な
い

計
測

機
器

で
の

計
測

又
は

電
源

を
必

要
と

す

る
計

測
機

器
に

つ
い

て
は

，
乾

電
池

及
び

充
電

池
を

用
い

て
電

力
を

供
給

し
計

測
す

る
こ

と

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
事

業
所

内
恒

設
蓄

電
式

直
流

電
源

設
備

は
設

け
な

い
設

計
と

す

る
。
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↓
1
9
回

補
正

の
内

容
、

ペ
ー

ジ
を

記
載

。
ペ

ー
ジ

番
号

は
（

　
）

で
記

載
す

る
。

添
六

1
.9

（
6
-1

-1
0
5
3
～

1
0
5
4
）

本
文

ロ
本

文
添

六

1
9
回

補
正

第
１

項
に

つ
い

て

再
処

理
施

設
に

は
，

重
大

事
故

等
が

発
生

し
，

計
測

機
器

（
非

常
用

の
も

の
を

含
む

。
）

の
直

流
電

源
の

喪
失

そ
の

他
の

故
障

に
よ

り
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
こ

と
が

困
難

と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
，

テ
ス

タ
ー

と
換

算
表

を
用

い
て

必
要

な
計

測
を

行
う

こ

と
等

に
よ

り
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
た

め
に

有
効

な
情

報
を

把
握

で
き

る

設
備

を
設

置
又

は
配

備
す

る
。

再
処

理
施

設
に

は
，

重
大

事
故

等
が

発
生

し
，

計
測

機
器

（
非

常
用

の
も

の
を

含
む

。
）

の
直

流
電

源
の

喪
失

そ
の

他
の

故
障

に
よ

り
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が

困
難

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

，
当

該
パ

ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

た
め

に
有

効
な

情
報

を
把

握
で

き
る

設
備

を
設

置
又

は
配

備
す

る
。

(1
1
5
)

【
へ

項
】

再
処

理
施

設
に

は
，

重
大

事
故

等
が

発
生

し
，

計
測

機
器

（
非

常
用

の
も

の
を

含
む

。
）

の
直

流
電

源
の

喪
失

そ
の

他
の

故
障

に
よ

り
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
，

 再
処

理
施

設
に

お
け

る
重

大
事

故
等

の
事

象
進

展
速

度
や

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
時

間
的

余
裕

の
観

点
を

考
慮

し
，

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

（
2
0
5
）

【
6
.2

】

再
処

理
施

設
に

は
，

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
計

測
機

器
（

非
常

用
の

も
の

を
含

む
。

）
の

直
流

電
源

の
喪

失
そ

の
他

の
故

障
に

よ
り

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

，
再

処
理

施
設

に
お

け
る

重
大

事
故

等
の

事
象

進
展

速
度

や
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

時
間

的
余

裕
の

観
点

を
考

慮
し

，
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

（
6
-6

-1
4
5
）

1
9
回

補
正

第
２

項
に

つ
い

て

再
処

理
施

設
に

は
，

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
を

設
置

又
は

配
備

す
る

。
必

要
な

情
報

の
把

握
に

つ
い

て
は

，
発

生
す

る
事

故
の

特
徴

か
ら

，
作

業
可

能
な

状
態

が
比

較
的

長
時

間
確

保
で

き
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
は

，
施

設
の

遠
隔

操
作

に
代

え
て

，
緊

急
時

の
モ

ニ
タ

や
施

設
制

御
を

現
場

に
お

い
て

行
う

。
必

要
な

情
報

を
把

握
で

き
る

設
備

は
，

「
6
.2

.5
 制

御
室

」
に

示
す

。

再
処

理
施

設
に

は
，

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
必

要
な

情
報

を
把

握
で

き
る

設
備

を
設

置
又

は
配

備
す

る
。

(1
1
5
)

【
へ

項
】

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に

お
い

て
も

，
当

該
事

象
に

対
処

す
る

た
め

に
把

握
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

と
し

て
再

処
理

施
設

の
状

態
を

推
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
把

握
す

る
設

備
と

し
て

，
常

設

重
要

計
器

，
常

設
重

要
代

替
計

器
，

可
搬

型
重

要
計

器
及

び
可

搬
型

重
要

代
替

計
器

を
使

用
す

る
と

と
も

に
，

「
ヘ

．
(４

)(
ⅰ

)制
御

室
等

」
の

計
測

制
御

装
置

及
び

「
リ

．
(４

)(
ⅸ

) 
緊

急
時

対
策

所
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

情
報

把
握

設
備

を
再

処
理

施
設

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
設

備
と

し
て

兼
用

す
る

設
計

と
す

る
。

（
2
0
8
）

【
6
.2

】

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
必

要
な

情
報

と
し

て
把

握
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

添
付

書
類

八
の

「
4
.2

 大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
」

の
対

処
を

行
う

た
め

に
整

備
す

る
以

下
の

３
つ

の
活

動 を
行

う
た

め
の

手
順

で
用

い
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

す
る

。

・
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

に
関

す
る

手
順

等

・
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

を
確

保
す

る
た

め
の

対
策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
等

・
放

射
性

物
質

及
び

放
射

線
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

等

こ
れ

ら
の

活
動

は
，

添
付

書
類

八
の

「
添

付
１

 重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

」
の

う
ち

，
「

1
. 
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

手
順

等
」

，
「

2
. 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固
に

対
処

す
る

た
め

の
手

順
等

」
，

「
3
. 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
手

順
等

」
，

「
4
. 
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
手

順
等

」
，

「
5
. 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
，

「
6
. 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
の

手
順

等
」

，
「

7
. 
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
必

要
と

な
る

水
の

供
給

手

順
等

」
及

び
「

8
.電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

に
用

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

て
当

該
活

動
を

行
う

こ
と

か
ら

，
「

9
. 
事

故
時

の
計

装
に

関
す

る
手

順

等
」

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
選

定
に

お
い

て
は

こ
れ

を
網

羅
し

た
パ

ラ
メ

ー
タ

選
定

を
行

う
設

計
と

す
る

。

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

設
備

と
し

て
，

可
搬

型
重

要
計

器
，

可
搬

型
重

要
代

替
計

器
，

常
設

重
要

計
器

，
常

設
重

要
代

替
計

器
及

び
「

6
.2

.5
 制

御
室

」
の

計
測

制
御

装
置

並
び

に
「

9
.1

6
 緊

急
時

対
策

所
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

情
報

把
握

設
備

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。

（
6
-6

-1
4
8
,1

4
9
）

【
へ

項
】

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に

お
い

て
も

，
当

該
事

象
に

対
処

す
る

た
め

に
把

握
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

と
し

て
計

測
す

る
設

計
と

す
る

。

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
把

握
す

る
設

備
と

し
て

，
常

設

重
要

計
器

，
常

設
重

要
代

替
計

器
，

可
搬

型
重

要
計

器
及

び
可

搬
型

重
要

代
替

計
器

を
使

用
す

る
と

と
も

に
，

「
ヘ

．
(４

)(
ⅰ

)制
御

室
等

」
の

計
測

制
御

装
置

及
び

「
リ

．
(４

)(
ⅸ

) 
緊

急
時

対
策

所
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

情
報

把
握

設
備

を
再

処
理

施
設

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
必

要
な

情
報

を
把

握
し

記
録

す
る

設
備

と
し

て
兼

用
す

る
設

計
と

す
る

。

（
2
0
5
）

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
必

要
な

情
報

と
し

て
把

握
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

添
付

書
類

八
の

「
4
.2

 大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
」

の
対

処
を

行
う

た
め

に
整

備
す

る
以

下
の

３
つ

の
活

動 を
行

う
た

め
の

手
順

で
用

い
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

す
る

。

・
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

に
関

す
る

手
順

等

・
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

を
確

保
す

る
た

め
の

対
策

及
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
手

順
等

・
放

射
性

物
質

及
び

放
射

線
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

手
順

等

こ
れ

ら
の

活
動

は
，

添
付

書
類

八
の

「
添

付
１

 重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

」
の

う
ち

，
「

1
. 
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

手
順

等
」

，
「

2
. 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固
に

対
処

す
る

た
め

の
手

順
等

」
，

「
3
. 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
手

順
等

」
，

「
4
. 
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
手

順
等

」
，

「
5
. 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
，

「
6
. 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
の

手
順

等
」

，
「

7
. 
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
必

要
と

な
る

水
の

供
給

手

順
等

」
及

び
「

8
.電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

に
用

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

て
当

該
活

動
を

行
う

こ
と

か
ら

，
「

9
. 
事

故
時

の
計

装
に

関
す

る
手

順

等
」

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
選

定
に

お
い

て
は

こ
れ

を
網

羅
し

た
パ

ラ
メ

ー
タ

選
定

を
行

う
設

計
と

す
る

。

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

設
備

と
し

て
，

可
搬

型
重

要
計

器
，

可
搬

型
重

要
代

替
計

器
，

常
設

重
要

計
器

，
常

設
重

要
代

替
計

器
及

び
「

6
.2

.5
 制

御
室

」
の

計
測

制
御

装
置

並
び

に
「

9
.1

6
 緊

急
時

対
策

所
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

情
報

把
握

設
備

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。

（
1
4
9
）

再
処

理
施

設
に

は
ま

た
，

再
処

理
施

設
へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
（

以
下

、
「

大
型

航
空

機
の

衝
突

等
」

と
い

う
。

）
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
中

央
制

御
室

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

並
び

に
緊

急
時

対
策

所
で

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

た
め

に
，

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

及
び

大
型

航
空

機
の

衝
突

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

（
1
5
0
）

1
9
回

補
正

第
３

項
に

つ
い

て

前
項

の
設

備
は

，
「

9
.1

6
 緊

急
時

対
策

所
」

に
、

「
必

要
な

情
報

を
把

握
で

き
る

設
備

」
を

備
え

る
こ

と
に

よ
り

，
共

通
要

因
に

よ
っ

て
制

御
室

と
同

時
に

そ
の

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
設

備
を

設
置

又
は

配
備

す
る

。

当
該

設
備

は
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

制
御

室

と
同

時
に

そ
の

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
も

の
と

す
る

。

(1
1
5
)

【
へ

項
】

可
搬

型
重

要
計

器
，

可
搬

型
重

要
代

替
計

器
，

常
設

重
要

計
器

及
び

常
設

重
要

代
替

計
器

に
よ

り
計

測
し

た
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

「
ヘ

．
(４

)(
ⅰ

)制
御

室
等

」
の

計
測

制
御

装
置

及
び

「
リ

．
(４

)(
ⅸ

) 
緊

急
時

対
策

所
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

情
報

把
握

設
備

に
伝

送
し

，
中

央
制

御
室

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

並
び

に
緊

急
時

対
策

所
に

お
い

て
必

要
な

情
報

を
共

有
す

る
こ

と
に

よ
り

，
共

通
要

因
に

よ
っ

て
制

御
室

と
同

時
に

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

。

（
2
0
8
，

2
0
9
）

【
6
.2

】

可
搬

型
重

要
計

器
及

び
可

搬
型

重
要

代
替

計
器

，
常

設
重

要
計

器
，

常
設

重
要

代
替

計
器

に
よ

り
計

測
し

た
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

「
6
.2

.5
 制

御
室

」
の

計
測

制
御

装
置

及
び

「
9
.1

6
 緊

急
時

対
策

所
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

情
報

把
握

設
備

に
伝

送
し

，
中

央
制

御
室

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

必
要

な
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

に
よ

り
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

制
御

室
と

同
時

に
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

（
6
-6

-1
4
9
,1

5
0
）

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

及
び

大
型

航
空

機
の

衝
突

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

設
備

は
，

共
通

要
因

に
よ

っ
て

制
御

室
と

同
時

に
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

（
1
5
0
）
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回
補

正
の

内
容

、
ペ

ー
ジ

を
記

載
。

ペ
ー

ジ
番

号
は

（
　

）
で

記
載

す
る

。

添
六

1.
9.

44
（

6-
1-

10
56

～
10

58
）

本
文

ロ
(6
5~

67
)

本
文
へ
(2
09
~2
35
)

添
六
（
6-
6-
39
6～

41
6）

6.
2.
5.
4.
1　

中
央
制
御

室
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
に
て
必
要
な
操
作
及
び
措
置
を
行
う
実
施
組
織
要
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
居
住
性
を

確
保
す
る
た
め
の
設
備
は
，
計
測
制
御
装
置
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室
照
明
設
備
，
制
御
室
遮
蔽
設
備
，
制
御
室
環
境
測
定
設
備
及
び
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

で
構
成
す
る
。

（
１
）
　
計
測
制
御
装
置

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
は
，
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
，
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
伴
わ
な
い
重
大
事
故
等
の
発
生
時
に
は
中
央
制
御
室

に
設
置
し
て
い
る
計
測
制
御
装
置
の
監
視
制
御
盤
及
び
安
全
系
監
視
制
御
盤
に
て
監
視
す
る
設
計
と
し
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。
ま
た
，

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
た
重
大
事
故
等
の
発
生
時
及
び
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
，
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
に
よ

り
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
発
生
時
に
は
，
中
央
制
御
室
に
配
備
す
る
情
報
把
握
計
装
設
備
の
可
搬
型
情
報
表
示
装
置
に
て
監
視
す
る
設
計
と
す
る
と
と
も
に
，
当
該

設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

ま
た
，
中
央
制
御
室
に
お
い
て
実
施
組
織
要
員
を
介
さ
ず
に
監
視
す
る
た
め
に
設
置
す
る
情
報
把
握
計
装
設
備
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計

測
又
は
推
定
を
実
施
組
織
要
員
に
よ
り
所
定
の
頻
度
（
1
時
間
3
0
分
）
で
監
視
を
行
い
，
「
9
.
1
7
　
通
信
連
絡
設
備
」
の
「
9
.
1
7
.
2
　
重
大
事
故
等
対
処
施
設
」
を
用
い

て
，
中
央
制
御
室
に
情
報
伝
達
し
，
監
視
す
る
。

（
２
）
　
制
御
室
換
気
設
備

制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
及
び
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
で
構
成
す
る
。

制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
と
と
も
に
，
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
を

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
３
）
　
制
御
室
照
明
設
備

中
央
制
御
室
代
替
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
で
構
成
す
る
。

中
央
制
御
室
代
替
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
４
）
　
制
御
室
遮
蔽
設
備

制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
中
央
制
御
室
遮
蔽
で
構
成
す
る
。

制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
中
央
制
御
室
遮
蔽
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
５
）
　
制
御
室
環
境
測
定
設
備

　
　
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
で
構
成
す
る
。

中
央
制
御
室
の
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て

配
備
す
る
。

（
６
）
　
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ

（
Ｓ
Ａ
）
で
構
成
す
る
。

中
央
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ

ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

6.
2.
5.
4.
2　

使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
と
ど
ま
り
必
要
な
操
作
及
び
措
置
を
行
う
実
施
組
織
要
員
が
と

ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
は
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室
照
明
設
備
，
制
御
室
遮
蔽
設
備
，
制
御
室
環
境
測
定
設
備
及
び
制
御
室
放

射
線
計
測
設
備
で
構
成
す
る
。

（
１
）
　
計
測
制
御
装
置

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
は
，
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
，
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
伴
わ
な
い
重
大
事
故
等
の
発
生
時
に
は
使
用
済
燃
料

の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
設
置
し
て
い
る
計
測
制
御
装
置
の
監
視
制
御
盤
に
て
監
視
す
る
設
計
と
し
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付

け
る
。
ま
た
，
外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
た
重
大
事
故
等
の
発
生
時
及
び
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
，
全
交
流
動
力
電

源
の
喪
失
に
よ
り
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
発
生
時
に
は
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
配
備
す
る
可
搬
型
情
報
表
示
装
置
に
て
監
視
す

る
設
計
と
す
る
と
と
も
に
，
当
該
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

ま
た
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
お
い
て
実
施
組
織
要
員
を
介
さ
ず
に
監
視
す
る
た
め
に
設
置
す
る
情
報
把
握
計
装
設
備
が
設
置
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
測
又
は
推
定
を
実
施
組
織
要
員
に
よ
り
所
定
の
頻
度
（
1
時
間
3
0
分
）
で
監
視
を
行
い
，
「
9
.
1
7
　
通
信
連
絡
設
備
」
の

「
9.
17
.2
　
重
大
事
故
等
対
処
施
設
」
を
用
い
て
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
情
報
伝
達
し
，
監
視
す
る
。

（
２
）
　
制
御
室
換
気
設
備

制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
及
び
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
で
構
成
す
る
。

制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
と
と
も
に
，
使
用
済
燃
料
受
入

れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
３
）
　
制
御
室
照
明
設
備

制
御
室
照
明
設
備
は
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
代
替
照
明
設
備
で
構
成
す
る
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
代
替
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
４
）
　
制
御
室
遮
蔽
設
備

制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
制
御
室
遮
蔽
（
「
6
.
1
.
4
.
4
.
2
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
」
と
兼
用
）
で
構
成
す
る
。

制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
制
御
室
遮
蔽
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
５
）
　
制
御
室
環
境
測
定
設
備

　
　
　
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃

度
計
で
構
成
す
る
。

（
６
）
　
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ

（
Ｓ
Ａ
）
で
構
成
す
る
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー

ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

(４
)　

そ
の
他
の
主
要
な
事
項

(ⅰ
)　

制
御
室
等

  
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及

び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
並
び
に
記
録
で
き
る
設
備
と
し
て
計

測
制
御
装
置
を
設
け
，
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保

す
る
た
め
の
設
備
は
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室
照
明
設
備
，
制
御
室
遮

蔽
設
備
，
制
御
室
環
境
測
定
設
備
及
び
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
で
構
成
す

る
。

（
a）

　
計
測
制
御
装
置

  
計
測
制
御
装
置
は
，
情
報
把
握
計
装
設
備
，
監
視
制
御
盤
及
び
安
全
系
監

視
制
御
盤
で
構
成
す
る
。

　
情
報
把
握
計
装
設
備
は
，
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ

ラ
メ
ー
タ
を
監
視
並
び
に
記
録
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
，
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
し
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
設
置

す
る
。

（
b）

　
制
御
室
換
気
設
備

  
制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
建

屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
，
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室

換
気
設
備
及
び
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
で
構
成

す
る
。

　
制
御
室
換
気
設
備
は
，
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
及
び
使
用
済
燃

料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と

し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
，
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
及
び

代
替
使
用
済
燃
料
・
受
入
れ
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
c）

　
制
御
室
照
明
設
備

 制
御
室
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設

備
と
し
て
配
備
し
、
内
蔵
し
て
い
る
蓄
電
池
に
よ
り
電
力
を
供
給
で
き
る
設

計
と
す
る
。

（
d）

　
制
御
室
遮
蔽
設
備

  
制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
中
央
制
御
室
の
中
央
制
御
室
遮
蔽
及
び
使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
制
御
室
遮
蔽
で
構
成
す
る
。

　
制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
中
央
制
御
室
遮
蔽
及
び
制
御
室
遮
蔽
を
常
設
重
大

事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
e）

　
制
御
室
環
境
測
定
設
備

制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃

度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
で
構
成
す
る
。

　
制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素

濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

と
し
て
配
備
す
る
。

（
f）

　
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，

ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト

サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
で
構
成
す
る
。

　
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ

Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型

ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備

す
る
。

制
御

室
に

必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，

計
測

制
御

装
置
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室

照
明

設
備

，
制
御
室
遮
蔽
設
備
，
制
御
室
環
境

測
定

設
備

及
び
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
で
構

成
す

る
。

各
重

大
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
制

御
室

に
と

ど
ま
り
必
要
な
操
作
，
監
視
及
び
措

置
を

行
う

実
施
組
織
要
員
及
び
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加

工
施

設
か

ら
中
央
制
御
室
に
移
動
す
る
要
員
が

と
ど

ま
る

た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め

の
重

大
事
故
等
対
処
施
設
を
設
置
及
び
保

管
す

る
。

第
１

項
に

つ
い

て
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

実
施

組
織

要
員

が
制

御
室

に
と

ど
ま

る
た

め
に

必
要

な
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
，

代
替

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備
，

代
替

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

，
代

替
電

源
設

備
，

代
替

所
内

電
気

設
備

，
補

機
駆

動
用

燃
料

補
給

設
備

，
制

御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
「

6.
1.

4.
4.

1中
央

制
御

室
」
と

兼
用

）
，

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

（
「

6.
1.

4.
4.

2使
用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

所
内

高
圧

系
統

（
「

9.
2電

気
設

備
」

と
兼

用
）

，
所

内
低

圧
系

統
（

「
9.
2電

気
設

備
」

と
兼

用
）

，
計

測
制

御
装

置
（

「
6.
1.
4.
4.
1中

央
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

中
央

制
御

室
の

代
替

照
明

設
備

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

制
御

室
代

替
照

明
設

備
，

中
央

制
御

室
遮

蔽
（

「
6.
1.
4.
4.
1中

央
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

制
御

室
遮

蔽
（

「
6.

1.
4.

4.
2使

用
済

燃
料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
」

と
兼

用
）

，
中

央
制

御
室

環
境

測
定

設
備

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

環
境

測
定

設
備

，
中

央
制

御
室

放
射

線
計

測
設

備
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
放

射
線

計
測

設
備

，
中

央
制

御
室

の
代

替
通

信
連

絡
設

備
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
の

代
替

通
信

連
絡

設
備

，
中

央
制

御
室

の
情

報
把

握
計

装
設

備
並

び
に

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
の

情
報

把
握

計
装

設
備

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

1
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（
３
）

制
御
室
照
明
設
備

制
御
室
照
明
設
備
は
，

中
央
制
御
室
代
替
照
明
設
備

で
構
成
す
る
。

中
央
制
御
室
代
替
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
５
）

制
御
室
環
境
測
定
設
備

環
境
測
定
設
備
は
，

中
央
制
御
室
環
境
測
定
設
備

で
構
成
す
る
。

中
央
制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配

備
す
る
。

（
６
）

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，

中
央
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

で
構
成
す
る
。

中
央
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ

ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
５
）

制
御
室
環
境
測
定
設
備

制
御
室
環
境
測

定
設
備
は
，

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
環
境
測
定
設
備

で
構
成
す
る
。

使
用
済
燃
料
の

受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃

度
計
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
６
）

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

で
構
成
す
る
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー

ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

1
9
回

補
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代
替

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備
及

び
代

替
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
は

,代
替

電
源

設
備
か

ら
給

電
可

能
な

設
計

と
す

る
。

制
御
室
換
気
設
備
は
，
「
リ
．
（
１
)（

ⅰ
）
 電

気
設
備
」
の
一
部
で
あ
る

非
常
用
電
源
建
屋
の
6.
9ｋ

Ｖ
非
常
用
主
母
線
，
制
御
建
屋
の
6.
9ｋ

Ｖ
非
常

用
母
線
，
制
御
建
屋
の
46
0Ｖ

非
常
用
母
線
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
の
6.
9ｋ

Ｖ
非
常
用
母
線
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
の
46
0Ｖ

非
常
用
母
線
及
び
制
御
建
屋
可
搬
型
発
電
機
又
は
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施

設
及
び
貯
蔵
施
設
可
搬
型
発
電
機
に
よ
り
電
力
を
供
給
す
る
設
計
と
す
る
。

6.
2.
5.
4.
1　

中
央
制
御

室
（
２
）

制
御
室
換
気
設
備

a.
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
は
，
代
替
電
源
設
備
の
制
御
建
屋
可
搬
型
発
電
機
か
ら
受
電
す
る
設
計
と
す
る
。

6.
2.
5.
4.
2　

使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室

（
２
）

制
御
室
換
気
設
備

a.
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備

（
６
）

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

代
替
制
御
室
送
風
機
は
，
代
替
電
源
設
備
の
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
可
搬
型
発
電
機
か
ら
受
電
す
る
設
計
と
す
る
。

1
9
回

補
正

第
二

十
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

中
央

制
御

室
は

，
と

ど
ま

る
実

施
組

織
要

員
の

マ
ス

ク
の

着
用

及
び

交
代

要
員

体
制

を
考

慮
せ

ず
と

も
,実

効
線

量
が

各
重

大
事

故
の

有
効

性
評

価
の

対
象

と
し

て
い

る
事

象
の

う
ち

，
最

も
厳

し
い

結
果

を
与

え
る

全
交

流
動

力
電

源
の

喪
失

を
要

因
と

す
る

「
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

」
と

「
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固
」

の
重

畳
に

お
い

て
，

実
施

組
織

要
員

及
び

の
実

効
線

量
が

７
日

間
で

lO
Oｍ

Ｓ
ｖ

を
超

え
な

い
設

計
と

す
る

。

重
大

事
故

等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，

制
御

室
に

と
ど
ま
る
実
施
組
織
要
員
及
び
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施
設
か
ら
中
央
制
御
室
に
移
動
す

る
要

員
の

実
効
線
量
が
7日

間
で
10
0ｍ

Ｓ
ｖ
を

超
え

ず
，

当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め

に
適

切
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
，
実
施
組

織
要

員
が

制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な

居
住

性
を

確
保
す
る
た
め
の
重
大
事
故
等
対
処

施
設

を
設

け
る
設
計
と
す
る
。

中
央
制
御
室
は
，
各
重
大
事
故
の
有
効
性
評
価
の
対
象
と
し
て
い
る
事
象
の

う
ち
，
最
も
厳
し
い
結
果
を
与
え
る
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
す

る
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
と
「
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生

す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
の
重
畳
に
お
い
て
，
制
御
室
換
気
設
備
の
代
替
制

御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
に
よ
る
外
気
取
入
れ
に
て
換
気
を
実
施
し
て

い
る
状
況
下
に
お
い
て
評
価
し
，
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
り
必
要
な
操
作
及

び
措
置
を
行
う
実
施
組
織
要
員
及
び
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
中
央
制
御

室
に
移
動
す
る
要
員
の
実
効
線
量
が
，
７
日
間
で
10
0ｍ

Ｓ
ｖ
を
超
え
な
い

設
計
と
す
る
。

中
央
制
御
室
は
，
各
重
大
事
故
の
有
効
性
評
価
の
対
象
と
し
て
い
る
事
象
の
う
ち
，
最
も
厳
し
い
結
果
を
与
え
る
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
起
因
と
す
る
「
放
射
線

分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
」
と
「
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
」
の
重
畳
の
発
生
時
に
お
い
て
，
実
施
組
織
要
員
の
マ
ス
ク
の
着
用
及
び
交
代

要
員
体
制
を
考
慮
せ
ず
，
中
央
制
御
室
は
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
に
よ
る
外
気
取
入
れ
に
て
換
気
を
実
施
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
評
価
し
，
中
央

制
御
室
に
と
ど
ま
り
必
要
な
操
作
及
び
措
置
を
行
う
実
施
組
織
要
員
及
び
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
中
央
制
御
室
に
移
動
す
る
要
員
の
実
効
線
量
が
，
７
日
間
で
1
0
0

ｍ
Ｓ
ｖ
を
超
え
な
い
設
計
と
す
る
。

な
お
，
中
央
制
御
室
に
お
け
る
居
住
性
に
係
る
被
ば
く
評
価
結
果
は
，
上
記
状
況
下
に
お
い
て
約
1
×
1
0
-
3
ｍ
Ｓ
ｖ
で
あ
り
，
7
日
間
で
1
0
0
ｍ
Ｓ
ｖ
を
超
え
な
い
。

6.
2.
5.
4.
2　

使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
と
ど
ま
り
必
要
な
操
作
及
び
措
置
を
行
う
実
施
組
織
要
員
が
と

ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
は
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室
照
明
設
備
，
制
御
室
遮
蔽
設
備
，
制
御
室
環
境
測
定
設
備
及
び
制
御
室
放

射
線
計
測
設
備
で
構
成
す
る
。

（
１
）
　
計
測
制
御
装
置

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
は
，
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
，
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
伴
わ
な
い
重
大
事
故
等
の
発
生
時
に
は
使
用
済
燃
料

の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
設
置
し
て
い
る
計
測
制
御
装
置
の
監
視
制
御
盤
に
て
監
視
す
る
設
計
と
し
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付

け
る
。
ま
た
，
外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
た
重
大
事
故
等
の
発
生
時
及
び
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
，
全
交
流
動
力
電

源
の
喪
失
に
よ
り
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
発
生
時
に
は
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
配
備
す
る
可
搬
型
情
報
表
示
装
置
に
て
監
視
す

る
設
計
と
す
る
と
と
も
に
，
当
該
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

ま
た
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
お
い
て
実
施
組
織
要
員
を
介
さ
ず
に
監
視
す
る
た
め
に
設
置
す
る
情
報
把
握
計
装
設
備
が
設
置
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
測
又
は
推
定
を
実
施
組
織
要
員
に
よ
り
所
定
の
頻
度
（
1
時
間
3
0
分
）
で
監
視
を
行
い
，
「
9
.
1
7
　
通
信
連
絡
設
備
」
の

「
9.
17
.2
　
重
大
事
故
等
対
処
施
設
」
を
用
い
て
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
情
報
伝
達
し
，
監
視
す
る
。

（
２
）
　
制
御
室
換
気
設
備

制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
及
び
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
で
構
成
す
る
。

制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
と
と
も
に
，
使
用
済
燃
料
受
入

れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
３
）
　
制
御
室
照
明
設
備

制
御
室
照
明
設
備
は
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
代
替
照
明
設
備
で
構
成
す
る
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
代
替
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
４
）
　
制
御
室
遮
蔽
設
備

制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
制
御
室
遮
蔽
（
「
6
.
1
.
4
.
4
.
2
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
」
と
兼
用
）
で
構
成
す
る
。

制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
制
御
室
遮
蔽
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
５
）

制
御
室
環
境
測
定
設
備

使
用
済
燃
料
の

受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃

度
計
で
構
成
す
る
。

（
６
）

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ

（
Ｓ
Ａ
）
で
構
成
す
る
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー

ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

(４
)　

そ
の
他
の
主
要
な
事
項

(ⅰ
)　

制
御
室
等

  
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及

び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
並
び
に
記
録
で
き
る
設
備
と
し
て
計

測
制
御
装
置
を
設
け
，
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保

す
る
た
め
の
設
備
は
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室
照
明
設
備
，
制
御
室
遮

蔽
設
備
，
制
御
室
環
境
測
定
設
備
及
び
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
で
構
成
す

る
。

（
a）

　
計
測
制
御
装
置

  
計
測
制
御
装
置
は
，
情
報
把
握
計
装
設
備
，
監
視
制
御
盤
及
び
安
全
系
監

視
制
御
盤
で
構
成
す
る
。

　
情
報
把
握
計
装
設
備
は
，
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ

ラ
メ
ー
タ
を
監
視
並
び
に
記
録
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
，
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備
し
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
設
置

す
る
。

（
b）

　
制
御
室
換
気
設
備

  
制
御
室
換
気
設
備
は
，
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
建

屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
，
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室

換
気
設
備
及
び
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
で
構
成

す
る
。

　
制
御
室
換
気
設
備
は
，
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
及
び
使
用
済
燃

料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と

し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
，
代
替
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
及
び

代
替
使
用
済
燃
料
・
受
入
れ
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
を
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
し
て
配
備
す
る
。

（
c）

　
制
御
室
照
明
設
備

 制
御
室
照
明
設
備
は
，
可
搬
型
代
替
照
明
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設

備
と
し
て
配
備
し
、
内
蔵
し
て
い
る
蓄
電
池
に
よ
り
電
力
を
供
給
で
き
る
設

計
と
す
る
。

（
d）

　
制
御
室
遮
蔽
設
備

  
制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
中
央
制
御
室
の
中
央
制
御
室
遮
蔽
及
び
使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
制
御
室
遮
蔽
で
構
成
す
る
。

　
制
御
室
遮
蔽
設
備
は
，
中
央
制
御
室
遮
蔽
及
び
制
御
室
遮
蔽
を
常
設
重
大

事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
付
け
る
。

（
e）

　
制
御
室
環
境
測
定
設
備

制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃

度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
で
構
成
す
る
。

　
制
御
室
環
境
測
定
設
備
は
，
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素

濃
度
計
及
び
可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

と
し
て
配
備
す
る
。

（
f）

　
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備

制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，

ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型
ダ
ス
ト

サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
で
構
成
す
る
。

　
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
は
，
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ

Ａ
）
，
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
可
搬
型

ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
を
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
配
備

す
る
。

制
御

室
に

必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，

計
測

制
御

装
置
，
制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室

照
明

設
備

，
制
御
室
遮
蔽
設
備
，
制
御
室
環
境

測
定

設
備

及
び
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
で
構

成
す

る
。

各
重

大
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
制

御
室

に
と

ど
ま
り
必
要
な
操
作
，
監
視
及
び
措

置
を

行
う

実
施
組
織
要
員
及
び
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加

工
施

設
か

ら
中
央
制
御
室
に
移
動
す
る
要
員
が

と
ど

ま
る

た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め

の
重

大
事
故
等
対
処
施
設
を
設
置
及
び
保

管
す

る
。

第
１

項
に

つ
い

て
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

実
施

組
織

要
員

が
制

御
室

に
と

ど
ま

る
た

め
に

必
要

な
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
，

代
替

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備
，

代
替

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

，
代

替
電

源
設

備
，

代
替

所
内

電
気

設
備

，
補

機
駆

動
用

燃
料

補
給

設
備

，
制

御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
「

6.
1.

4.
4.

1中
央

制
御

室
」
と

兼
用

）
，

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

（
「

6.
1.

4.
4.

2使
用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

所
内

高
圧

系
統

（
「

9.
2電

気
設

備
」

と
兼

用
）

，
所

内
低

圧
系

統
（

「
9.
2電

気
設

備
」

と
兼

用
）

，
計

測
制

御
装

置
（

「
6.
1.
4.
4.
1中

央
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

中
央

制
御

室
の

代
替

照
明

設
備

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

制
御

室
代

替
照

明
設

備
，

中
央

制
御

室
遮

蔽
（

「
6.
1.
4.
4.
1中

央
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

制
御

室
遮

蔽
（

「
6.

1.
4.

4.
2使

用
済

燃
料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
」

と
兼

用
）

，
中

央
制

御
室

環
境

測
定

設
備

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

環
境

測
定

設
備

，
中

央
制

御
室

放
射

線
計

測
設

備
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
放

射
線

計
測

設
備

，
中

央
制

御
室

の
代

替
通

信
連

絡
設

備
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
の

代
替

通
信

連
絡

設
備

，
中

央
制

御
室

の
情

報
把

握
計

装
設

備
並

び
に

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
の

情
報

把
握

計
装

設
備

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

1
9
回

補
正

制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
は
，

制
御
室
換
気
設
備
，
制
御
室
照
明
設
備
，
制
御
室
遮
蔽
設
備
，
制
御
室
環
境

測
定
設
備
及
び
制
御
室
放
射
線
計
測
設
備
で
構
成
す
る
。

ま
た
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
制
御
室
に
重
要
監
視
パ

ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
並
び
に
記
録
で
き
る
設

備
と
し
て
計
測
制
御
装
置
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

第
１

項
に

つ
い

て
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

実
施

組
織

要
員

が
制

御
室

に
と

ど
ま

る
た

め
に

必
要

な
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
，

代
替

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備
，

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備
（

「
6.
1.
4.
4.
1中

央
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

代
替

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

，
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
（

「
6.

1.
4.
4.
2使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

中
央

制
御

室
代

替
照

明
設

備
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
代

替
照

明
設

備
，

中
央

制
御

室
遮

蔽
（

「
6.
1.
4.
4.
1中

央
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

制
御

室
遮

蔽
（

「
6.
1.
4.
4.
2使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

」
と

兼
用

）
，

中
央

制
御

室
環

境
測

定
設

備
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
環

境
測

定
設

備
，

中
央

制
御

室
放

射
線

計
測

設
備

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

放
射

線
計

測
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
　

代
替

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備
及

び
代

替
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
は

,代
替

電
源

設
備

か
ら

給
電

可
能

な
設

計
と

す
る

。
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1
9
回

補
正

同
様

に
，

第
二

十
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
は

，
と

ど
ま

る
実

施
組

織
要

員
の

マ
ス

ク
の

着
用

及
び

交
代

要
員

体
制

を
考

慮
せ

ず
と

も
,実

効
線
量

が
各

重
大

事
故

の
有

効
性

評
価

の
対

象
と

し
て

い
る

事
象

の
う

ち
，

最
も

厳
し

い
結

果
を

あ
た

え
る

「
臨

界
事

故
」

に
お

い
て

，
実

施
組

織
要

員
及

び
の

実
効

線
量

が
７

日
間

で
lO
Oｍ

Ｓ
ｖ

を
超

え
な

い
設

計
と

す
る

。

重
大

事
故

等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，

制
御

室
に

と
ど
ま
る
実
施
組
織
要
員
及
び
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施
設
か
ら
中
央
制
御
室
に
移
動
す

る
要

員
の

実
効
線
量
が
7日

間
で
10
0ｍ

Ｓ
ｖ
を

超
え

ず
，

当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め

に
適

切
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
，
実
施
組

織
要

員
が

制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な

居
住

性
を

確
保
す
る
た
め
の
重
大
事
故
等
対
処

施
設

を
設

け
る
設
計
と
す
る
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
は
，
各
重
大
事
故
の

有
効
性
評
価
の
対
象
と
し
て
い
る
事
象
の
う
ち
，
最
も
厳
し
い
結
果
を
与
え

る
臨
界
事
故
時
に
お
い
て
，
制
御
室
換
気
設
備
の
代
替
使
用
済
燃
料
受
入

れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
に
よ
る
外
気
取
入
れ
に
て
換
気
を
実
施
し

て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
評
価
し
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵

施
設
の
制
御
室
に
と
ど
ま
り
必
要
な
操
作
及
び
措
置
を
行
う
実
施
組
織
要
員

の
実
効
線
量
が
，
７
日
間
で
10
0ｍ

Ｓ
ｖ
を
超
え
な
い
設
計
と
す
る
。

6.
2.
5.
4.
2　

使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
は
，
各
重
大
事
故
の
有
効
性
評
価
の
対
象
と
し
て
い
る
事
象
の
う
ち
，
最
も
厳
し
い
結
果
を
与
え
る
臨
界
事
故
の
発
生
時
に
お
い

て
，
実
施
組
織
要
員
の
マ
ス
ク
の
着
用
及
び
交
代
要
員
体
制
を
考
慮
せ
ず
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
は
代
替
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯

蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
に
よ
る
外
気
取
入
れ
に
て
換
気
を
実
施
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
評
価
し
，
制
御
室
に
と
ど
ま
り
必
要
な
操
作
及
び
措
置
を
行
う
実
施
組

織
要
員
の
実
効
線
量
が
，
７
日
間
で
1
0
0
ｍ
Ｓ
ｖ
を
超
え
な
い
設
計
と
す
る
。

な
お
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
お
け
る
居
住
性
に
係
る
被
ば
く
評
価
結
果
は
，
上
記
状
況
下
に
お
い
て
約
3
×
1
0
-
3
ｍ
Ｓ
ｖ
で
あ
り
，

7日
間
で
10
0ｍ

Ｓ
ｖ
を
超
え
な
い
。

重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
中
央
制
御
室
の
外
側
が
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染

し
た
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
，
実
施
組
織
要
員
が
中
央
制
御
室
の
外
側
か

ら
中
央
制
御
室
に
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
持
ち
込
む
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
，
出
入
管
理
建
屋
か
ら
中
央
制
御
室
に
連
絡
す
る
通
路
上
又
は
制
御
建

屋
の
外
か
ら
中
央
制
御
室
に
連
絡
す
る
通
路
上
に
出
入
管
理
区
画
を
設
け
る

設
計
と
す
る
。

6.
2.
5.
4.
1　

中
央
制
御

室

重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
中
央
制
御
室
の
外
側
が
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
し
た
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
の
外
側
か
ら
中
央
制
御
室
に
放
射
性
物
質

に
よ
る
汚
染
を
持
ち
込
む
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
，
出
入
管
理
建
屋
か
ら
中
央
制
御
室
に
連
絡
す
る
通
路
上
及
び
制
御
建
屋
の
外
か
ら
中
央
制
御
室
に
連
絡
す
る
通
路

上
に
出
入
管
理
区
画
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

汚
染
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
除
染
作
業
が
で
き
る
区
画
は
，
汚
染
検
査
を
行
う
区
画
に
隣
接
し
て
設
置
す
る
設
計
と
す
る
。
。

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
外
側
が
放
射
性
物

質
に
よ
り
汚
染
し
た
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
，
実
施
組
織
要
員
が
使
用
済

燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
外
側
か
ら
使
用
済
燃
料
の

受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
持
ち

込
む
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
の
外
か
ら

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
連
絡
す
る
通
路
上

に
出
入
管
理
区
画
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

6.
2.
5.
4.
2　

使
用
済
燃

料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室

重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
外
側
が
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
し
た
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料

の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
外
側
か
ら
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
持
ち
込
む
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
の
外
か
ら
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
に
連
絡
す
る
通
路
上
に
出
入
管
理
区
画
を
設
け
る
設

計
と
す
る
。

汚
染
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
除
染
作
業
が
で
き
る
区
画
は
，
汚
染
検
査
を
行
う
区
画
に
隣
接
し
て
設
置
す
る
設
計
と
す
る
。

1
9
回

補
正

制
御

室
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
，

制
御

室
へ

の
汚

染
の

持
込

み
を

防
止

す
る

た
め

，
作

業
服

の
着

替
え

，
防

護
具

の
着

装
及

び
脱

装
，

身
体

汚
染

検
査

並
び

に
除

染
作

業
が

で
き

る
区

画
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
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45条 

404



添
六

1
.9

.4
5
（

6
-1

-1
0
6
0
）

本
文

ロ
本

文
チ

添
六

【
8
.2

.4
】

  
放

出
管

理
分

析
設

備
は

，
主

排
気

筒
の

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

及
び

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

筒
）

の
排

気
サ

ン
プ

リ
ン

グ
設

備
で

捕

集
し

た
放

射
性

よ
う

素
，

粒
子

状
放

射
性

物
質

，
炭

素
－

1
4
及

び
ト

リ
チ

ウ
ム

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。

  
環

境
試

料
測

定
設

備
は

，
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
及

び
可

搬
型

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

で
捕

集
し

た
粒

子
状

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
測

定
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(6
-8

-4
4
)

  
可

搬
型

試
料

分
析

設
備

は
，

放
出

管
理

分
析

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
主

排
気

筒
の

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

，
北

換
気

筒
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵

建
屋

換
気

筒
）

の
排

気
サ

ン
プ

リ
ン

グ
設

備
及

び
可

搬
型

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

で
捕

集
し

た
放

射
性

よ
う

素
，

粒
子

状
放

射
性

物
質

，
炭

素
－

1
4
及

び
ト

リ
チ

ウ
ム

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

す
る

設
計

と
す

る
。

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
は

，
環

境
試

料
測

定
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

に
，

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

及
び

可
搬

型
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
で

捕
集

し
た

粒
子

状
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

す
る

設
計

と
す

る
。

(6
-8

-4
4
,4

5
)

【
8
.2

.4
】

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

再
処

理
施

設
か

ら
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

線
量

を
監

視
し

，
及

び
測

定
し

，
並

び
に

そ
の

結
果

を
記

録

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

，
放

射
線

監
視

設
備

，
代

替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

試
料

分
析

関
係

設
備

，
代

替
試

料
分

析
関

係
設

備
，

環
境

管
理

設
備

の
放

射
能

観
測

車
及

び
代

替
放

射
能

観
測

設
備

を
使

用
す

る
。

(6
-8

-3
9
)

  
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
は

，
再

処
理

施
設

か
ら

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

る
放

射
性

よ
う

素
，

粒
子

状
放

射
性

物
質

，
炭

素
－

1
4
及

び
ト

リ
チ

ウ
ム

を
連

続
的

に
捕

集

す
る

と
と

も
に

，
放

射
性

希
ガ

ス
の

濃
度

を
連

続
測

定
し

，
記

録
す

る
設

計
と

す
る

。

  
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
は

，
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
に

お
け

る
空

間
放

射
線

量
率

を
連

続
監

視
し

，
記

録
す

る
設

計
と

す
る

。

  
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

は
，

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

に
お

け
る

粒
子

状
放

射
性

物
質

を
連

続
的

に
捕

集
，

測
定

し
，

記
録

す
る

設
計

と
す

る
。

(6
-8

-4
1
)

  
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

は
，

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
主

排
気

筒
の

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
接

続
口

又
は

使
用

済
燃

料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

設
備

の
ダ

ク
ト

に
接

続
し

，
主

排
気

筒
又

は
北

換
気

筒
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

）
か

ら
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
る

放
射

性
よ

う
素

，
粒

子
状

放
射

性
物

質
，

炭
素

－
1
4
及

び
ト

リ
チ

ウ
ム

を
連

続
的

に
捕

集
す

る
と

と
も

に
，

放
射

性
希

ガ
ス

の
濃

度
を

連
続

測
定

し
，

記
録

す
る

設
計

と

す
る

。

  
可

搬
型

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

は
，

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
周

辺
監

視
区

域
に

お
い

て
，

線
量

を
測

定
す

る
と

と
も

に
，

空
気

中

の
粒

子
状

放
射

性
物

質
を

連
続

的
に

捕
集

及
び

測
定

で
き

る
設

計
と

し
，

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

及
び

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

を
代

替
し

得
る

十
分

な
台

数
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。

(6
-8

-4
2
)

【
8
.2

.4
】

  
放

射
能

観
測

車
は

，
空

間
放

射
線

量
率

及
び

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
測

定
す

る
た

め
，

空
間

放
射

線
量

率
測

定
器

，
中

性
子

線
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
，

ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

，
よ

う
素

サ
ン

プ
ラ

及
び

放
射

能
測

定
器

を
搭

載
し

，
無

線
通

話
装

置
を

備
え

る
設

計
と

す
る

。

(6
-8

-4
5
)

  
可

搬
型

放
射

能
観

測
設

備
は

，
放

射
能

観
測

車
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

に
，

空
間

放
射

線
量

率
及

び
空

気
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

す
る

設
計

と
す

る
。

(6
-8

-4
6
)

【
8
.2

.4
】

常
設

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

等
）

へ
の

給
電

を
可

能
と

す
る

た
め

，
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

代
替

電
源

設
備

を
使

用
す

る
。

(6
-8

-3
9
)

  
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

代
替

電
源

設
備

は
，

非
常

用
所

内
電

源
系

統
か

ら
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
へ

の
給

電
が

喪
失

し
た

場
合

に
，

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

に
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。

(6
-8

-4
7
)

【
8
.2

.4
】

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

敷
地

内
の

風
向

，
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
を

測
定

し
，

及
び

そ
の

結
果

を
記

録
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
，

環
境

管
理

設
備

の

気
象

観
測

設
備

及
び

代
替

気
象

観
測

設
備

を
使

用
す

る
。

(6
-8

-3
9
)

  
気

象
観

測
設

備
は

，
敷

地
周

辺
の

公
衆

の
線

量
評

価
に

資
す

る
た

め
，

風
向

，
風

速
，

日
射

量
，

放
射

収
支

量
，

雨
量

及
び

温
度

を
観

測
し

，
記

録
す

る
設

計
と

す

る
。

(6
-8

-4
5
,4

6
)

  
可

搬
型

気
象

観
測

設
備

は
，

気
象

観
測

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
敷

地
内

の
風

向
，

風
速

，
日

射
量

，
放

射
収

支
量

及
び

雨
量

を
測

定
し

，
及

び
そ

の
結

果

を
記

録
す

る
設

計
と

す
る

。

(6
-8

-4
6
)

第
２

項
に

つ
い

て

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

敷
地

内
の

風
向

，
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
を

測

定
し

，
及

び
そ

の
結

果
を

記
録

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

，
環

境
管

理
設

備
の

気
象

観

測
設

備
及

び
代

替
気

象
観

測
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

1
9
回

補
正

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

敷
地

内
に

お
い

て
，

風
向

，
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
を

測
定

し
，

及
び

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

（
6
9
）

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

敷
地

内
の

風
向

，
風

速
，

日
射

量
，

放
射

収
支

量
及

び
雨

量
を

測
定

し
，

及
び

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
た

め
，

気
象

観
測

設
備

を
常

設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

気
象

観
測

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
そ

の
機

能
を

代
替

す
る

代
替

気
象

観
測

設
備

を
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

配

備
す

る
。

(3
1
1
)

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

非
常

用
所

内
電

源
系

統
か

ら
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
へ

の
給

電
が

喪
失

し
た

場
合

に
，

代
替

電
源

か
ら

給
電

す
る

た
め

，
環

境
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

用
代

替
電

源
設

備
を

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
配

備
す

る
。

(3
1
7
)

第
1
項

に
つ

い
て

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

再
処

理
施

設
か

ら
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
る

放
射

性

物
質

の
濃

度
及

び
線

量
を

監
視

し
，

及
び

測
定

し
，

並
び

に
そ

の
結

果
を

記
録

で
き

る

よ
う

に
す

る
た

め
，

放
射

線
監

視
設

備
，

代
替

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
試

料
分

析
関

係

設
備

，
代

替
試

料
分

析
関

係
設

備
，

環
境

管
理

設
備

の
放

射
能

観
測

車
及

び
代

替
放

射

能
観

測
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

  
代

替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
は

，
常

設
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト

等
）

が
機

能
喪

失
し

て
も

代
替

し
得

る
十

分
な

台
数

を
配

備
す

る
設

計
と

す
る

。

  
ま

た
，

常
設

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

等
）

は
，

環
境

モ
ニ

タ

リ
ン

グ
用

代
替

電
源

設
備

の
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

可
搬

型
発

電
機

か
ら

の
給

電
を

可

能
と

す
る

設
計

と
す

る
。

1
9
回

補
正

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

再
処

理
施

設
か

ら
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

線
量

を
監

視
し

，
及

び
測

定
し

，
並

び
に

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

  
重

大
事

故
等

が
発

生
し

，
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

及
び

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

へ
の

給
電

が
喪

失
し

た
場

合
に

，
代

替
電

源
か

ら
給

電
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

（
6
9
,7

0
）

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

敷
地

周
辺

の
空

間
線

量
率

及
び

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
迅

速
に

測
定

す
る

た
め

，
放

射
能

観
測

車
を

可
搬

型
重

大
事

故
等

対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

(3
1
0
)

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

放
射

能
観

測
車

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
そ

の
機

能
を

代
替

す
る

代
替

放
射

能
観

測
設

備
を

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て

配
備

す
る

。

(3
1
1
)

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

再
処

理
施

設
か

ら
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

並
び

に
周

辺
監

視
区

域
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
及

び
線

量
を

監

視
し

，
及

び
測

定
し

，
並

び
に

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
た

め
，

放
射

線
監

視
設

備
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

(2
9
8
)

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

放
射

線
監

視
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

に
，

そ
の

機
能

を
代

替
す

る
代

替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と

し
て

配
備

す
る

。

  
代

替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
は

，
常

設
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
等

）
が

機
能

喪
失

し
て

も
代

替
し

得
る

十
分

な
台

数
を

配
備

す
る

設
計

と
す

る
。

(2
9
9
)

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

再
処

理
施

設
外

へ
放

出
す

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
及

び
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
測

定
す

る
た

め
，

試
料

分
析

関
係

設
備

を
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
位

置
付

け
る

。

  
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
，

試
料

分
析

関
係

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

，
そ

の
機

能
を

代
替

す
る

代
替

試
料

分
析

関
係

設
備

を
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備

と
し

て
配

備
す

る
。

(2
9
4
)
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1.9.45 監視測定設備 

（監視測定設備） 

第四十五条 再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びそ

の周辺（工場等の周辺海域を含む。）において再処理施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結

果を記録することができる設備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができ

る設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び

線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができ

る設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を講じた設備をいう。 

一 モニタリング設備は、重大事故等が発生した場合に放出されると

想定される放射性物質の濃度及び線量を測定できるものであるこ

と。 

二 常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失して

も代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型の代替モ

ニタリング設備を配備すること。

三 常設モニタリング設備は、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。 
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適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放

射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記

録できるようにするため，放射線監視設備，代替モニタリング設備，

試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備の放射能観

測車及び代替放射能観測設備を設ける設計とする。 

代替モニタリング設備は，常設モニタリング設備（モニタリングポ

スト等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数を配備する設計とす

る。 

また，常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）は，環境モ

ニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬型発電機からの

給電を可能とする設計とする。 

第２項について 

重大事故等が発生した場合に敷地内の風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録できるようにするため，環境管理設備

の気象観測設備及び代替気象観測設備を設ける設計とする。 

本文ロ  
本文チ  

69， 70 
294，298，299，310，311，317 

添付六. 6－8－39 ，41，42， 44～47 

本文ロ  69 
本文チ  311 
添付六. 6－8－39，45， 46 
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添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

8. 放射線管理施設 

添付書類八の下記項目参照 

 5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線

量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定めら

れている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量に

ついては，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

    再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器

（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」という。）の単一故

障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするとともに，

臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，その影

響を緩和できるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 

 

－10－
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計基準事故時において，当該再処理施設及びその境界付近における

放射性物質の濃度及び線量を監視，測定し，並びに設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な情報を中央制御室その他当該情

報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。）を設ける設計とする。 

     モニタリングポスト及びダストモニタは，非常用所内電源系統に

接続し，電源復旧までの期間，電源を受電できる設計とする。さら

に，モニタリングポスト及びダストモニタは，専用の無停電電源装

置を有し，電源切替時の短時間の停電時に電源を受電できる設計と

する。 

     また，モニタリングポスト及びダストモニタから測定したデータ

の伝送は，モニタリングポスト及びダストモニタを設置する場所か

ら中央制御室及び緊急時対策所間において有線系回線及び無線系回

線により多様性を有し，指示値は中央制御室で監視，記録を行うこ

とができる設計とする。また，緊急時対策所でも監視することがで

きる設計とする。モニタリングポスト及びダストモニタは，その測

定値が設定値以上に上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信

する設計とする。 

     重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果

を記録するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

     重大事故等が発生した場合に敷地内において，風向，風速その他

の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

重大事故等が発生し，モニタリングポスト及びダストモニタへの

－69－
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給電が喪失した場合に，代替電源から給電するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

     放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射線監視設備，代替

モニタリング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環

境管理設備，代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニ

タリング用代替電源設備で構成する。 

 

   (ｑ) 保安電源設備 

再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必

要となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に

連系した設計とする。 

また，再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）を設ける設計とする。 

     再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給

するための設備をいう。）は，再処理施設内開閉所の外の電力系統

（以下「電線路」という。）及び非常用電源設備から安全機能を有

する施設への電力の供給が停止することがないよう，送電線，変圧

器，母線等に保護継電器を設置し，電気系統の機器の短絡，地絡，

母線の低電圧，過電流等を感知した場合は，ガス絶縁開閉装置ある

いはメタルクラッド開閉装置等の遮断器により故障箇所を隔離する

ことによって，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全

機能への影響を限定できる設計とする。 

     また，外部電源に直接接続している受電変圧器一次側において３

相のうちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設

への電力の供給が不安定になったことを検知し，故障箇所の隔離又

－70－
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 チ．放射線管理施設の設備 

再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，再処理施設外へ放出する放射性物質の濃度，周辺監

視区域境界付近の放射線等を監視するために，試料分析関係設備として

放出管理分析設備及び環境試料測定設備を，放射線監視設備として排気

モニタリング設備，排水モニタリング設備及び環境モニタリング設備を，

環境管理設備として放射能観測車を設ける。 

環境モニタリング設備であるモニタリングポスト及びダストモニタに

ついては，設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を中

央制御室及び緊急時対策所に表示できる設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，非常用所内電源系統に接続

し，電源復旧までの期間，電源を受電できる設計とする。さらに，モニ

タリングポスト及びダストモニタは，専用の無停電電源装置を有し，電

源切替時の短時間の停電時に電源を受電できる設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタから測定したデータの伝送は，

モニタリングポスト及びダストモニタを設置する場所から中央制御室

及び緊急時対策所間において有線系回線及び無線系回線により多様性

を有し，指示値は中央制御室で監視，記録を行うことができる設計とす

る。また，緊急時対策所でも監視することができる設計とする。モニタ

リングポスト及びダストモニタは，その測定値が設定値以上に上昇した

場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放

射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

重大事故等が発生した場合に敷地内において，風向，風速その他の気

－291－
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監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うための設備で

あり，周辺監視区域が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工

施設と環境試料測定設備の一部を共用し，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。 

重大事故等時において，再処理施設外へ放出する放射性物質の濃

度及び周辺監視区域境界付近の空気中の放射性物質の濃度を測定す

るため，試料分析関係設備を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

試料分析関係設備は，放出管理分析設備及び環境試料測定設備で

構成し，重大事故等時において，捕集した試料の放射性よう素，粒

子状放射性物質，炭素-14及びトリチウムの濃度を測定できる設計と

する。 

重大事故等時において，試料分析関係設備が機能喪失した場合に，

その機能を代替する代替試料分析関係設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設備で構成する。 

重大事故等時において，環境試料測定設備及び可搬型試料分析設

備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

重大事故等時において，共用する環境試料測定設備及び可搬型試

料分析設備の一部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を

及ぼさない設計とする。 

試料分析関係設備は，地震等により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保，修理の対応等により機能を維持する設計と

する。
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界付近の空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視するため

の屋外モニタリング設備として，排気モニタリング設備，排水モニ

タリング設備及び環境モニタリング設備を設ける。 

     排気モニタリング設備のうち，主排気筒の排気筒モニタ及び排気

サンプリング設備は，主排気筒管理建屋に収納する。 

     主排気筒管理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１

階，建築面積約300ｍ２の建物である。 

     主排気筒管理建屋機器配置概要図を第183図に示す。 

     環境モニタリング設備は，モニタリングポスト，ダストモニタ及

び積算線量計で構成し，周辺監視区域境界付近に設ける。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設の周辺監視区域境界付近の空間線量率及び空気中の放

射性物質の濃度の測定を行うための設備であり，周辺監視区域が同

一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

また，積算線量計は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄

物管理施設の周辺監視区域付近の空間線量測定のための設備であり，

周辺監視区域が同一の区域であることからＭＯＸ燃料加工施設及び

廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

重大事故等時において，再処理施設から大気中へ放出される放射

性物質の濃度並びに周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，放射線

監視設備を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

放射線監視設備は，排気モニタリング設備，北換気筒（使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋換気筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクト及び環境モニタリング設備で構成する。 

重大事故等時において，放射性気体廃棄物の廃棄施設からの放出

が想定される主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）をモニタリング対象とする。 

重大事故等時において，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の周

辺監視区域境界付近の空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を

モニタリング対象とする。 

重大事故等時において，放射線監視設備が機能喪失した場合に，

その機能を代替する代替モニタリング設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

代替モニタリング設備は，可搬型排気モニタリング設備，可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬

型排気モニタリング用発電機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機，可

搬型建屋周辺モニタリング設備及び監視測定用運搬車で構成する。 

代替モニタリング設備は，常設モニタリング設備（モニタリング

ポスト等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数を配備する設計

とする。 

重大事故等時において，環境モニタリング設備，可搬型排気モニ

タリング用発電機，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機及び

監視測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

重大事故等時において，共用する環境モニタリング設備，可搬型
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台  数   ６台（予備として故障時のバックアップを

３台） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

台  数   ６台（予備として故障時のバックアップを

３台） 

     監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ７台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを４台） 

 

   (ⅲ) 環境管理設備 

     敷地内に気象を観測する気象観測設備を設ける。また，敷地周辺

の放射線モニタリングを行う放射能観測車を備える。 

     放射能観測車は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の平常時及

び事故時に敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を迅

速に測定するための設備であり，敷地が同一であることから，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

     また，気象観測設備は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設の敷地内において気象を観測するための設備であり，

敷地が同一であることから，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施

設と気象観測設備の一部を共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

重大事故等時において，敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を迅速に測定するため，放射能観測車を可搬型重大事

故等対処設備として位置付ける。 
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重大事故等時において，敷地内の風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を測定し，及びその結果を記録するため，気象観測設備

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

環境管理設備は，放射能観測車及び気象観測設備で構成する。 

重大事故等時において，敷地内の気象条件，敷地周辺の空間線量

率及び空気中の放射性物質の濃度をモニタリング対象とする。 

重大事故等時において，放射能観測車が機能喪失した場合に，そ

の機能を代替する代替放射能観測設備を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備で構成する。 

重大事故等時において，気象観測設備が機能喪失した場合に，そ

の機能を代替する代替気象観測設備を可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デ

ータ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬型気象観測用発電機，

可搬型風向風速計及び監視測定用運搬車で構成する。 

重大事故等時において，環境管理設備，可搬型放射能観測設備，

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型

気象観測用発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

重大事故等時において，共用する環境管理設備，可搬型放射能観

測設備，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及

び可搬型気象観測用発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

環境管理設備の気象観測設備は，地震等により機能が損なわれる
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可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

  台  数   ３台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

可搬型風向風速計 

台  数   ３台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

監視測定用運搬車（代替モニタリング設備と兼用） 

台  数   ３台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

 

 (ⅳ)  環境モニタリング用代替電源設備 

重大事故等時において，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失した場合に，代替電源から給電するため，環

境モニタリング用代替電源設備を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。 

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニタリング用可搬型

発電機及び監視測定用運搬車で構成する。 

環境モニタリング用代替電源設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

共用する環境モニタリング用代替電源設備は，給電先が共用する

環境モニタリング設備であり，必要となる電力及び燃料が増加する

ものではないことから，共用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設

備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 
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↓
1
9
回

補
正

の
内

容
、

ペ
ー

ジ
を

記
載

。
ペ

ー
ジ

番
号

は
（

　
）

で
記

載
す

る
。

添
六

1
.9

（
6
-1

-9
6
7
）

本
文

ロ
本

文
リ

添
六

 9
.1

6

第
１

項
に

つ
い

て

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

，
再

処
理

施
設

内
の

情
報

の
把

握

等
，

適
切

な
措

置
を

と
る

た
め

，
制

御
室

以
外

の
場

所
に

緊
急

時
対

策

所
を

設
け

る
。

緊
急

時
対

策
所

は
，

異
常

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
等

を
収

容
で

き
，

必
要

な
期

間
に

わ
た

り

安
全

に
と

ど
ま

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

可
搬

型
酸

素

濃
度

計
，

可
搬

型
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
及

び
可

搬
型

窒
素

酸
化

物
濃

度

計
を

配
備

す
る

。

緊
急

時
対

策
所

は
，

設
計

基
準

事
故

及
び

重
大

事
故

等
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

再
処

理
施

設
に

は
，

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

，
適

切
な

措
置

を
と

る
た

め
，

緊
急

時
対

策
所

を
制

御
室

以
外

の
場

所
に

設
け

る
設

計
と

す
る

。

(7
1
)

再
処

理
施

設
に

は
，

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

，
適

切
な

措
置

を
と

る
た

め
，

緊
急

時
対

策
所

を
制

御
室

以
外

の
場

所
に

設
け

る
設

計
と

す
る

。

緊
急

時
対

策
所

は
，

対
策

本
部

室
，

待
機

室
及

び
全

社
対

策
室

か
ら

構
成

さ
れ

，
緊

急
時

対
策

建
屋

に
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

(4
2
2
）

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

，
再

処
理

施
設

内
の

情
報

の
把

握
等

，
適

切
な

措
置

を
と

る
た

め
，

制
御

室
以

外
の

場
所

に
緊

急
時

対
策

所
を

設
け

る
。

緊
急

時

対
策

所
は

，
異

常
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
等

を
収

容
で

き
，

必
要

な
期

間
に

わ
た

り
安

全
に

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

を
確

認

す
る

た
め

，
可

搬
型

酸
素

濃
度

計
，

可
搬

型
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
及

び
可

搬
型

窒
素

酸
化

物
濃

度
計

を
配

備
す

る
。

（
6
-9

-6
6
6
）

(１
) 

緊
急

時
対

策
所

は
，

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
，

適
切

な
措

置
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

を
収

容
し

，
必

要
な

期
間

に
わ

た
り

安
全

に
滞

在 で
き

る
設

計
と

す
る

。

(２
) 

緊
急

時
対

策
所

は
，

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

等
が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

可
搬

型
酸

素
濃

度
計

，
可

搬
型

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

及 び
可

搬
型

窒
素

酸
化

物
濃

度
計

を
配

備
す

る
。

(５
) 

緊
急

時
対

策
所

は
，

制
御

室
以

外
の

場
所

に
設

け
，

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
対

策
活

動
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

緊
急

時
対

策
所

は
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
と

共
用

し
，

共
用

に
よ

っ
て

再
処

理
施

設
の

安
全

性
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
十

分
な

収
容

人
数

等
を

確
保

し
た

設

計
と

す
る

。

（
6
-9

-6
6
7
）

(１
) 

緊
急

時
対

策
所

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
が

，
必

要
な

期
間

に
わ

た
り

安
全

に
滞

在
で

き
る

よ
う

，
緊

急
時

対
策

所
を

設
置

す
る

。

緊
急

時
対

策
所

は
，

遮
蔽

及
び

換
気

設
備

を
設

け
る

。

(２
) 

緊
急

時
対

策
建

屋
環

境
測

定
設

備

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
が

，
対

策
本

部
室

に
と

ど
ま

る
こ

と
が

で
き

る
環

境
に

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

可

搬
型

酸
素

濃
度

計
，

可
搬

型
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
及

び
可

搬
型

窒
素

酸
化

物
濃

度
計

を
配

備
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

は
，

制
御

室
の

運
転

員
を

介
さ

ず
設

計
基

準
事

故
に

対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
再

処
理

施
設

の
情

報
を

収
集

す
る

設
備

と
し

て
，

デ
ー

タ
収

集
装

置
及

び
デ

ー
タ

表
示

装
置

を
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

は
，

制
御

室
の

運
転

員
を

介
さ

ず
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

再
処

理
施

設
の

情
報

を
収

集
す

る
設

備
と

し
て

，
デ

ー
タ

収
集

装
置

及

び
デ

ー
タ

表
示

装
置

を
設

置
す

る
。

（
6
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6
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）

(３
) 

緊
急

時
対

策
所

は
，

制
御

室
内

の
運

転
員

を
介

さ
ず

異
常

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

放
射

線
環

境
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情
報

及
び

再
処

理
施

設
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情
報
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収

集
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き
る

設
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と す
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（
6
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緊
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備
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タ
収

集
装

置
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び
デ

ー
タ
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示

装
置

を
設

置
し

，
制

御
室

内
の

運
転

員
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介
さ

ず
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，
異

常
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を
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確
，
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，
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や
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に
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握
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る
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に

必
要

な

放
射

線
環

境
の
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報

及
び

再
処

理
施

設
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情
報

が
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集
で

き
る

設
計

と
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。

（
6
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緊
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な
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子
力

防
災

ネ
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ワ

ー
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Ａ
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合
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子
力

防
災

ネ
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ト

ワ
ー

ク
Ｔ

Ｖ
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議
シ

ス
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ム
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デ
ー

タ
伝

送
設

備
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一
般
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入

電
話
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一
般

携
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衛
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話
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シ
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，
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ー
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，
フ

ァ
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，
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帯
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衛
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帯

電
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，
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ァ
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，
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グ
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最
新

の
変

更
内

容
が

あ
る

場
合

は
、

下
線

付
き

で
変

更
案

を
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載
す

る
。

1
9
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補
正

緊
急

時
対
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は
，

所
内

デ
ー
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伝
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設

備
が

伝
送

す
る
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故

状
態

等
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把
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に
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デ
ー

タ
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び
に

環
境
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タ
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ン
グ

設
備

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス

ト
及

び
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
の

デ
ー

タ
を

把
握

で
き

る
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計
と

す
る

。

所
内

デ
ー

タ
伝

送
設

備
は

，
「

四
、

Ａ
．

リ
.（

４
）

(ⅹ
) 

通
信

連
絡

設
備

」
に

，
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

及
び

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

は
，

「
チ

．
放

射
線

管
理

施
設

の

設
備

」
に

記
載

す
る

。

(4
2
2
）
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1.9.26 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置

をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場所に設けなければなら

ない。 

 適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把握等，適切

な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時

対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収

容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認す

るため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するた

めに必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及

びデータ表示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設内外の必要な場所との通信連絡を行うた

め，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デー

タ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 

   添付書類六の下記項目参照 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重

大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するため

の適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたもの

であること。 

三 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容することができるものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じた設備を整

えたものをいう。 

一 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策

所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受け

ないこと。 

二 緊急時対策所と制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこ

と。 

三 緊急時対策所は、代替電源設備からの給電を可能とすること。ま

た、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性
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又は多様性を有すること。 

四 居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計を行う

こと。 

五 緊急時対策所の居住性については、以下に掲げる要件を満たすも

のをいう。 

① 想定する放射性物質の放出量等は、想定される重大事故に対して

十分な保守性を見込んで設定すること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要

員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮しても良

い。ただし、その場合は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない

こと。 

六 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて、緊急時対策所への汚染の持込みを防止するため、モニタリ

ング、作業服の着替え等を行うための区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要

員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも重大事故等による工場

等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するための必要な数の

要員を含むものをいう。 

 

 

 適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処するた

めに適切な措置が講じられるよう，次に掲げる重大事故等対処設備を

設ける設計とする。 

６－１－1063 432



第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住性を確

保するための設備として，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線

計測設備を設置又は配備する。また，緊急時対策所の機能を維持する

ために必要な設備に電源を供給するため，多重性を有する電源設備を

設置する。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震構造とする

緊急時対策建屋内に設けることにより，その機能を喪失しない設計と

する。また，緊急時対策建屋は，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５

ｋｍの地点に設置することで津波が到達する可能性はない。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因により制御室と同時に

その機能を喪失しないよう，制御室に対し独立性を有する設計とする

とともに，制御室からの離隔距離を確保した場所に設置又は配備する

設計とする。 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換

気設備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織

の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所への汚

染の持ち込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を有する構造とする。 
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第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握できる緊急時対策建屋情報把握設

備を設置する。 

 

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡でき

るようにするため，通信連絡設備を設置又は配備する。 

 

 第２項について 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う支

援組織の要員に加え，重大事故等の対策活動を行う実施組織の要員を

収容できる設計とする。 

ここでいう支援組織は実施組織に対して技術的助言を行う「技術支

援組織」及び実施組織が重大事故対策に専念できる環境を整える「運

営支援組織」であり，以下「支援組織」という。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

  ５．重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

    措置を実施するために必要な技術的能力 
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9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

  設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把握等，適切

な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時

対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収

容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認す

るため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸

化物濃度計を配備する。 

  緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するた

めに必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及

びデータ表示装置を設置する。 

  緊急時対策所は，再処理施設内外の必要な場所との通信連絡を行うた

め，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デー

タ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

  緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理

施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設計と

する。 
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9.16.1.2 設計方針 

 (１) 緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場合において，適切な措

置を行うために必要な要員を収容し，必要な期間にわたり安全に滞在

できる設計とする。 

 (２) 緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等がとどまることができる

ことを確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

 (３) 緊急時対策所は，制御室内の運転員を介さず異常等に対処するため

に必要な放射線環境の情報及び再処理施設の情報が収集できる設計と

する。 

 (４) 緊急時対策所は，再処理施設内外の必要な場所との通信連絡を行う

ため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 (５) 緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，設計基準事故が発生し

た場合においても，対策活動ができる設計とする。 

   緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設

計とする。 
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9.16.1.3 主要設備の仕様 

  緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－１表に示す。 

  緊急時対策所は，「9.17 通信連絡設備」の第9.17.1－１表(１)及び

第9.17.1－１表(２)に示す通信連絡設備の一部を設置又は配備する。 
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9.16.1.4 主要設備 

 (１) 緊急時対策所 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要員が，必

要な期間にわたり安全に滞在できるよう，緊急時対策所を設置する。

 緊急時対策所は，遮蔽及び換気設備を設ける。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 (２) 緊急時対策建屋環境測定設備 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要員が，対

策本部室にとどまることができる環境にあることを確認するため，可

搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度

計を配備する。 

 (３) 緊急時対策建屋情報把握設備 

 データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制御室内の運転員を

介さずに，異常状態等を正確，かつ，速やかに把握するために必要な

放射線環境の情報及び再処理施設の情報が収集できる設計とする。 

データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図を第9.16－１図に示

す。 

 (４) 通信連絡設備 

 緊急時対策所は，再処理施設内外の必要な場所との通信連絡を行う

ため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整理する。 
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9.16.1.5 試験・検査 

 (１) 主要設備は，その機能を確保するため定期的な試験及び検査を行う。 
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9.16.2 重大事故等対処設備 

9.16.2.1 概要 

  緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び換気設備を

設ける等の措置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及び再処理施設内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備する。

また，重大事故等に対処するために必要な数の非常時対策組織の要員を

収容できる設計とする。 

  緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建

屋放射線計測設備を設置又は配備する。 

  重大事故等に対処するために必要な情報を把握することができるよう，

緊急時対策建屋情報把握設備を設置する。また，重大事故等が発生した

場合においても再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うための設備として通信連絡設備を設置又は配備する。 

  外部電源が喪失した場合に，重大事故等に対処するために必要な電源

を確保するため，緊急時対策建屋電源設備を設置する。 

  緊急時対策所は，非常時対策組織の要員等が緊急時対策所に７日間と

どまり重大事故等に対処するために必要な数量の食料，その他の消耗品

及び汚染防護服等及びその他の放射線管理に使用する資機材等（以下

「放射線管理用資機材」という。）や食料等を配備する。 

  緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。 
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9.16.2.2 設計方針 

  緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよ

う，基準地震動による地震力に対し耐震構造とする緊急時対策建屋内に

設けることにより，その機能を喪失しない設計とする。また，津波が到

達する可能性はない。 

  緊急時対策所は，独立性を有することにより，共通要因によって制御

室と同時に機能喪失しない設計とする。 

  緊急時対策建屋電源設備は，多重性を有する設計とする。 

  緊急時対策所は，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員の実

効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

 (１) 多様性，位置的分散 

「1.7.18 (１) ａ．多様性，位置的分散」に示す基本方針を踏まえ以

下のとおり設計する。 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

   緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋情報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，中央制御室と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制

御室に対して独立性を有する設計とする。 

   緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋情報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，溢水及び火災によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室と異

なる緊急時対策建屋に設置することにより位置的分散を図る設計とす

る。 

   緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置
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は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備により機能を維持

する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建

屋排風機は２台で緊急時対策建屋内を換気するために必要な換気容量

を有するものを合計４台設置することで，多重性を有する設計とする。 

   緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，

１台で代替計測設備及び監視測定設備にて計測したパラメータを収集

及び監視できるものを２台設置することで，多重性を有する設計とす

る。 

   緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機は，１台で緊急

時対策建屋に給電するために必要な容量を有するものを２台設置，緊

急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線を２系統，緊急

時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線を４系統有し，多重

性を有する設計とするとともに，それぞれが独立した系統構成を有す

る設計とする。 

   緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，１台で緊急時対策

建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有す

るものを各系統に２台，合計４台設置することで，多重性を有する設

計とする。 

   緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，外部からの支援がなくとも，

１基で緊急時対策建屋用発電機の７日間以上の連続運転に必要な容量

を有するものを２基設置することで，多重性を有する設計とする。 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

   緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備は，

中央制御室と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが
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ないよう，中央制御室に対して独立性を有する設計とする。 

   緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた緊急時対策建屋に保管し，

制御建屋と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分

散を図る。 

   また，溢水及び内部発生飛散物に対して緊急時対策建屋は，制御建

屋と同時にその機能が損なわれるおそれがないようにするため，位置

的分散を図る。 

   通信連絡設備の多様性，位置的分散については，「9.17 通信連絡

設備」に示す。 

 (２) 悪影響防止 

「1.7.18 (１) ｂ．悪影響」に示す基本方針を踏まえ以下のとおり

設計する。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建屋と一体のコンクリー

ト構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対

策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備は，他の設備から

独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，

重大事故等発生前（通常時）の分離した状態から接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置
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は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建

屋排風機並びに緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機及

び燃料油移送ポンプは，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

通信連絡設備の悪影響防止については，「9.17 通信連絡設備」に

示す。 

 (３) 個数及び容量 

「1.7.18 (２) 個数及び容量」に示す基本方針を踏まえ以下のとお

り設計する。 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員に加え，重大事故等による工場

等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な非常時

対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設において事故が同時に発生

した場合に対処する要員として，最大360人を収容できる設計とする。

また，気体状の放射性物質が大気中に大規模に放出するおそれがある

場合は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員など，約

50人の要員がとどまることができる設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時対策所内の居住性

を確保するために必要な２台を有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めた４台以上を有する設計とする。ま
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た，緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊急時対策所内の居住性を

確保するために必要な５基を有する設計とするとともに，故障時バッ

クアップを含めた６基以上を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋加圧ユニットは，重大事故等時において約50人の非常時対策組

織の要員がとどまるために，待機室の居住性を確保するため，待機室

を正圧化し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持する

ために必要となる4,900ｍ３以上を有する設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置

は，想定される重大事故等時において，必要な情報を収集及び表示す

るため，それぞれ１台を有する設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めた２台以上を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋情報把握設備の情報

収集装置及び情報表示装置は，想定される重大事故等時において，必

要な情報を収集及び表示するため，それぞれ１台を有する設計とする

とともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた２台以上を有

する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急時対

策建屋用発電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な１台を有

する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含め

た２台以上を有し，多重性を考慮した設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料油移

送ポンプは，１台で緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料

を供給できるポンプ容量を有するものを各系統に２台，動的機器の単
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一故障を考慮した予備を含めた合計４台以上設置することで，多重性

を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料補給

設備の重油貯槽は，外部からの支援がなくとも，緊急時対策建屋用発

電機の７日間以上の連続運転に必要な１基を有する設計とするととも

に，予備を含めた２基以上を有する設計とする。 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，緊

急時対策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に

支障がない範囲内であることの測定をするために必要な１台を有する

設計とするとともに，保有台数は，必要数として１台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを２台の合計３台

以上を確保する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型屋内モニタリング設備並びに可搬型環境モニタリング設備の可搬

型線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ

ることを確認するために必要な１台を有する設計とするとともに，保

有台数は，必要数として１台，予備として故障時のバックアップを１

台の合計２台以上を確保する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機は，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員がとどまることができることを確認する

ために必要な１台を有する設計とするとともに，保有台数は，必要数

として１台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
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クアップを２台の合計３台以上を確保する。 

通信連絡設備の個数及び容量については，「9.17 通信連絡設備」

に示す。 

 (４) 環境条件等 

「1.7.18 (３) 環境条件」に示す基本方針を踏まえ以下のとおり設

計する。 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

   緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊急時

対策建屋電源設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊急時

対策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

   緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊急時

対策建屋電源設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置

及び被水防護する設計とする。 

   緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置

は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備により機能を維持

する設計とする。 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

   緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備の

可搬型屋内モニタリング設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる緊急時対策建屋及び第１保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。 

   緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。 

６－９－678 447



   緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備は，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水防護する設計

とする。 

   緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計と

する。 

   緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，

積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰する手順を整備

する。 

   通信連絡設備の環境条件等については，「9.17 通信連絡設備」に

示す。 

 (５) 操作性の確保 

「1.7.18 (４)ａ．操作性の確保」に示す基本方針を踏まえ以下のと

おり設計する。 

通信連絡設備の操作性の確保については，「9.17 通信連絡設備」

に示す。 
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9.16.2.3 主要設備の仕様 

  緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－２表に示す。 
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9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指揮を行う対策本部室及び全社対策組織の

要員の活動場所とする全社対策室並びに待機室を有する設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震構造とする

緊急時対策建屋内に設けることにより，その機能を喪失しない設計と

する。 

緊急時対策建屋は，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点

に設置することで津波が到達する可能性はない。また，隣接する第１

保管庫・貯水所で漏水が発生した場合を想定し，地下外壁に防水処理

を施し，周囲の地盤を難透水層とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因により制御室と同時に

その機能を喪失しないよう，制御室に対して独立性を有する設計とす

るとともに，制御室からの離隔距離を確保した場所に設置又は配備す

る。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員に加え，工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するため

の必要な要員を含め，重大事故等の対処に必要な数の非常時対策組織

の要員を収容することができる設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所への汚

染の持ち込みを防止するため，出入管理区画を有する設計とする。ま

た，建屋出入口に設ける２つの扉は，汚染の持ち込みを防止するため，

同時に開放できない設計とする。 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備は，緊急時対策建屋の遮蔽設
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備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時

対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情報把握設備，通信連絡設

備及び緊急時対策建屋電源設備で構成する。 

緊急時対策所の居住性に係る設計においては，有効性評価を実施し

ている重大事故等のうち，臨界事故，外的事象の地震を要因として発

生が想定される，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発の同時発生を想定する。 

また，その想定における放射性物質の放出量は，多段の重大事故の

拡大防止対策が機能しないことを仮定することで，重大事故等の有効

性評価に対して十分な保守性を見込んで設定する。 

具体的には，臨界事故の発生時の大気中への放射性物質の放出量は，

可溶性中性子吸収材の効果を見込まず，全核分裂数が１×1020に達し

たと仮定するとともに，臨界の核分裂により生成する放射性物質の貯

留設備への貯留対策の効果を見込まず，放射性物質が時間減衰しない

ことを想定し設定する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生時の大気中への放射性物質の

放出量は，機器注水又は冷却コイル又は冷却ジャケット（以下「冷却

コイル等」という。）通水の効果を見込まず，気体状の放射性物質が

発生することを想定するとともに，気相部へ移行した放射性物質のセ

ルへの導出及び高性能粒子フィルタ等による放射性物質の除去の効果

を見込まず設定する。 

放射線分解により発生する水素による爆発の発生時の大気中への放

射性物質の放出量は，放射線分解により発生する水素による爆発の拡

大防止対策が機能しないことにより，２回までの放射線分解により発

生する水素による爆発を仮定するとともに，気相部へ移行した放射性
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物質のセルへの導出及び高性能粒子フィルタ等による放射性物質の除

去の効果を見込まず設定する。 

また，重大事故等時の緊急時対策所の居住性については，マスクの

着用及び交代要員体制等の被ばくの低減措置を考慮せず，７日間同じ

要員が緊急時対策所にとどまることを想定する。 

以上の条件においても，緊急時対策所の居住性を確保するための設

備は，重大事故等時において緊急時対策所にとどまる非常時対策組織

の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

緊急時対策所における居住性に係る被ばく評価結果は，最大で，外

的事象の地震を要因として発生が想定される冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の同時発生にお

ける約４ｍＳｖであり，７日間で100ｍＳｖを超えない。 

緊急時対策建屋は「添付書類六 再処理施設の安全設計に関する説

明書」の「1．安全設計」の「1．6 耐震設計」の「1．6．2 重大事

故等対処施設の耐震設計」，「1．8 耐津波設計」及び「1．5 火災

及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設との共用を考慮した設計とす

る。 

緊急時対策建屋機器配置図を第9.16－２図及び第9.16－３図に示す。 

(２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ

るようにするため，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事故等対処

設備として設置する設計とする。 
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緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策建屋換気設備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない

設計とする。 

  

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対処するために必要な非

常時対策組織の要員がとどまることができるようにするため，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタユ

ニット，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ，緊急時対策建屋加

圧ユニット，緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差圧

計，待機室差圧計及び監視制御盤を常設重大事故等対処設備として設

置する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保するため，外気取入加圧

モードとして，放射性物質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建

屋フィルタユニットを経て外気を取り入れるとともに，緊急時対策所

を加圧し，放射性物質の流入を低減できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射性物質の

放出を確認した場合には，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止後，外気の取り入れを遮断し，

緊急時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時対策建屋の空気を再

循環できる。 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがあ

る場合には，緊急時対策建屋加圧ユニットから空気を供給することで

待機室内を加圧し，放射性物質の流入を防止できる設計とする。 
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緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作業による二酸化炭素発生量及

び「労働安全衛生規則」で定める二酸化炭素の許容濃度を考慮して算

出した必要換気量を踏まえ，約50人の非常時対策組織の要員が２日間

とどまるために必要となる容量を有する設計とする。 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急時対策所の各部屋が正

圧を維持した状態であることを監視できる設計とする。 

本系統の流路として，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ，緊

急時対策建屋加圧ユニット配管・弁を常設重大事故等対処設備として

使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態及び差圧が確保されて

いることなどを確認するため，監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図を第9.16－４図に示す。 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員が，緊急時対策所にとどまることができることを確

認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備する設計と

する。 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場合におい

ても緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障ない範囲にあることを把握できる設計とする。 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

 (ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大事故等に対処するために必要
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な指示を行う要員がとどまることができることを確認するため，可搬

型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータを可搬型重大事故等対処設備として配備する設計とする。 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合におい

ても緊急時対策所内の線量率及び放射性物質濃度を把握できる設計と

する。 

 (ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備は，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができることを確認するため，可搬

型線量率計，可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送装置及び可搬型

発電機を可搬型重大事故等対処設備として配備する設計とする。 

可搬型環境モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合におい

て，換気モードの切替判断を行うために，線量率及び放射性物質濃度

を把握できる設計とする。 

可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタは，緊急時対策建屋周辺の

線量を測定するとともに，空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集

及び測定する。 

また，指示値を可搬型データ伝送装置により緊急時対策建屋情報把

握設備に伝送できる設計とする。 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置は，

可搬型発電機から受電できる設計とする。 

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大事故等に対処するために必要

な情報を把握できるよう，情報収集装置及び情報表示装置を常設重大

事故等対処設備として設置する設計とする。 
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また，データ収集装置及びデータ表示装置を常設重大事故等対処設

備として位置付ける設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置は，重要監視パラメー

タ，重要代替監視パラメータ及び可搬型排気モニタリング設備の可搬

型ガスモニタ，可搬型環境モニタリング設備，可搬型気象観測設備並

びに，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備

の測定データを収集し，緊急時対策所の情報表示装置にて表示する設

計とする。 

また，データ収集装置は，中央制御室から「臨界事故の拡大防止」，

「有機溶媒等による火災又は爆発」，「監視測定設備」の測定データ

の確認に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並び

に主排気筒の排気モニタリング設備の排気筒モニタ，環境モニタリン

グ設備及び気象観測設備の測定データを収集し，緊急時対策所のデー

タ表示装置にて表示する設計とする。 

情報収集装置，情報表示装置の系統概要図を第9.16－５図に，デー

タ収集装置，データ表示装置の系統概要図を第9.16－６図に示す。 

ｆ．通信連絡設備 

通信連絡設備は，重大事故等が発生した場合においても再処理施設

の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備

として，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備を重大事故等対処設

備として設置又は配備する設計とする。 

 ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生した場合においても，当該重

大事故等に対処するために代替電源から給電ができる設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備は，緊急時対策所の機能を維持するために
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必要な設備に電源を給電するため，電源設備及び燃料補給設備で構成

する。 

 (ａ) 電源設備 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源が喪失し，重大事故等が発生

した場合に，当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保する

ため，緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊

急時対策建屋用母線，緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋

用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大事故等対処設備として設置す

る設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源から緊急時対策建屋へ電力が

供給できない場合に，多重性を考慮した緊急時対策建屋用発電機から

緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対

策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線を介して，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備に給電で

きる設計とする。 

また，緊急時対策建屋用発電機は，運転中においても燃料の補給が

可能な設計とする。 

本系統の流路として，燃料油配管・弁を常設重大事故等対処設備と

して使用する。 

緊急時対策建屋電源設備の系統概要図を第9.16－７図に示す。 

 (ｂ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等への対処に必要となる燃料を供給でき

るようにするため，重油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置す

る設計とする。 

重油貯槽は，緊急時対策建屋用発電機を７日間以上の連続運転がで
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きる燃料を貯蔵する設計とする。 

重油貯槽は，複数の燃料貯槽を有する設計とする。 

重油貯槽は，消防法に基づき設置する。 

また，重油貯槽は，万一火災が発生した場合においても，緊急時対

策建屋に影響を及ぼすことがないよう配置する。 

燃料補給設備の系統概要図を第9.16－８図に示す。 
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9.16.2.5 試験・検査 

「1.7.18 (４)ｂ．試験・検査性」に示す基本方針を踏まえ以下のとお

り設計する。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，外観点検が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋

排風機は，動作確認及び分解点検が可能な設計とする。また，緊急時対

策建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，各々が独立して試験又は検

査ができる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユニットは，外観

点検及びパラメータ確認が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットは，外観点検

及び漏えい確認が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，校

正，動作確認及び外観点検が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋環境測定設備は，校正，動作確認及び外観点検が可能

な設計とする。 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備並びに

可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタ

は，校正，動作確認及び外観点検が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬

型データ伝送装置及び可搬型発電機は，動作確認及び外観点検が可能な

設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，動作確認及び外観点検が可能な設計

とする。また，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送ポ
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ンプは，外観点検，起動試験及び分解点検が可能な設計とする。また，

緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。 

通信連絡設備の試験・検査については，「9.17 通信連絡設備」に示

す。 
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は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動

操作による対策を含む。）を講ずることによって，安全機能を有す

る施設への電力の供給が停止することのないように，電力供給の安

定性を回復できる設計とする。 

     再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも２回線は，電力系

統と非常用所内電源系統とを接続する外部電源系統を２つ以上設け

る設計とすることにより，再処理施設において受電可能な設計とし，

かつ，それにより再処理施設を電力系統に連系する設計とする。 

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源

設備（非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）

及び安全上重要な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開

閉装置，ケーブル等））は，多重性を確保し，及び独立性を確保し，

その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっ

ても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全

上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を

確保するため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常用ディーゼ

ル発電機の連続運転により電力を供給できる設計とする。非常用デ

ィーゼル発電機の燃料を貯蔵する燃料貯蔵設備（耐震Ｓクラス）は，

７日分の連続運転に必要な容量以上の燃料を事業所内に貯蔵できる

設計とする。 

 

   (ｒ) 緊急時対策所 

     緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮した設計と

する。 

     再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な措置を
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とるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが

できるよう，適切な措置を講じた設計とするとともに，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処理施設内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設

備を設置又は配備する。また，重大事故等に対処するために必要な

数の原子力防災組織又は非常時対策組織（以下「非常時対策組織」

という。）の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，緊急時

対策所にとどまる非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。 

 

   (s) 通信連絡設備 

     通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送

設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備から構成する。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，再処

理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連

絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行

うことができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線に

よる通信方式の多様性を確保した所内通信連絡設備を設ける設計と

する。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送で

きる設備として，所内データ伝送設備を設ける設計とする。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，
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小型船舶（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 数  量   ３艇（予備として故障時及び待機除外時バッ

クアップを２艇） 

運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

       台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを１

台） 

（待機除外時バックアップを代替安全

冷却水系の運搬車の待機除外時バック

アップと兼用） 

 

  (ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な措置を

とるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室及び全社対策室から構成さ

れ，緊急時対策建屋に設置する設計とする。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造）で，地上１階（一部地上２階建て），地下１階，

建築面積約4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第184図及び第185図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備が伝送する事故状態等の把

握に必要なデータ並びに環境モニタリング設備のモニタリングポス

ト及びダストモニタのデータを把握できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「四、Ａ．リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に，

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．放射線管理施設の

設備」に記載する。 
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緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが

できるよう，居住性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設計とするとともに，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処理施設

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要

な設備を設置又は配備する。また，重大事故等に対処するために必

要な数の非常時対策組織の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震構造とす

る緊急時対策建屋内に設けることにより，その機能を喪失しない設

計とする。また，緊急時対策建屋は，標高約 55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置することで津波が到達する可能性はない。 

緊急時対策所は，独立性を有することにより，共通要因によって

制御室と同時に機能喪失しない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を有する設計

とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等に対して十分な保守性を

見込み，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発の同時発生において，多段の重大事故等の拡大

防止対策が機能しないことを仮定した場合においても，緊急時対策

建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の機能があいまって，

緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員の実効線量が，７日
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間で 100ｍＳｖを超えない設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって重

大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員に加え，重大事故等による

工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な

非常時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設において事故が同

時に発生した場合に対処する要員として， 大360人を収容できる設

計とする。また，気体状の放射性物質が大気中に大規模に放出する

おそれがある場合は，重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員など，約50人の要員がとどまることができる設計とする。 

通信連絡設備は，「四、Ａ．リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に記載す

る。 

 

   （ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊急時

対策建屋の遮蔽設備を常設重大事故等対処設備として設置する。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，中央制御室と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室に対して

独立性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，溢水及び火災によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室と異なる緊急時対

策建屋に設置することにより位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，外観点検が可能な設計とする。 

－424－ 465

j2179005
長方形

j2179005
長方形

j2179005
長方形



 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建屋と一体のコンクリ

ート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 主要な設備は，以下のとおり。 

 

    ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

   （ｂ） 緊急時対策建屋換気設備 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊急時

対策建屋換気設備を常設重大事故等対処設備として設置する。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射性物質

の放出を確認した場合には，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策

建屋内の空気を再循環できる設計とする。また，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合は，緊急時対策建

屋加圧ユニットにより待機室内を加圧し，放射性物質の流入を防止

できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，中央制御室と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室に対して独

立性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水及び火災によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室と異なる緊急時対策

建屋に設置することにより位置的分散を図る設計とする。 
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緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時

対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急

時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時対策所内の

居住性を確保するために必要な２台を有する設計とするとともに，

動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた４台以上を有する設

計とする。また，緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊急時対策

所内の居住性を確保するために必要な５基を有する設計とすると

ともに，故障時バックアップを含めた６基以上を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急

時対策建屋加圧ユニットは，重大事故等時において約50人の非常時

対策組織の要員がとどまるために，待機室の居住性を確保するため，

待機室を正圧化し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を防止す

るとともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲

に維持するために必要となる4,900ｍ３以上を有する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる緊急時対策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置及び被水防護する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対

策建屋排風機は，動作確認及び分解点検が可能な設計とする。また，

緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，各々が独立し
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て試験又は検査ができる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユニットは，

外観点検及びパラメータ確認が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットは，外観

点検及び漏えい確認が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差圧計及び待機室差圧計

は，校正，動作確認及び外観点検が可能な設計とする。 

 主要な設備は，以下のとおり。 

 

    ａ） 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋フィルタユニット 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋加圧ユニット（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 
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   （ｃ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

 重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊急時

対策建屋環境測定設備を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，中央制御室と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室に対し

て独立性を有する設計とする。 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷の防

止が図られた緊急時対策建屋に保管し，制御建屋と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 また，溢水及び内部発生飛散物に対して緊急時対策建屋は，制御

建屋と同時にその機能が損なわれるおそれがないようにするため，

位置的分散を図る。 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，他の設備から独立して単独で使

用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，

緊急時対策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活

動に支障がない範囲内であることの測定をするために必要な１台

を有する設計とするとともに，保有台数は，必要数として１台，予

備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを

２台の合計３台以上を確保する。 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる緊急時対策建屋及び第１保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 
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 緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管及び被水防護する設計とする。 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

緊急時対策建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計とする。 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，校正，動作確認及び外観点検が

可能な設計とする。 

 主要な設備は，以下のとおり。 

 

    ａ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 

可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 

可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 

 

   （ｄ） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

 重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊

急時対策建屋放射線計測設備として可搬型屋内モニタリング設備

及び可搬型環境モニタリング設備を可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。 

 緊急時対策建屋放射線計測設備は，中央制御室と共通要因によ
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って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室

に対して独立性を有する設計とする。 

 緊急時対策建屋放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた緊急時対策建屋に保管し，制御建屋と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 また，溢水及び内部発生飛散物に対して緊急時対策建屋は，制

御建屋と同時にその機能が損なわれるおそれがないようにするた

め，位置的分散を図る。 

 緊急時対策建屋放射線計測設備は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備

の可搬型屋内モニタリング設備並びに可搬型環境モニタリング設

備の可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送

装置は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができることを確認するために必要な１台を有する設

計とするとともに，保有台数は，必要数として１台，予備として

故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備

の可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機は，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるこ

とを確認するために必要な１台を有する設計とするとともに，保

有台数は，必要数として１台，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保する。 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備
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は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建屋及び

第１保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢水量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管及び被水防護する設計とする。 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考

慮し，緊急時対策建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設計とする。 

緊急時対策放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，

積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪する手順を，

火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰する手

順を整備する。 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備

並びに可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型

ダストモニタは，校正，動作確認及び外観点検が可能な設計とす

る。 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備

の可搬型データ伝送装置及び可搬型発電機は，動作確認及び外観

点検が可能な設計とする。 

 主要な設備は，以下のとおり。 
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    ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

可搬型ダストサンプラ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

    ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

可搬型データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

   （ｅ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる緊急時対策建屋情報

把握設備の情報収集装置及び情報表示装置を常設重大事故等対処設

備として設置する。また，データ収集装置及びデータ表示装置を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，中央制御室と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室に対し

て独立性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水及び火災によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室と異なる緊急時
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対策建屋に設置することにより位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装

置は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備により機能を

維持する設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，

重大事故等発生前（通常時）の分離した状態から接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装

置は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装

置は，想定される重大事故等時において，必要な情報を収集及び表

示するため，それぞれ１台を有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めた２台以上を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋情報把握設備の情

報収集装置及び情報表示装置は，想定される重大事故等時において，

必要な情報を収集及び表示するため，それぞれ１台を有する設計と

するとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた２台以

上を有する設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる緊急時対策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水量を考慮し，影響を受けな
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い高さへの設置及び被水防護する設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，動作確認及び外観点検が可能な

設計とする。また，各々が独立して試験又は検査ができる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおり。 

 

    ａ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

データ収集装置（設計基準対象の施設と兼用） 

データ表示装置（設計基準対象の施設と兼用） 

 

   （ｆ） 通信連絡設備 

 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うため，通信連絡設備を重大事故等対処設備として設置又は配

備する。 

 

   （ｇ） 緊急時対策建屋電源設備 

 緊急時対策所の機能を維持するために必要な設備に電源を給電

するため，緊急時対策建屋電源設備として，電源設備及び燃料補給

設備を常設重大事故等対処設備として設置する。 

 緊急時対策建屋電源設備は，中央制御室と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室に対して

独立性を有する設計とする。 
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 緊急時対策建屋電源設備は，溢水及び火災によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室と異なる緊急時対

策建屋に設置することにより位置的分散を図る設計とする。 

 緊急時対策建屋電源設備は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急

時対策建屋用発電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な１

台を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた２台以上を有し，多重性を考慮した設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料

油移送ポンプは，１台で緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要

な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを各系統に２台，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた合計４台以上設置するこ

とで，多重性を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料

補給設備の重油貯槽は，外部からの支援がなくとも，緊急時対策建

屋用発電機の７日間以上の連続運転に必要な１基を有する設計と

するとともに，予備を含めた２基以上を有する設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる緊急時対策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない

高さへの設置及び被水防護する設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策所用発電機及び燃料油移

送ポンプは，外観点検，起動試験及び分解点検が可能な設計とする。
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また，緊急時対策所用発電機及び燃料油移送ポンプは，各々が独立

して試験又は検査ができる設計とする。 

 

    ａ） 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

    ｂ） 燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

(ⅹ) 通信連絡設備 

    通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設

備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備から構成する。 

    再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，制御室

等から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指

示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等に

より行うことができる設備として，ページング装置（警報装置を含む。），

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリの有線
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↓
1
9
回

補
正

の
内

容
、

ペ
ー

ジ
を

記
載
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ペ

ー
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は
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載
す
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。
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本
文

ロ
本

文
添

六

1
9
回

補
正

再
処

理
事

業
所

に
は

，
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
再

処
理

事
業

所
の

内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

と

し
て

，
通

信
連

絡
設

備
及

び
代

替
通

信
連

絡
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

代
替

通
信

連
絡

設
備

は
，

代
替

電
源

設
備

（
電

池
等

の
予

備
電

源
設

備
を

含
む

。
）

か

ら
の

給
電

を
可

能
と

し
た

設
計

と
す

る
。

再
処

理
事

業
所

に
は

，
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
再

処
理

事
業

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
（

代
替

電
源

設
備

（
電

池
等

の
予

備
電

源
設

備
を

含
む

。
）

か

ら
の

給
電

を
可

能
と

し
た

設
備

）
と

し
て

，
代

替
通

信
連

絡
設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。

(7
3
)

【
リ

項
】

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
再

処
理

事
業

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

，
通

信
連

絡
設

備
及

び
代

替

通
信

連
絡

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

（
4
3
8
）

可
搬

型
通

話
装

置
は

，
乾

電
池

で
動

作
可

能
な

設
計

と
す

る
。

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

，
可

搬
型

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

（
屋

内
用

）
，

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
外

用
）

及
び

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
外

用
）

は
，

充
電

池
で

動
作

可
能

な
設

計
と

す
る

。
さ

ら
に

，
可

搬
型

衛
星

電
話

（
屋

内
用

）
及

び
可

搬
型

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

（
屋

内
用

）
は

，
「

リ
．

（
１

）
（

ⅰ
）

（
ｂ

）
（

ロ
）

１
）

代
替

電
源

設
備

」
の

制
御

建
屋

可
搬

型
発

電
機

等
又

は
「

リ
．

（
４

）
（

ⅸ
）

（
ｇ

）
 緊

急
時

対
策

建
屋

電
源

設
備

」
の

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
か

ら
受

電

し
，

動
作

可
能

な
設

計
と

す
る

。
乾

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
７

日
間

以
上

継
続

し
て

通
話

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
充

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い

て
は

，
「

リ
．

（
１

）
（

ⅰ
）

（
ｂ

）
（

ロ
）

１
）

代
替

電
源

設
備

」
の

制
御

建
屋

可
搬

型
発

電
機

等
又

は
「

リ
．

（
４

）
（

ⅸ
）

（
ｇ

）
 緊

急
時

対
策

建
屋

電
源

設
備

」
の

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
に

て
充

電
，

又
は

受
電

す
る

こ
と

で
７

日
間

以
上

継
続

し
て

通
話

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

（
4
4
0
）

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｉ

Ｐ
電

話
，

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
，

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
及

び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
は

，
「

リ
．

（
４

）
（

ⅸ
）

（
ｇ

）
 緊

急
時

対
策

建
屋

電
源

設
備

」
の

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
か

ら
受

電
し

，
動

作
可

能
な

設
計

と
す

る
。

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

は
，

「
リ

．
（

４
）

（
ⅸ

）
（

ｇ
）

 緊
急

時
対

策
建

屋
電

源
設

備
」

の
緊

急
時

対
策

建
屋

用
発

電
機

か
ら

受
電

し
，

動
作

可
能

な
設

計
と

す
る

。
可

搬
型

衛
星

電
話

（
屋

外
用

）
は

，
代

替
電

源
と

し
て

充
電

池
で

動
作

可
能

な
設

計
と

す
る

。

（
4
4
2
）

【
9
.1

7
】

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
再

処
理

事
業

所
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

，
及

び
計

測
等

を
行

っ
た

パ
ラ

メ
ー

タ
を

再
処

理
事

業
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

た
め

に
，

所

内
通

信
連

絡
設

備
，

所
内

デ
ー

タ
伝

送
設

備
，

所
外

通
信

連
絡

設
備

，
所

外
デ

ー
タ

伝
送

設
備

及
び

代
替

通
信

連
絡

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

（
6
-9

-7
1
9
）

代
替

通
信

連
絡

設
備

は
，

代
替

電
源

設
備

（
充

電
池

含
む

。
）

か
ら

の
給

電
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。

（
6
-9

-7
2
0
）

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用

す
る

所
内

連
絡

設
備

の
ペ

ー
ジ

ン
グ

装
置

，
所

内
携

帯
電

話
，

専
用

回
線

電
話

，
一

般
加

入
電

話
及

び
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

ま
た

，
設

計
基

準
対

象
の

施

設
と

兼
用

す
る

所
内

デ
ー

タ
伝

送
設

備
の

プ
ロ

セ
ス

デ
ー

タ
伝

送
サ

ー
バ

，
放

射
線

管
理

用
計

算
機

，
環

境
中

継
サ

ー
バ

及
び

総
合

防
災

盤
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

位
置

付
け

る
。

（
6
-9

-7
2
9
）

可
搬

型
通

話
装

置
は

，
乾

電
池

で
動

作
可

能
な

設
備

で
あ

る
。

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

，
可

搬
型

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

（
屋

内
用

）
，

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
外

用
）

及
び

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
外

用
）

は
，

充
電

池
で

動
作

可
能

な
設

備
で

あ
る

。
さ

ら
に

，
可

搬
型

衛
星

電
話

（
屋

内
用

）

及
び

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
内

用
）

は
，

「
9
.2

.2
.3

 主
要

設
備

の
仕

様
」

の
電

気
設

備
の

一
部

で
あ

る
制

御
建

屋
可

搬
型

発
電

機
並

び
に

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
可

搬
型

発
電

機
又

は
「

9
.1

6
.2

.3
 主

要
設

備
の

仕
様

」
の

緊
急

時
対

策
所

の
一

部
で

あ
る

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
か

ら
受

電
し

，
動

作
可

能
な

設
備

で
あ

る
。

乾
電

池
を

用
い

る
設

備
は

，
７

日
間

以
上

継
続

し
て

通
話

が
可

能
な

設
備

で
あ

る
。

ま
た

，
充

電
池

を
用

い
る

設
備

は
，

「
9
.2

.2
.3

 主
要

設
備

の
仕

様
」

の
電

気
設

備
の

一
部

で
あ

る
制

御
建

屋
可

搬
型

発
電

機
又

は
「

9
.1

6
.2

.3
 主

要
設

備
の

仕
様

」
の

緊
急

時
対

策
所

の
一

部
で

あ
る

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
に

て
充

電
，

又
は

受
電

す
る

こ
と

で
７

日
間

以
上

継
続

し
て

通
話

が
可

能
な

設
備

で
あ

る
。

（
6
-9

-7
3
1
）

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｉ

Ｐ
電

話
，

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
，

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

は
，

「
9
.1

6
.2

.3
 主

要
設

備
の

仕
様

」
の

緊
急

時
対

策

所
の

一
部

で
あ

る
緊

急
時

対
策

建
屋

用
発

電
機

か
ら

受
電

す
る

こ
と

に
よ

り
動

作
可

能
な

設
備

で
あ

る
。

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

は
，

「
9
.1

6
.2

.3
 主

要
設

備
の

仕
様

」
の

緊
急

時
対

策
所

の
一

部
で

あ
る

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発

電
機

か
ら

受
電

す
る

こ
と

に
よ

り
動

作
可

能
な

設
備

で
あ

る
。

（
6
-9

-7
3
4
，

7
3
5
）
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